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濟
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。
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的
認
識
論
に
於
：て
形
々
^
稱
す
る
は
、
人 

間
の
思
惟
作
用
に
先
驗
的
^
存
す
る
、
經
驗
か
ら
全
，.
<純
：佛
な
：る
思
惟
形
式
で
あ
名
。
斯
る
論
理
上
經
驗
^
先
立
：り 

純
粹
思
惟
形
式
は
、
經
驗
.R依
つ
て

の

み
與
.へ
ら

る

，
A
思
惟
內
容
ヒ
何
等
關
係
す
'る
K

な
く
、
獨
立
R
論
理
上
の 

.先
在
性
の
故?:
以
9
て
研
究
し
得
可
&
昝
で
あ
る
C
故
に
、
確
か
に
シ
/
.七
ラ
：1
0
云
ふ
如
く
、人
間
の
純
粹
思
惟 

形
式
を
取
扱
ふ
數
學
ば
物
理
學
に
獨
立
し
て
研
究
し
得
る
。
論
理
學
も
'同
樣
で
あ
る
。
SI
R
社
會
現
象一

般
の
純
粹 

思
惟
形
式VJ

しV

の
彼
の
所
謂
外
的
規
制(die I

s
e
r
e

 

Regelung) VJ

し
て
の
法
律
一
般
は
、
其
の
內
容
を
な
す 

:

社
會
經
濟
1

」

般
か
ら
獨
立
妃
思
惟
し
得
る
。
此
め
點
^
至
る
迄
の
彼
の
演
繹
^
は
何
等
誤
4
は
な
い
'。：
：然
し|[
1

^1. 

步
を
進
め
て
、

彼
が
法
律
學
の
對
象
を
な
す
も
0-
^
せ
る『

歷
.史
上
'
^
.
現
は
れ
：た
.る(

法
的
規
制』

を
も
、
社
食
現
象.1 

，般
の
純
粹
思
惟
形
式
ど
し
て
.の
法
律
一
般VJ

同

一.

視
し
、
其
の
形
式
の
故
を
以
つ
で
、『

法
律
は
獨
.立
の
科
學
的
硏
究

第
二
十
四
#

oセ
ー

C

勞
働
法
の
硏
究
方
法 

第
五
號 

二
三



第

ニ

十

四

锋

s-
r

D

勞
働
法
の
研
究
方
法 

第
五
號

' 

ニ
四

が
な
さ
れ
'得
^
。』

ぞ
の
：結
論̂

導

び
-&
'
得
る
か
。:-
.
'
-
否
な
、

『

歷

史

-±
1
.̂

現
は
れ
尨
る
法
的
規
制
^

は
最
早
純
粹
思
惟
形 

式
の
：特
镦
た
る.內
容
か
ら
の
獨
立
：性
を
保#-
し
9
似
居
な
い
：。'
:夫
ft
特
殊
?:
.る
：
具

體

.的
®:
會
形
式
ミ
し
て
、
，眞
體
的 

の
«
會
經
濟
：の
制
約0,
:下
忙
於
て
，の
み
思
惟3
得
る
：。.故
に
我
々
は
シ
:チ
次
ム
-ス
P
が
經
濟
學
の
方
法
原
理w

し
て 

-̂
釋
し
た
の
^
全
く
伺
一
の
結
.論
を
、_，法
律
學
に
も
卞̂
ざ
る
を
得
.'̂
い
.乙
ど
に
«
る
'。
.即
ち
.、『

法
律
は
.社
會
經
濟 

を
公
然V

，

或
は
：暗
默
の
內̂
包
括
せ
ず
し
で
は
&
扱
は
れ
得
2:
'
い』

$

:
，
.
.マ
"：：

ハ
.吾
人
は
內
的
批
判
ょ
3
離
れ
.て
1

一
更
R
彼w

異
る
前
提
ょ
ヶ
出
發
b
て
；、
彼
.の
法
律
學
の
劳
法
原
理
に
對
し
て
：•超 

絕
的
批
.判
?:
:
試
み
や
ぅ
。'蓋
し
、
' ヵ
ン
.
.ト
主
義
を
法
律
學
^
援
用
.す
る
：者
は.、："多
く
の
場
合
形
式
虫
義
R
墮
入
ら
ざ 

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
パ
シ
ュ
タ
ム
:ラ
：丨
%.
:
:明
か
に
.上
^
引
用
句̂

於
て
、『

法
律
學
は
歷
史JK
R
現
は
れ
た
る
法
的 

规
制
を
其
の
形
式
的
存
在
^
於
；て
觀
察
し
、
：
.

v

夫
#
を
確
固
た
る
槪
念̂
於
て
.
.捕

^
、
：.：且
つ
：熟
知
せ
ん
ズ
す
る
も
の
で 

あ
る』

ど
云
a
、
成
は『

論
ff
l
學
が
斯
の
如
ぎ
槪
念
構
成
を
論
じ
、：

直
觀
自
體
の
多
樣
性
^
對
立
し
て
思
惟
の
か
^
:
を 

敷
衍
す
る
如
ぐ
、
法
律
學
'は
規
制
的
形
式
を
：錄
述
す
可
^

で
：あ
る
.

』

ど

述
べ
ヾ
て
居
る
o力
シ
ト
哲
學
名
之
を
社
會
諸
科 

學
へ
適
用
し
た
結
果
生
ず
る
形
式
主
義
^
の
間
に
は
、
，或
る
必
然
的
關
聯
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
ヵ
ン
ト
の
.立
場
は 

人
の
知
る
如
く
、
.
®學
の
問
題
を
事
實
の
問
題
へqcid f

a
c
o

^

«^J
の
問
題
^

&

ユ̂
5

〕

-
^
—

今

日

の

用

語

を

以

つ
 

て
す
れ
：ば
價
値
の
問
題
|

^

に
峻
別
す
る
こ
ど
か
ら
出
發
す
る
。
.然
し
此
等
の
，問
題
を
區
別
す
る
こ
ミ
は
實
を
云 

へ
ば
前
者
K
對
し
て
後
者
'の
問
題
を
發
見
す
る
^vj

で
あ
つ
た
。

コ
。へ' ル
ラ
ク
：
ス
べ
的
偉
寒̂稱
せ
ら
る
、
、
も
の.は
、
 

事
實
.の
外
^
價
‘値
を
發
異
し
、
價
_
に
依
つ
.て
事
實
を
.理
解
し
、
批
判
せ
：ん
：

.：ヒ
す
る
批
判
主
義
に
外
な.ら
ぬ
の
で
あ.
 

り
た
。：•從
'9
て
，彼
の
哲
學
の
本
：來
の
問
顧
は
價
値
の
；問
題
で
ぁ

.
1、
_公
理
：_の
，
妥

當

で

ぁ

る

。

此

の
.問

題
t

解

決

す

る

：

爲
k

.

彼
は
從
來
の
破
生
的
方
法c

a
i
e

aqe
n
e
t
i
s
c
h
c
.
:

皆e
t
i
l
o
c
i
e
)

比
對
立
し
て
、
：：批
判
的
.

方
法(

d
i
e
f
r̂

 

M
e
t
b
.
o
d
e
〕

. 

?:
'

用
ひ
た
の
：で
：あ
る
。ヾ

即
ち
、『

發
生
的
方
法
^

取
つ
<

»

、
公
理
ば
入
間
の
表
象
、
感
情
及
び
意
志
決
定
の
發
達
R
 

於
て
、
自

然
 

<
 形
成
せ
ら
れ
：、
5£

茲
妃
於
て
#

當
を
得
.

た
る
事
實
的
解
釋
様
式
で
あ
气
批
判
的
方
法
化
取
：つ
て
は
、

.

斯
る
：公
理
は——

其
の
事
.實
的
妥
當
が
如
何
ぼ
か
ぅ
り
範
圍
纪
及
ぶ
ネ
の
セ
あ
る
か
ミ
云
，ふ
乙

ビ

R
全
く
關
係
な
く
、
 

I

思
惟
は
眞
な
：る
目
的
^
■*

意
欲
は
善
な
る
自
的
を
へ
又
感
情
.は
美
な
る
，目
的
を
達
成
せ.ん
.：ど
す..る；も
、の
で
あ
る 

ど
云
ふ
前
提
の
下
^
姿
當
す
可
き
ど
の
規
範
で
あ
る』

。S

然
し
乍
ら
，
：發
生
的
方
法
を
以
つ
て
し
て
は
人
は 

M

s

事
實
以
上
^
出
‘づ
る
も
の
で
は
な
い
°
因
臬
的
^
制
約
せ
ら
れ
だ
る
.人
類
生
©
の
過
程
が
、
或
る
命
題
を
意 

_
す
る
樣
化
成
つ
.た
、と
云
ふ
.事
情
は
決
し
て
其
の
命
題
'の
.絕
對
的
妥
當
若
ぐ
は
其
の
權
能
.を
®
明
す
.る
も
ので
は
な 

,

n

s
れ
.ば
、『

事
實
的
承
認
が
如
何
ば
か
ク
廣
さ
範
圍
k
ま
で
.及
ぶ

は唯
*
:

次
の

.

如
さ
確
信

|

即
ぢ
普
遍
的
價
値
な
る
：も
の

#

し
、.

を
れ
を
達
成
せ
ん
ビ
す
る
な
ら
ば
、
表
象
、意
欲
及 

び

感

情

の

經

驗

的

過

：程

は

、

其

の

も

の

無

く

ん

ば

目

的

の

：實

現

が

考

べ

.

.

得

ら

れ

拿

る

ど

之

ろ

の

規

範

に

從

り

て

.運

動 

せ

ね

ば.

な

ら
2

' ^

去

ふ

確

信

：の
.上

^ :

立
つ
も
の
で
あ
る

0』

( 5
)

'『

.

か
る
が

.

故̂

# 1
:

«

的
方

.

，法
の
俞
提
は
、#

.遍
妥
當
的
目 

的

及

：び

夫

が

經

驗

的

.

意

識̂

於

セ

認_

せ

ら

れ

る<

劳
.

ふ
其
：の

能

カ
^

對

す
.

る
#

仰

で
.

あ

る

。

』

^

ミ

。
、

。

?

<

 

>批
判
的
方
法
を
.採
用
す
る
：者
は
必
づ
普
遍
，妥
當
的
自
的
の

#
在
化
對
す
：る#
仰
代
出
發
す
る
。
：故
に
此 

ニ
の
方
：法
を
法
律
學
に
適
用
：す
る
：者

は

::
"
必
.ヴ
や
普
遍
：妥
當
な
态
法
律
制
度
め
.認
.識
：可
能

:

る
。
.
.而

し

：
て
：此

の

'
.法
律
制
度
の
#

見
の
爲
^

、：.『

歷
史
玉
'

^

現
は
れ
れ
：る
法 

批
判
钧
過
程 

'

に
依
合
、：
ょ
A

具
體
的
法
規
が
ら
ょ
办
普
遍
的
：な
法
規
を
：求
'

め
、.
遂
^

普
遍
妥
當
な
る
法
規
を
見
出
し
：、
宓
:1

'
な
し

:
m
u十.四
卷
：(

七
.一
三)

勞
.働
法
：の
，：研
究
方
法

 

ゥ
第
五
虢
 

ニ
五



第
二
十
四
卷(

七
一
四V

勞
働
法
の
研
：究
方
：法.
 

第
t
號

ニ

山

、

て
逆
に
諸
»
の
法
親
を
體
系
化
せ
ん
ど
す
‘る
の
で
.ぁ
る
.
0斯
る
方
法
に
對
^

て
向
け
ら
る
可
さ
超
絕
的
批
判
の
第j 

は
.、
夫
：が
非
瑰
實
的
な
み

crebensfi:emd:hdt)

ど
.の
非
難
.で
あ
る
。：
現
實
の
：»
史
め
流
れ
.
.の
内
(<
:
生
起
し
怍
劳
す
.る 

召
&
た
，法
律
は
«

<多
辕
な
.る
.特
殊
的
规
定
の
內
に
の
み
存
し
得
'る
の

^

«>
る

，。
。
^

一
 

の
條
判
た
る
賴
殊
性
を
排
除
ム
て
、
普
遍
的
概
念
'へ
の
形
式
.的
硬

化

へ

：
：墮

入

：る

;°
勿

論

學

間

备

踐

ヒ

は

其

本f
 

於

て

異

な

る

益

名

、«
問
は
學
問
1
の
も
の 

>营

.存
す
可
ぶ
：で
は.
f

、常

播

踐

の

■

存
す
可
さ
で
あ
る
。
 

學
問
め
硏
究
は
當
に
實
踐
的
關
：心
^
出
發
し
、其
.の
理
論
構
成
の
眞
.否
は
§

實
踐
め
內
に
於
％
の
み
立
證
せ
.ら
.る
 ̂

の
.で
あ
.る
。
：然
名
、.，實
踐
.は
常
に
具
體
的
特
殊
的
現
實
：の
.制
約
め
下
レ
於
て
：の'み
實
現
せ
ら
.る
.
>の
で
あ
.る
.。

故

ド
 

實
踐
の
爲
i

r
す

及

學c£,
は
乱
實
性
の
把
握
を
其
目
的
>、

」

す
可
さ
で
，あ
る
。
故
^
、
此
の
«

於̂
て
カ
シ
ト
J
學 

の
如
く
、
主
觀
的
形
式
を
し
.て
與
へ
ら
れ
た
る
現
象
を
續
極
的
R
綜
合
せ
し
め
、
普
遍
的
に
形
式
化
^
ん：

S
す
る
主 

觀
主
義
ょ
.
6も
：、
•
.意
識
爾
'を
出
來
る
だ
け
平
か
^
す
る
《

ド
依
：つ
：て
.、：：共
處
レ
與
へ
ら
れ
た
る
も
の
、
i

創
始 

的
^
與

へ

ら

れ

：：た

.る(

0

最

|
 g

e
b
e
n
d
e
)

現
象
の
姿
を
具
體
的
R
.眺
め
ん
ど
す
る
客
觀
主
義
的
な
る
フ
ッ
セ
I
ダ
一 

派
の
證
學
或
はr

現

實

の

黨

丨

自

然

基

史

|

を
何
等
先
入
め
.觀
念
_

_
想
を
持
打
ず
し
て
、其
等
ヒ
面 

接
す
る
各
人
^
自
ず
益
べ
ら
れ

/2
.部
く
、
：'夫
等
を
到
解
せ
ん
；食

し"即
ち
夫
等
本
來
.の
關
係
^
於
て
理
解
せ
ら
れ
、
 

何
等
幻
想
的
關
係
£

て
：理
解
せ
ら
れ
：
f

事
實
どI

致
せ
し
め
ら
れ
ざ
る
.凡
ゆ
る
：觀
念
的
妄
想
を
無
慈
S

犠
牲 

に
供
3
ん
ど
す
る
.：
：
以
上
の
何.事
を
も
®
味
：せ
.ざ
る』

の
マ
ル
ク
ス
の
唯
，物
論
の
方
が
、隹
か
^
實

踐

的

見

地

ょ

.，ぅ 

す
I

ら
ば
學
問
上
正
し
き
方
法
で
言
.桑

i

け
れ
ば
な
县

ノ
.
ン

I

農

し

て

:«
ぜ

.る

.批

評

の

意

味

深

^v

第
一1

0

命

:l
i>
想

.ひ
：起

n

れ.

る
，の

で

あ

る

。
.『

人

間

の

思

惱

.が

客

觀

沟

'眞

1

を
獲
得
す
る

や

否

；や

の

問

題
.

は
.
V 

.

決

し

；
^

.

理

論
'

の
.

如

題

：で

は

な

.—

、
'

)

寧
6

實
踐
的

.

問
題

.

ヤ
養
る
。
へ*

<

間
は
實
踐

K

 : 

於
て

.

，H

己
の
思

.

惟
の
眞
な
る

t

ビ
、
即
ち
現
實
性
及
び
權
カ
、
現
世
的
な
る

こ

V
J.

を
證
明
す
可
さ
で
あ
る
6

.

M

惟
の 

現

實

的

な

る

や

杏

や

の

論

亊

、
，
！

實

踐

か

ら

引

会

離

.

3

れ
：た

論

爭

——

は
：全<

;

煩
琐
學
者
流
の
問
題
で
あ
る
。』

(8
)
 

ど
0

斯
く
て
力
ン
ト
的
方
法
を
法
律
學
( C

適
用
す
る
者
は
現
實
の
具
體
的
法
律
を
普
遍
的
の
槪
念
i c

形

式

化

し

、

其 

結
果
現
實
世
界
を
虫
つ
て
自
己
の

.

姿
を
象
牙

S

塔
の
內

R

!

出
す

.

.

こ

ど

に

な

る
.0

彼

の

.理

論

は

現

實

の

實

踐

の

前

に 

全
く
生
命
な
刍
も
の
ミ
し
て
橫
た
は
る

0

_ 

、

超
絕
的
見
弛
ょ
り
す
る
批
判
の
第
二
ミ
し
て
は
、
夫
の
硬
化(

E
r
s
t
a
r
s
n
g
>

で
あ
る
。
ヵ

^
ト
は
旣
に
述
べ
た
る 

如
く
、
普
遍
妥
當
な
る
公
理
の
認
識
可
能
の
信
仰
^
出
發
し
、.經
驗
的
所
與
を
普
遍
妥
當
な
ら
し
め
る
公
现
を
先
驗 

的
な
る
：純
粋
思
惟
、
，®
:1
f
、
意
欲
形
式
^
於
て
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
方
法
を
法
律
學
R
適
用
す
る
者
は
普
遍 

妥
當
な
る
法
律
制
度
の
認
識
可
能
め
信
仰
(C
出
#
し
，

歴
史
上
^
現
は
れ
た
る
'法
規
a：
普
遍
#
當
な
ら
し
め
る
法
律 

形
式
を
見
出
さ
んV 」

す
る
。
斯
る
舞
遍
妥
常
.性
.は
先
驗
的
な
る
誠
粹
形
式
の
仳
界
^
於
て
の
み
可
能
な
る
に
も
拘
ら 

ず
、多
く
の
者
は
歷
史
上
^
現
は
れ
た
る
諸
法
規
の
內
か
ら
眞
の
»
粹
形
式
.に
非
ざ
る
、
或
る
'內
容
を
旣
^
其
內
^
含 

ひ
法
規
を
見
出
し
、
之
^
普
遍
妥
當
性
を
附
與
し
、
從
0
ズ
»
の
法
規
ゼ
依
0
て
：構
成
5
れ
た
或
.る
特
定
の
歷
史
上 

の
法
律
制
度
を
以
つ
て
、
：入
類
社
畲
の
永
劫
不
滅
な
る
法
律
制
度
^
迄
硬
化
せ
し
め
.る
に
至
.る
。
.彼
，等
は
'
1度
戶
ロ 

か
ち
追
出
し
た
歷
史
的
の
現
實
が
窓
か
ら
苒
び
入
.つ
て
來
て
居
る
t
ミ
^
氣
附
か
ぬ
'の
で
あ
る
.
o®r
る
危
險
は
旣
k 

カ
シ
ト
自
身
^
も
存
し
た
の
で
あ
.る
0
事
货
ヵ
ゾ
ト
は
I

『

實
踐
珊
性
批
判』

(Kritik 

der praktischen v
e
r
n
u
n
f
o
R

 

於V
、

多
く
の
獨
斷
論
的
混
合
物
か
ら
逃
れ
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
至
上
命
令
^

&
叫
民
各
自Imperatlv)
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'
:一六)

翁
法

.の：戴
方
法 

0
0
 

ニ」

“ば
宋
だ
猶
ほ
內
容
的
：で
あ
ダ
、
：|1
'̂
»
.じ
：
ぐ

：琴
へ
：
ば

個

入

主

義

的

0

獨
哲
學 X

M
e
t
a
p
h
y
s
i
s
c
h
s

 A^angsgrlinden der 
が
 C

HtsIehre)

.̂
於
^
 

の
批
判
的
方
法
を
全
く
放
棄
し
、

形
而 

>
-學
的
な
法
律
の
觀
察
> 
則
：ち
自
然
；®
—

支
配
權
を
獲
得
せ
ん
ぢ
^

?
、
あ
：つ
^
十
へ
*
紀
の
ブ
，レ
ジ「

ョ
.ヮ

.
 

イ
.デ
；ォ
，ロ
¥

|

|の
某
礎
.の
土
^
立
や
て
居
.づ

‘を
導
さ
出
$

/1
:
ど
し
、
或
辟
歷
史
的
に
規
定
泠
尥
な
法
律
內
容
を
.絕
對
的
法
»
規

範

：ど

し

て

示

3

ん

せ

し

.た

。
.'此

揚
 

合

、
：，
カ
ン
ト
は
形
式
ど
內
容
を
混
同
し

s

i

つ
，.て

、
：.彼
が『

凡
免

の
.法
#
命

題

隹

天

的

命

題1

る
、V

云
ふ 

.の
は
夫
'等
は
.ぉ

性C/
)

法
#(

d
i
c
t
a
m
i

-aa

 .rationis 〕

で
あ
^
か
ら
セ
あ
^

』

cl
:

>

.
云

ふ
場

合

、
夫
は
眞
の
髟
而
上
學
C

あ 

.

P

眞
の
自
然
法
で
あ
る
。
：又

シ
ユ

タ

ム

ラ

ー
が
法
雜
の
，價
値
判
斷
の
純

粹

形
式
^

し
て

見
出
し
た『

自
由
^

意
：欲
す 

'5
人

間

の

：
典

同

生

活

』
(

穿 

G
e

>3e
i
n
s
c
h
a
f
t

 

f
n
e
i
w
o
i
l
e
n
d
e
r

 

M
e
n
s
c
h
e
n
>

';5
r
.

可
能
な
ら
し
^

#

ず
し
て
、其
內
R

內
容
を
含
み
、.何
等
普
»

妥
當
性
を
有
せ
ざ
s
z 

v

は
；
デ
ィ
ー
ル
：
の

述

ベ

.

る
如
く
で
あ
る
。£
斯
の 

に
如
く
.

、
#

遍
妥
當
な
る
.
法
律
制
度
の
可
能
な
る
己
ど
の
信
仰
k

.

出
發
し
.
、
現
存
の
歷
史
的
^

規
定
3

れ
た
法
規
の 

內
丨
之
を
見
出
し
.

從
つ
て
現
行
法
#

制
度
を
永
劫
不
變
の
も
の
(£

し
て
疋
當
視
せ
ん
^
す
る
危
險
は
カ
ン
ト
的
方 

法
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
つ
.

て
、夫
故
^

又
屢
<

カ
ン
：ト
的
方
法
5:

以
つ「

て
ブ
ル
ジ
f

イ
デ
ォ
V

ギ
ー
ど
看
做
す
^

至
る
の
で
あ
る
。
被
等
力
.ン
ト
主
義
的
法
律
學
者
は
膝
史
的
發
展
遒
程
^
於
弋
現
は
れ
、
而
も
旣
k
其
自
體
社
會
の 

m

r

R
す̂
る
s

m

R化
し
た
或
る
雄
律
制
度
を
變
革
せ.

ん
て
す
'る『

革
命
的
*

踐』
(re volution

fu:re, praxis 〕？

の 

;前
^
自
ら
戶
を
立
つ
る
に
至
る
：の
で
あ
る
0

. 

>
. 

:

.

:

权

々

枝

今

や

他
の
.

力
；：

ぞ
主
義
の
：法
#

學

、
、
即

ち

法

滯

學

を

純

^

^

的

*

礎

の

上

に

1
設

せ

4

名

^

る

他

の

潮

流

■-WW—

—I—^̂
ŴWWIMIIglwHuwnuliglWBWi—

—HWHWBBPWWBIiiiiMlggilijJfiiigiuBwiMBiBiwBBiBWBIWIBIMm—
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1
,
,
,
,
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,
,
,̂
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,̂̂
,̂
,
,
,
,̂
,̂̂
^̂

 

^

k
目
を
轉
じ
や
1
。
、斯
る
傾
向
は
力
V
K
.の
批
判
的
，.

：

先
驗
的
哲
學
の
.栽
礎
K
横
れ
：は
4
存
在V 」

當
爲
のVT

元
論
に• 

茈
附
.い
て
居
る
の
で
あ
る
.。
當
爲
は
存
在
？
は
厥
理
上
異
な
る
も
0-
:
で
あ
ヶ
、
：獨
自
の
或
る
も
-
.の
.、
即
ち
一
つ
の
本 

原
的
範
W
5:
.
:表
ば
し
て
居
る
。
規
範
®g

ば
經
驗
意
識
比
對
立
し
て
*:
し
、
敗
者
に
對
し
て
立
法
的
に
或
る
乙
S
を
：
 

眞
或
は
僞
、
善
成
は
！

o
r

美
或
は
醜
な
ビ
認
む
可
含
ミ
ど
を
命
'ず
る
の
で
あ
る
f
然
し
眞
、
善
、
美
を
意
志
せ
ざ 

る
者
^
對
し
て
は
、
吾
人
は
先
驗
的
當
爲
5:
.何
等
證
明
し
得
な
い
。
«
範
«

a
の
全
立
法
は
其
の
：規
範
一
般
の
妥
當 

を
認
め
ん
.
意̂
志
す
る
者
に
對
し
て
の
み
拘
束
力
を
有
す
る
。
；

#
る
者
k
對
しv

は
規
範
は
.命
令
的
で
あ
.气

義

務
 

を
附
與
せ
ん
.ど
す
る
。
斯
く
て
吾
人
ば
美
的
、
論
.理
盹
良
心
に
就
；い
て.語
’̂:
.徵
.る
の
，で
あ
：る
。
.
§
斯
，の
如
く
、
直
接 

規
範
忆
關
係
す
る
乙

ビ

な
く
、)

現
實
の
經
驗
の
流
れ
み
內
に
因
果
的
必
然
性
は
於
て
自
ず
ミ
發
生
す
る
存
^

_

之 

は
說
明
科
學
の
對
象
•で
あ
る
I

s
其
等
存
在
が
真
'
善
'
美
.た
ら
ん
^
ず
る
目
的
論
的
見
地
に
立
つ
揚
合
、
.必
然
.
 

的
に
夫
.に
準
ぜ
ざ
る
可
ら
ざ
る
當
爲
ビ
の
原
理
上
.の
相
違
は
、
親
範
め
發
生
、'逾
用
乃
至
.夫
が
現
實
の
經
過
を
何
等
，
 

硏
纪
ぜ：

ず
し
て
、
'赛
ら
純
規
範
的
觀
察
及
び
其
等
敗
範
を
體
来
化
す
乙
ど
を
得
し
む
厶
ゃ
夫
故
^
理
^
は
^

範
の
體
糸
で
あ
る
タ
之
^

反
し
て
論
理
的
^

範
め
發
生
ぞ
夫
が
遵
奉
彳
約
吾
^

生
的
竝
k

心
理
學
的
觀
象
方
法
'

の
_

氣
を
な
f

の
.

で
あ
ふ…

斯
ぐ
令
又
偸
理
學
及
^

美
學
は
規
範
‘

ゆ
體
、系
^

而

し

ビ

同

.

『

、の
方
振
^

!

法̂
#

寧
の
風
^

に
適
用
せ
ん
ど
ず
る
罾
が
あ
る
。
斯
る
規
範
的
方
法
を
法
律
學
^

.
 

適
用
せ
んW

,

ず
ぎ
者
ぼ
法
律
學
を
全
父
心
碰
舉
晚
方
法
.及一.び
_

貌
學
_

方
徐
か
6:
;
自
«;
;
な
ら
；し
み
ん
^

者
.で
あ
：

彼
0

有

名

な

る

新

：方
ゾ
、
ト

派

：の

P

マ
ゾ
• 
口
ー
エ
ン(

ll
l
e

r

l

u

n

o'
o

l

l

e

n)

は
斯
る
傾
向
へ
の
思
想
^
皭
示
的
ド 

8
1十
四
卷
..

C

七
—
S
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働
法
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究
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第
五
^
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H
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純
粹
意

•

志
の
：偷

g

f

f

 

(
(

E

t

B .
k
 

d
e

s
*

 

r
e

i
.

n
e

n

 

;
\

v
i

i
l

e
s

,
)

^

於
.

V

 

,

«

^

t

J!
學
こ
泠
ご 

取
扱

.

は
れ
る『

人
格』

『

行
爲』

り
槪
念

k

對
す
る
先
驗
的
相
關
槪
念

A
i

法
律
學
の
取
扱
ぶ『

法
的
人
格』

楚

『

法
律
テ 

爲』

の
槪
念
纪
於

^

見
出
し
、.

斯
く
て
偷
濯
學
ヒ

'

同
、I

V

菜

.

法

原

#

即

基

翁

的

方

法

 

可

き

こ

示
し
て
居
る
。
蓋
署
裏
學
は
人
間
の
.槪
念
を
霞
せ
ん
ど
す
る
ち
.
■
心
i

影
ば
人
類
學
的
^
人
間 

概
念
で
は
な
い
、—

斯
る
槪
含
常

S

物

雙

個

人

i

¥

h
文
■

民
謂
心
_

的

就

齡 

人
間
I

で
S

S
、丨

斯

る

概

念

は

常

篇

數

に

於

け

氛

f

、霞

の

旗

合
を
意
味
す
る
ぼ

s

—

i

ゆ 

る
他
I

察
方
法
S

立
？

の
ば
人
間
^
^
^

を
意
味
す
。
然
し
、
斯
る
.普
遍
性
1

粹
_
成(

註
、純
粹
•
成
i
ば
經
礙
：の
助
；け
を
藉
々̂

务̂
：驗
的
に.絵
合
3
こ 

见
想
を
妞
-
つ̂
.る
乙

ど
ゼ
意
味
す6
以

卞

.*
成

营

字

句

は

屢-此
'の
意
：味

餘

哀
.艺

の

.一

要

可

處
<

;J
L 

.出
し
f

:
で
^
ら
ぅ
.が
.減

の

顯

著

な

，
る

例

ほ

法

律

學

S

.け
*

法
律
槪
念
ic
於
て
、ft
理
，學
上
の
意
志
主
體
の
槪
念
.が
，認

め

ら

れ

、
承

認

せ

f

、
の
で
あ
ふ
。
.
ど

云
ふ
の
は

法
的
V 

格

の

槪

念

は

畏『

多
數
人
格
の
斯
る
cir
珣
的)
意
志
が
分
離
せ
る
意
志
S
し
て
妥
赏
せ
ず
、，.寧
.ろ
斯
る
意
ぢ
4

 

て
.、
.否
な
斯
る
意
志
に
於p

の
.み
眞
の
意
志
2

1

が
、
從
つ
て
權
利
主
禮
益
念
が
正
確
R
妥
當
す
る
に
至
る
と 

最
を
意
跋
す
る
か
ら
で

1あ
气

'斯
く
て
被
は
愉
现
學
の
確
證
を
法
律
學
望
出
す
K

.

M
に
法
雜
學
の
新 

た
な
る
方
法
原
到
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
6
更
k
:又
法
*
は

.『
法
律
行
爲』

t『

法
的
人
格』

の
行
爲
ど
し
て
、
行
爲 

の
個
々
.：の
耍
':
*
を一

つ
の
行
爲
棘
一
.に
總
括
す
る
o
從
づ
て
.法
律
上
の
行
爲
槪
f

純
粹
«
志
の
臉
：|

に
舞
：し
て 

解
る
®
義
^o

古
の
在
な
る
。：

『

愉
砘
擧
に
は
：#
等
め
.物
が
對
象
も

な
い 

> 此
の
揚
が
行
.爲
の
み
が
內
容
e
鲟
f
y)
.
:間

，

媢

''
i

^

si:
l

,t
居

^

』
§

 

.
:
凝

.9
;t
倫

3

摩

，上

：の

行

爲

猶

念

は

：其
^
先
驗
し
W
相

關

：槪

念

、

：

即

ち

普

遍

：：々

銃̂
を

法

：律

，行

爲

の
 

槪
念
k

見
出
す
々
.斯
く
ヤ

コ

：丨
チ
'ン
は
以
土
指
摘
し
た
法
#

ど
偷
理
の
：關
係
か
ら

u
.
v̂

 

;

法

律

學

.
の

方

法

原

理

を

新
れ
な
る
方
面
か
ら
解
決
し
た

W

信
じ
た
。
彼

^

取
つ
て
は
法
律
學
は
現
實

.

の
生
活
實
在
の
體
系

'

で
は
な
べ
、
全
く

新
た
な
る
銃
.一

.

の
體
系
で
あ
6
、
新
た
な
る
價
値
意
味
の
體
系
，で
あ
々
、.
.

實
在
で7

P

な
け
れ
ば
、
取
な
る
柚
象
，で
も

な
い
の
で
あ
る
。

■:
新
カ
シ
ト
派
の
，エ
ミ
ィ
ぐ
ラ
ス
タ

(

匡

L
a
s
k
}

も
亦
其
の
著『

法
律
哲
學』

R
於
て
、
.
法
律
の
槪
念
構
成
に
同
一 

の
方
法
原
理
を
發
展
3
せ
.で
居
る
。

%

總
て
の
文
化
科
學
ど
同
じ
く
法
律
學
も1

一
つ
め
硏
究
を
な
^
ね
ば
な
ら2

。 

第 
一̂

は
、豫
備

#
學
ミ
し
て
の
法
律
の
社
會
现
論—

夫
は
.法
律
を
»:
會

的

具

體

性

，に

於

.て

實

在

現

.象

ど

し
て

、
_ 

實
の
文
化
の1

面
？
し
て
觀
察
す
る——

^
、
；
第
ナ
ー
^
本
來
の
法
.律
學
の
研
究
，
即
ち
：法
律
學
的
觀
察
法
|
丨
此
の 

方
法
に
從
へ
ば
法
-.
#
は
，思
：惟
3
れ
た
意
味g

、

.ょ
6
正
：確
^
:云
へ
：ば
規
範
意
味
の
總
體
せ
七
，て
現
は
れ

5
,
.
_
_
:̂
で 

あ
.る
。
從
.つ
て
法
律
學
的
方
法
は
法
#
規
範
の
現
實
內
容
を
離
れ
、て
、單
,̂
法
律
意
味
-0
:
:體
系
的
、論
理
的
上
下
：秧
序 

を

取
扱
ふ
の
で
あ
る
。
我
：々

は
心

1

學
的
或
は
：社
會
學
的®
察
方
法
^
は
«
0
.て
：.構
成
.さ
れ
た
.世
界
を
得
る
。『

物
件』 

が
物
體
S
等
し
か
ら
ざ
，る
こ

VJ

は『

人
格』

が
人
間
^
異

る

同

檨

で

あ

る

0.
自
然
的
^
云
つ
て
.永
續
的
な
も
の
は 

法
律
的
k
沄
り
て
非
永
續
的
で
あ
々

、
自
然
的
に
宏
り
て
#
ft
の
集
合
は
.法
律
的
k

sり
て
單
な
る
集
合
M

な
.る 

統
一
で
あ
る
'
0ぺ
從
つ
.て
法
律
學
的
方
法
は
事
實
法
律
3|
象
の
心
规
的
內
容
か
ら
分
離
す
る
。『

ヒ
云
ふ
.の
は
双
_
舉
的 

觀
察
纪
取
つ
セ
は
.、
心
：理
的
.存
在
は
物
體
界
：<!
:
同
：
—の
意
味
^
.於
：て
、
§3̂

行
爲
の
實
際
の
世
界
に
於
て
の
み
初
め
て 

硏
究
k
取
入
る
可
さ
素
材
'で
：あ
る
か
ら
で
あ
，る。

J

 I

夫
故
心
理
主
義?:
法
律
學
R
採
用
す
.る
乙

^
は
本
來
の
法
律
學

第
二
十
四
卷

(

七i

九)

勞

働

法

め

研

究

方

法

m

五.

該

f
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1

5

)

勞
働
法

CD
:

'

研
究
方
法

.
 

铱
51
號
：

H

ニ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

に
關
：係
な
さ
も
の
セ
あA
、
..
-

唯
：
 

'法
律
學
の
豫
備
科
學
た
本
法
律
g

a會
理
論
に
の
み
*
す
可
&
で
あ
.る
：。
：'法
律
學 

は
|

槪
念
相
互
I

I

體
系
的
關
聯'の

ゝ

■■〔)

':

ハ 

:
:露
西
驵
の
"法
_

者
十
ヮ
：ン
•
ィ
た
^

ン
：(

1
$§;
、1な
&〕「

.は
法
律
槪
念
：5:
,如
何
^
取
极
^
可
袅
か
の
方
法
論
阶
分 

rr
.e
試
み
た

:,
0g

彼
.
方̂
法
論
上
の
多
元
論
に
出
發
し
て
居
る
。：、
法
#
は
祓
雜
樣、：v

多
面
的
な
構
驼
物
；で
あ
る
。
'從 

つ
^
法
律
學
^
は
、多
ズ
め
研
究
方
法
が
'あ
.办
>

-a
つ
其
等
の
孰
れ
#
他
を
全
く
排
斥
せ
.ん
_
vす
る
要
求
^
な
し
得
な 

い
し
、
'夂
す
可
&
で
は
な
.い
.
.ミ

.°
夫
々
0
.方

：謹

的

體

系

：
の
：：間

扠

 ̂

法
律
の
認
_
に
就
セ
ぼ
方
法
論
上
無
差
別
の
系
列
が
：存
す
る
。

&
£
:例
へ
：ば
.、
'.法
律 

的

研

究(die dogmatische Bearbeitgg;〕
. 

€

/ s

1
"定
の
關
係
^
.於
^
ば
.無
差
.別
*0
_

^

つ
^

ー
定
の
問
題
に
於
て
疋
に
正
反
對
の
結
論
に
達
し
得
る
ヰ
方
^

^

土

^
無

差

別

の

原

理

は

酞

會

的

事

變

の

實

際 

的
關
係
ど
何
等
矛
盾
ず
る
も
め
.
.で
ば
な
.

い
、：
芒

不

ネ

の

は

：斯

る
'

無

差

：别

のM

理
：は.

法
律
の
他
め
：侧
w -
を
分
析
す
彡 

k

は
論
理
上
：或
る
侧
而
を
抽
出
す
る
^

、ヒ.

を
意
味
す
名
^

過
ぬ
：か
ら
で
：.

あ
.
.る
:0
被

明
か
な
ら
し
め
る
爲
R

、-
之
^

應
じ
て
.

『

權
利
S

權
カ』

M
a
c
s
:
の
：：

問

題

を

解

決

せ

；
ん

を

し

た

、

X

云
ふ 

の
は
ノ
彼
代
取
つ
て
は
此
の
問
題
は
法
律
理
論
一
般
の
中
心
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
權
カ
の
槪
念
をj

般 

的
意
哚
に
於
け
る

力
.

0
槪
念
ど
解
し
た
？
夫
故
明
か
^

.

權
カ
の：
概
念
.

は
實
體
論
的
意
味
を
持
ち
、
常
代
實
在
的
系
列 

の
內
R

存
す
る
.

も
>

.

一.
方

權

利

の

槪

念

.
は

全

 

<

實

在

的

系

列

の

：
外

.̂

存

し':
>

.-

存

在

の

：
屬

性

は

其

の

：賓

辭

^

屬

し

得

る 

.

の
.
：
ヤ

あ

る

.0
(2
2

)

.

權
カ
の
槪
念
の
素
朴
な
；
實
在
論
的
>
:
或
炫
形
而
0;

學
的
:̂

藤

は

；
批

判

的

觀

察

友

法

_
_
^
是

等

は

總
 

il
:

權

カ

の,«
念

女
.-
»

:

在

の

系

列

：允

置

'(
:

'

4
:(
?

)

':¥
%-

多
-;
0

'1
^

1'
:
合

：
、

『

權

历

_
务

が
理
解
れ
、

.

*

.

の
'能

力

k

は

更

k

夫

の

％

等

か

0
所

持

.者

の

：觀

：念

が

喆

び

附

け

：

-

^

れ

、.

.

'

結

J

此

の
-能

力

：は

廣S

意
 

ぐ
味
で
の
作
用
の
能
力
：

W

衣
る
0
:
.
夫
‘故
、
權

利

の

.槪

念

が

權
カ
の
槪
念
贫
方
法
論上
類
似
しV

居
る
■箸
で
あ
る
ビ
し
た 

，
な
ら
ば
、
權
利
も.亦
實
體
論
的
意
味
を
持
づ
替
だ
し
、
：實
_
の
.系
列
に
入
れ
ら
れ
る
替
だ
ら
ぅ
。
.- 

.

4
て
ィ
,
ジ
シ
は
.客
觀
的
法
律
の
觀
察
妃
出
發
し
て
居
る
タ
夫
ば
被
ぶ
取
、つ
：て
ば
客
觀
的
法
律
規
範
の
總
.體
で
あ 

5
。
然
し
？
彼
は
規
範
?:
ば

：

一

.定
の
.秧
序
を
存
在
當
貧
^
し
て
主
張
す
る
命
題
在
解
し
て
居
る
。
其

の

®
は
秩 

序
、
當
爲
、
及
び
命
題
の
槪
念
を
說
明
し
て
居
る
。
秩
序
は
多
數
の
構
成
要
素
間
のI

定
の
永
續
的
關
係
を
意
味
す 

'
.
.
る
"
秩
序
は
當
爲
^
し
て
規
範
に
現
は
さ
れ
：る
が
、
.之
^
反
し
て
實
證
的
認
識
方
法
は
秩
序
を
存
在
す
る
‘現
實
在
ヒ 

.し
：て
：取
扱
，ふ
。
夫
故
、
.規
範
ば
多
擻
'の
權
成
要
素
間0
:
1
定
. ：

の
.永
續
的
關
係
?:
實
在
す
る
や
否
や
を
間
は
ず
.、
妥
當 

，
す
る
も
；の^

し
て
特
徵
附
け
る
0
最
後
に
命
題VJ

は
何
か
云

ふ
に
、
幾
...
つ
.が
の
溉
念
、
即
ち
忠
惟
內
容
ノ
51
^

云 

ひ
換
ベ
れ
ば
主
■
^

«
■
ヒ
.の
結
合
を
意
味
し
、
i&
の
場
合
此
の
結
合
は
論
理
的
一
致
か
ら
な
る
.。
'さ
て
：總
て
の
法 

命
規
範
ば

-
つ
の
論
理
的
命
題
で
あ
る
か
、
或
は
又1

H

一}の

論

理

的

命

題

が

ら

成

ク

立

ちW
る
洞
察
は
法
規 

へ
の
論
理
的
、
親
範
的
、：

約
言
ザ
れ
ば『：

法
#
擧
的
：

』

:::
@
r
〗st 【SCKe.5:

觀
察
方
法
:?
:
可
能
な
ら
：し

兮

斯

吝

觀

察

法 

は
總
て
.の
時
間
性
ビ
現
實
性
か
ら
柚
象
す
る
點
R
其

：
の

本

質

：が

存

す

る

：
。

.斯
る
：乙V

は
第
.，I
k規
範
が
作
用
す
る
や 

否
や
、：

如
ち
規
範
が
適
用
^
れ
る
や
'否
や
、
又
之
：が
適
用
は
如
何
な
る
結
某
を

*
ら
す
や
否
や
K
全
く
關
係
:*
く
、
 

規
範
を
ば
#
爲
規
制
S
し

て

其
.の
形
式
的
關
係
k
於
て
、
且
つ
當
爲
の
内
容
k
#
:つ
'て
科
學
的
に
研
究
し
得
石
し
、
 

又
研
究
す
可
会
で
あ
る
が
故
に
、
斯
る
こ

ど

は

可
能
で
あ
る
。
51
R

ィ
ダ
ジ
シ
は
他
の
觀
察
方
法
は
此
の
方
法
^
取 

代
々
得
な
い
こ

Jヾ
5:
主
張
し
て
居

る

.、

^
袞

ふ

の

は

他
の
方
法
は
他
の
課
題
を
，
更
R
詳
し
く
云
へ
'ば
前
'
:の方
法

.
'猿
ニ
十
：四
.卷

(

七
ニ
ー
'

)

，勞
働
法

©.
研
究
方
法 

i

i
 

J

S
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i

l
m

勞
働
法
.の

蜜

#
法
’ 

u

 

i

_

の
^

^
が
睬
に
解
決
さ
れ
尤
居
る
こ
ミ
を
前
提
^
ず
ー
る
他
^
課
題
を
齅
定
す
名
が
ら
で
あ
る
:̂

1

が

ち

翁

す

る

之

ど

を

：可

能

な

ち

し

：め
：る

第

：

1
:

1

の
：理

由

：ほ
.

、g

規

範』
： w

『

規

範

の

倉.

識』
V

:

が

：司一

:

で

な
.

$

«

0

'存

ず

：る

。
：
親

範

.獎

0
內

容
^
從

0
:
9藝

さ

：
れ

得

.る

か
の
思
惟
ビ
し
て
：、

：

或
は
し
秦
の
人
間
國
體
の
風
惟
ゼ
^
东
現
ぱ
^
;
^
^
^

し
て
、k

內
容
其
の
も.
.の
せ
し
て
現
は.さ
れ
る
一
の
で.あ
る
：々■
:
故
^̂ 

歷
史
.
 

的
？
見
地
が
ら
：全
然
分
離3れ
た
法
律
の.純
規

範

的

醫

法

を

可

能

な

ら

じ

め
#
る
：；。
，
斯
，る
觀
察
法
代 

法
律
は
如
何
な
る
_
係
ド
於
..て
も
、
或
る
實
在
^
し
_て
現
は
れ
ず
し
：て
、
'
:全
：ぐ
實
在
面0

 ̂

r

x
て
、
命
題
及
び
規
範
S
し
て
の
法
律
ど
*
力v

し
.て
の
，法
律
^
^ ̂

の
無
差
別
の
領
域
^
存
す
る
® 

念
で
あ
る
i
云
ふ
？

^
な
る
：。
從
0
て
>
若

し

吾

人

：が

槪

念

を

：
ー
：
つ

の

系

列

が

^
他
の
，系
列
へ
卜
即
ち
權
カ
を
法 

律
學
的
觀
察
法
に
移
ず
な
ら
ば
、
方
法
論
.上
の
限
界
を
踏
み
課
る
之
ビ
に
な
る
。
：.法
律
學
的
意
：味
^
於〗

け
.る
法
律
は 

決
し
て『

權
カ
槪
念』(

M
l
b
e
g
l
.
i
f
G
_
p
l
o
w
i
c
z
〕

で
も
な
け
れ
ば
、『

社
會
カ』

cssialer F
o
k
t
o
l
l
M
e
r
t
e
i
〕

で 

も
な
く
、
,=
1
1
.
意
欲
0
表
現』

(

>

|1
-

|
0 .
0
5 wo

l
l
e
n
s
l
T
h
o
n
)

で
も
な
け
れ
：ば
、『

强
制
規
制
.

』
(

N
w
a
l
^

 

Jhlring )

で
も
な
ベ『

結
合
意
欲』

cverbinden

a.es •wollen

丨s
t
l
m
l
e
r
)

で
も
な
け
れ
ば
、『

平

和

秩
序』

(pl-ie, 

<

5§
0

&

|丨
0
以|

)

で
も
な
い
0
之
^
反
し
て
、
法
律
は
他
の
心
理
學
的
、
社
會
學
的
觀
察
方
法
に
於
て
は『

權 

力』

即
ち『

實
在』

ど
な
る
？
ミ
云
ふ
の
は
、
''
後
者
は
法
律
規
範
?:
其

0
人
間
^
對
す
る
適
用
、.
.其
の
心
理
的
經
驗
、

其
®

現
實
的
作
用
K

於
て
、
約
言
せ
ば
、
法
律
規
範
の
全
.現
實
化
の
經
過
S

I

究
す
る
t

l

る
：。
然
し〜

 

V:

め
法
律
0
認

識

方

：法

.は

常

比

例

外

攻

ズ

法

律

規

範

の

形

式

的

、.

_歡
學

的

研
f
ぞ

前

提

ミ

す

る
；
。
'
ぐ
^

方

海

は

龀

會

學

的

、
.心

理

學

的

.方

法

か

ら

：開

放

せ

&

‘る

依

っ

て

、

法

#:
規

範

9

獨
か1

の

科

學

れ

ん

地

「

#

代 

高
め
ら
る
、
の
で
あ
る
。

 

.

斯
く
の
如
く
、
ィ
ル
ジ
ン
は
法
律
の
研
究

^

は
多
ぐ
の
方
法
が
存
し
、
孰
れ
も
法
律
の
.獨
自
の
方
面
を
研
究
す
る 

も
の
で
あ
っ
て
、
他
を
排
斥
し
得
ず
し
て
、
方
法
論
上
の
無
差
別
の
原
理
が
存
し
、
法
律
を
純
法
律
學
的
方
法
は
於 

て
觀
察
す
る
時
は
規
範
科
學

V
J

な
A

、
他
の
心
理
學
的
、
社
會
學
的
方
法
を
用
ふ
る
時
は
存
在
科
學

S

な

飾

者
 

は
後
者
の
前
提
? :

な
す
も
の
な
々
ど
說
く
の
で
あ
る
。

：
 

“

ィ
火
ジ
ン
R
依
っ
て
要
求
^
れ
た
純
規
範
的
方
法
は
ハ
ンA

.
々

,
’

-li
x

 

(
H
a
n
s
K
e
l
s
e
n
)

^
依
っ
て
極
點
 ̂

達
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
此
の
方
法
原
理
を
其
の
包
括
的
な
著
書『

國
法
學
の
主
要
問
題』

C
H
a
u
p
t
p
r
o
b
l
e
m
e

 .aer 

Staatsrechtslehre 

entwickelt 

aus, d
e
r 

L
e
h
r
e

 

v
o
m

 

R
e
c
h
t
s
s
a
t
z
e
)^

於
て
發
展
s
せ

て

居

る

。

此

の

著

書

?:
-
ば 

エ
ヮ
ゲ
ド
s

g
Q:
}
はr

論
理
の
力
ど
、
論
理
的
嚴
密
ョ
ど
を
持
っ
て
遂
行
^
れ
た
、
先
驗
主
義
を
法
律
哲
學
^
移 

入
せ
んVJ

す
る
企
で
あ
る』

g
.

ど
評
し
て
居
る
。
此
の
書
^
於
て
は
國
法
化
關
す
る
諸
問
題
は
附
隨
的
の
、_

單
R
例 

を
示
す
意
味
し
か
持
た
：ぬ
の
で
あ
る
。
此
處
に
於
け
る
主
眼
®
は
法
律
哲
峯
上
の
知
識
、
即

ち『

法
律
學
の
小
宇
宙 

e
普
遍
的
哲
學
體
系
の
大
宇
宙
^
の
間
に
存
^

關̂
係
を
發
見
せ
ん
S
ず
る』

：

g

方
海
論
的
研
究
^
あ
る
の
で
あ
る
。
 

故
に
ヶ
ル
ゼ
ン
は
舰
^
述
べ
た
存
在
^
當
爲
ビ
の
先
驗
的
ニ
元
論
の
某
礎
に
立
っ
方
法
原
现
を
法
律
學
の
全
領
域
ド 

徹
底
的
に
實
施
せ
ん
^
試
み
た
の
で
あ
る
°
故
^
彼
^
取
っ
て
は
、)

純
規
範
的
な
法
# :
學
的
方
法
<
心
理
學
的
或
は 

社
會
學
的
\
非
法
律
學
的
方
法
？
の
間
^
は
常
^
嚴
密
な
る
區
别
が
存
す
る
。
然
じ
乍
ら
、
後
の
方
法
ぼ
當
爲
の
純 

規
範
的
*
成
を
前
提
ど
す
る
。
當
爲
は
本
原
的
範
疇
で
あ
ク
、
へ
窮
極
の
根
本
的
意
識
樣
式
で
あ
る
o
當
爲
は
決
し
て

第

二

十

四

卷

7,
ー
一
三)

熒
働
法
の
砥
究
方
法 

筋
艽
號 

三
五



笫

ニ

十

四

卷

(

七
ニ
四〕

勞
働
法

o
研
究
方
法
. 

第
五
號 

三
六

存
狃
の
.世
界
か
ら
導
&
出
3
れ
得
な

い

.
？

當
爲
は
.又
意
欲
ど
論
理
上
混
同
す
可
き
で
は
.な
い
。
行
爲
<
同
樣
に
意
欲 

ば
唯
t
事
實
的
經
過
で
あ
ぅ
、
心
理
學
的
事
實
で
あ
ぅ
‘、
且
つ
.
.單
な
^
形
式
た
る
當
爲
の
.可
能
な
る
內
容
た
る
^
過 

U

 

o 

-何
ご
な
'れ
.ば
當
爲
が
指
導
す
る
.心
理
的
意
志
活
®
ビ
當
爲
ァ
C
の
も
の
^
ば
全
く
.同
一
：
で
は
：な
い
か
ら
で
あ
る
。 

■
,

規
範
の
み
が
純
論
理
的
^
適
應
し
た
當
爲
の
.表
現
形
式
で
あ
る
。
規
範
は
規
範
が
夫
か
ら
.生
ず
る
主
觀
的
意
志 

や
、.其
の
規
範
が
向
け
ら
る
、
可
能
な
る
人
々
や
、
規
範
か
ら
生
ず
る
實
際
の
結
果
等
に
は
無
關
係
で
あ
る
。
規
範 

の
當
爲
的
性
質
は
夫
が
事
實
上
遵
奉
3
れ
る
ミ
云
ふ
こ
ど
>
は
獨
立
し
て
居
々
、，
規
範
の
特
殊
な
當
爲
妥
當
性
に
取 

つ
て
は
、其
の
規
範
の
目
的
が
實
現
さ
れ
る
S

K
ふ
ミ
^
は
問
題
：で
は
な
s

o何
ん
^
な
れ
ば
、規
範
は
■夫
が
實
現
せ 

ら
れ
ざ
る
時
^
雖
も『

妥
當
す
る』
が
ら
で
あ
る
。
更
^『

遵
奉
^
れ
'る』

;̂
云
ふ
乙
ど
ど『

遵
泰
3
:る
可
§
で
あ
る』

ど 

云
ふ
こV

J
、

は
論
理
上
嚴
密
R
區
別
す
可
き
で
あ
る
。
規
範
は
其
の
命
令
^
從
は
ざ
る
者
^
對
し
て
も
亦
：『

妥
當
す 

る』

。然
し
規
範
に
違
反
す
る
こ
>

」

は
規
範
の
妥
當
其
も
の
、
例
外
で
は
な
く
、
寧
ろ
事
實
的
作
用
た
る
規
制
の
例
外 

で
あ
る
。
斯
く
導
び
か
れ
た
論
理
上
の
區
別
は
法
律
規
範
の
觀
察
^
取
0
て
特
^
重
要
で
あ
3
、
必
要
な
も
の
で
あ 

る
。
ど
云
ふ
の
は
慣
習
法
が
重
き
を
な
し
て
居
つ
た
間
は
、
總
て
の
法
律
規
範
の
領
域
^
於
て
、
全
く
規
範
的
歡
錄 

方
法
ど
事
實
的
觀
察
方
法
ど
が
混
同
3
れ
て
居
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
唯

1.
自
律
的
道
德
の
場
合
^
の
み
斯
る
同
一
視 

は
今
H
猶
ほ
許
3
る
可
き
で
あ
る
。
何
，̂
な
れ
ば
、
此
の
場
合
^
は
規
範
?:
設
定
す
る
權
威
ヾ」

規
範
^
從
ふ
主
觀 

s
'が
同
一
で
あ
る
結
果
、
當
爲
ど
意
欲
^
が
一
致
す
る
か
ら
で
あ
.る
。r

般
的
に
觀
察
す
る
な
ら
ぱ
、'

:

憤
習
法
は
之 

.ビ
類
似
の
規
範
を
與
ふ
る
も
の
で
あ
る
、VJ

云
ふ
の
は

夫
.は
.

.

事
實
全
體
に
：依CV

て

行

は

れ
る
こy
j
t

規
範
S

し

て

與 

，ふ

る

が

故
.で

も

f
。
，
之
.於

應

.じ

て

，事

實

：法

律

學1C
.
'
:於

て

も

、

規

範

的

觀

察

方

；̂

は

全

く

現

は

れ

ず

し

て

、

歷

史

的

ガ

,

法

がT.

へ
殷
k
.行
は

れ

；れ

。-而
し

t
. 

' 

,

f
t
k
f
e 

 ̂
 ̂

3
.
石
,こ
ビ

七

依
ク 

て

#

ぜ

ら

れ

名

V

共

に

、

初

め

て

當

爲

ミ

事

實

上

の

態

度

、

即

ち

規

範

を

.設

定

す

る

主

體

VJ,

規

範

K
從

ス

主

體

V 」

の
.

間
の1

一
元
論
が
明
ら
か̂
3
れ
、
法
雜
規
範
の
：他
律
的
性
質
が
明
か
に
な
つ
た
。
從
つ
て
形
式
上
最
早
看
過
し
雛
き 

對
立
が
法
律
的
當
爲
<
存
在
ど
の
間
^
存
し
、
：夫
故
法
律
規
範
の
內
容
は
最
早
事
實
上
行
は
る
、
乙
ど
の
柚
象
^
依 

つ
て
確
定
ネ
れ
ず
し
て
：？
事
實
的
法
律
發
展
か
ち
形
式
上
全
く
獨
立
.

.
Q

法
律
劍
定
行
爲
に
侬
つ
て
明
瞭
に
確
定
せ
ら 

る
、
の
で
あ
る
。
.夫
故
法
律
の
歴
史
的
認
識VJ

其
のg

論
的
觀
察
ど
の
間
^
は
'今
や
原
现
上
の
相
違
が
_あ
る
ば
か
6
.
 

で
は
な
く
、
又
夫
が
必
要
で
も
あ
れ
ば
、
方
法
論
上
缺
く
可
ら
ざ
る
も
の
で
も
あ
る
。g

此
の
法
律
觀
察
の
規
範
的 

領
域
^
歷
史
的
祉
會
學
的
、
又
心
理
學
的
槪
念
構
成
を
移
入
す
る
な
ら
ば
、夫
は
恐
る
可
き
槪
念
の
混
亂
k
墮
入
る
。
 

何
ん
ビ
な
れ
ば
、
上
^
述
べ
た
非
法
律
學
的
認
識
系
列
を
共
^
猓
用
す
る
法
律
學
は一

般
R
法
律
學
た
る
乙
V

I放 

棄
す
る
も
の
で
あ
{
、
高
パ
、
法
律
、
ょ
ぅ
疋
確̂沄
へ
ば
法
律
生
活
の
歷
史
、
社
會
學
或
は
心
理
學
た
る
で
あ
ら
ぅ
。

.，斯
く
の
如
く
、
ヶ
ル
ゼ
ン
.は
規
範
一
般
が
事
實
的
過
程
の
如
何
に
拘
ら
ず
客
觀
的
妥
當
性
を
保
持
し
、
後
者
^
對
.
 

し
て
.他
律
的
^
命
令
す
る
如
く
'
法
律
規
範
も
法
律
の
事
實
的
過
程
の
如
何
^
拘
ら
ず
、
客
觀
的
妥
當
性
を
保
持
し
、
 

後
者
に
對
し
て
.他
律
的
に
命
令
す
る
も
の
な
る
が
故
^
、
純
规
範
的
な
、
所
謂
法
律
學
的
方
法
に
依
つ
て
硏
究
す
可 

ィ
、
之
を
以
つ
て
现
論
法
學
本
來
の
'課
題
^
し
て
居
る
。

g

斯
く
形
式
的
規
範
的
觀
察
方
法
を
可
能
な
ら
し
む
る
根 

據
は
法
律
規
箣
の
.他
律
的
性
質
^
存
す
る
、
ど
云
ふ
の
.は
法
律
は
最
早
法
律
遵
奉
者
■の
行
爲
で
は
な
く
、
寧
ろ
統一 

的
法
律
意
志
の
支
持
者
は
法
的
人
格
た
る
國
家
で
あ
み
、法
規
を
制
定
し
、遂
行
せ
ん
ミ
す
る
も
の
は
其
の
權
威
で
あ 

つ
て
、
.個
人
の
規
範
的
良
心
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
且
つ
全
く
國
家
が
法
律
.の
唯
.

一

の
支
持
者vj

し
て
觀
察
^
れ

笫n

十
叫
卷
パ(

七u

五〕

M力
®
法
の
研
究
方
法
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三
八

る
が
故
奴
、.
又

法

律

の

：妥

當

は

_純

形

式

的

性

質

の

も

の

で

あ

る

。

此
；の
場
合
法
«
が

-*
«

上
。

『

遵
奉
3
れ
る
z VJ 』 

我

' f
遵
奉
^
る
可
&
で
あ
る
t
lf
'
l
wの
.間
の
論
规
上
の
對
立
は
明
瞭
R
現

は

れ

：
る
.
'
。

ン 

，
然
し
乍
ら
、
，
斯
く
形
式
的
法
律
學
的
方
法
は

.國
家
を
法
律
の
支
持
者
€
し
て
觀
察
す
る
ど
雖
も
ノ
夫
に
依
つ
て
事 

實
國
家
が
法
律
.の
創
造
者
な
4
ど
云
は
ん
ど
す
ふ
の
で
は
なS, 。

事
實
R
.於
，て
は
寧
ろ
法
律
は
國
民
、

.

公
共
團
體
の
‘
 

內
部
に
於
\し
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
法
律
の
生
成
變
化
は
：社
會
的
觀
察
方
法
の
對
象
で
あ
る
。
然
し
、
明
か
に 

取
ぅ
殘
3
れ
た
問
題
は
客
觀
的
法
律
の
法
律
學
的
構
成
の
間
題
で
あ
る
。
'從
つ
て
ヶ
ダ
，セ
：

V

は
法
規
，の
客
觀
的
現
象 

形
態
の
法
#
學
的
分
析
に
到
達
し
だ
。

：

；

'

、

，
;

:

形
式
的
法
律
學
的
^
觀
察
す
る
な
ら
ば
、
法
規V 」

は
何
か
。
其
の
答
は『

國
家
意
志』

で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
此
の 

場
合
何
等
心
现
學
的
意
志
槪
念
が
考
へ
ら
れ
：る
の
で
は
な
く
、
法
律
學
k
於
：て
は
斯
る
槪
念
は一般
R
無
用
で
あ
る
0
 

心
理
學
^
於
け
る
意
志
は
目
的
の
觀
念
.ド
-結
附
い
た
努
カ
を
表
す
が
故
^-

、
夫
.は
常
に
存
在
、
即
ち
事
實
上
の
心
理 

的
體
驗
を
表
は
す
。
然
し
乍
ら
、
法
律
學
は
意
志
?:
全
然
精
神
生
活
の
事
實
ビ
し
て
觀
察
し
な
い
。
法
律
學
は
內
的 

に
精
神
的
^
行
は
れ
る
意
志
過
程
を
取
扱
は
な
い
。
夫
が
課
題
は
主
體
.ど
外
界
の
«
實
ど
の
特
殊
な
結
合
を
確
定
せ 

ん
S
す
る
純
然
た
る
當
爲
で
あ
る
。
吾
人
に
し
て
私
法
に
於
け
る
意
志
を
取
つ
て
考
べ
て
見
る
な
ら
ば
、
其
の
場
合 

內
的
心
现
的
意
志
が
問
題
で
な
い
こ
ど
は
、
先
づ
.第
'一
^
.：

(
事
實
上
、
心
理
的
に
躭
^
存
す
る〕

意
志
を
表
示
せ
ざ 

る
は(

ネ
5
€
3
3
±
0*
日
3

^

1

6法
律
上
無
效
な
る
乙
(£
:
が
證
明
し
て
居
る
。
§

.

•
斯
く
法
律
的
意
志
は
決
し
て
現
實
：の
心
理
的
事
實
で
も
な
ぐ
、.
內
的
過
程
.

で
も
な
く
、
寧
.

ろ
特
殊
な
法
律
學
的
M

 

惟

構

成

.で

あ

：る

：
。
：' 
刑

法

代

&
ク

そ

戈

同

棒

で

あ

：

.る

；？
一

 
過
失
の
ヾ
罪
の
：#
式

®

決

ぢ

て

心

瑰
 

て
.は

構

成

.

.

さ

れ

得

な

^S,

巧：

此

の

場

.合

、
：
其

め

：結

：果

ば
.意

欲

S

れ

允

、の

免

.名
：S
.讨

れ

豫

知

"3

办

：れ
。:0
:ヤ

洮

衣)

^

。
：
；
：然

ス

代

も
 

拘
&

ず
、出
の
‘

際
罪
が
課
せ
ら
れ
：て
居
る
。.V
何
故
で

あ
ら
ぅ
か

。

其

の

理

由

は

此

：
の

際

、
其

の

.結

果

は

豫

知

さ

れ

1:

居
’
 

る
♦

シ
で
あ
々
、
又
避
け
ら
る
！
^

V

で
あ

.

る

か

：ら

で

あ

る

。

.

夫
：故

、

過

失

，は

其

の

.

罰

し

得

る

結

果

：ビ

何

等

か

の

關

係 

あ

る

.心®

:的
事
實
を
含
ん
で
は
居
な
い
。
ど

1
K

H

の
は
過
失
■

の
.

罪
の
形
式
は
全
く
法
律
的
性
質
で
あ
々
、
規
範
的
當 

ハ

爲

觀

察

に

依

っ

V

の
み
明
か
^
さ
れ
得
る
か
ら
ヤ
あ

る。I
.

'
'法
律
上
の
罪
の
槪
念
は
意
思
の
內
に
も
、
故
意
、
利
害
の
缺
除
の
內
R
も
見
.出
さ
れ
な
^

否
な一
般
に
何
等
心 

麵
學
的
實
體
の
內
に
は
見
出
さ
れ
攻
.

S

 

•の
で
あ
■る
o 
€

S
ふ
-^
は
，或
る
者
が
或
る
事
这
罪
が
ある』

^

沄
ふ
の
は
、
 

ノ
彼
‘か
或
る
事
を
意
欲
し
た
ぅ
、知

り
. ：：

て

居

つ

た

が

：
故

で

'は

な

く

,

寧
ろ
彼
が
此
の
.或
る
事
を
.爲
す
可
さ
で
は
な
く
、
 

，
或

は

阻

止

す

可
h
で
あ
.つ
た
か
ら
で
あ
る
。：

何v

な
れ
.ば
、
P
は
人
.間
の
心
理
的
双
_
を
茇
CA
表
は
す
の
で
は
な
く
、
 

寧
ろ
.：全
く
規
範
違
皮
、
即
ち
規
範
主
®
ビ
規
範
客
體
ど
の
間
に
生
：ず
る一：：

定e

關
係
?:
確
定
す
る
^
外
な
ら
&
の
で 

あ

る

、

：：|

法
律
上
の
»
の
，槪

念

は

唯!«
規
範
的
：槪
念
せ
し
セ
の
：み
觀
察
5
れ
5
の
で
あ
る
。
斯
く
し
吾
人
は
意
志 

‘：，：槪
念
の

：

法
律
的
構
成
に
到
達
す
る
の
で
あ
っ
て
，、
夫
は
特
殊
な

_

0

:竭
程
.;
>
.
»
^
法
_
規
範
に
某
附
い
て
生
ず
る 

,

主
體
ど
外
的
事
實
ビ
の
：間
の
結
合
の
：過
程
を
意
味
1*
る
^
外
な
ら
ぬ
。；

此
の
揚
合
、
斯
る
結
合
は
因
果
的
で
も
な
：け 

ノ
れ
ぱ
、
S
的
論
的
で
も
な
く
、
；寧
ろ
純
規
範
的
意
味

^
取
る
：可
§:で
あ
る
"
：然
し
親
範
主
體
は
愉
理
的
、
法
律
的
統 

.
,
1
、で
.あ
名
.か
ら
し
.て

、
，
法

律

的

『

意

志』

'は
.
'

『

人
間
'
0心
.の
两

：
で.思
«

3
れ
た
、：

歸
責
の
目
標V

し

，て
：
の
：
役

目

を

な

す
 

«
成』

i'm Innern 

d
e-wMenschen gedacMe, 

als.  Endpunkt der 

Zurechnung fun

gfq-Jerende Konstr uk- 

'
.
t
o
a

)

‘，l

な
办
ミ
名
附
け
得
る
。
或
は
文
1£
確
^
沄
ふ
な
ら
.ぱ
、
法
律
的『

意
志』

は

『

歸
責
目
標
の
限
定』
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は
外 

4斯
く
の
如
ぐ
し
て
、
：ヶ
グ
ゼ
ン
は
法
#
的
意
：志
概
念
を
分.析
.し
た
：後
、：
更
^
次
の
問
題
化
立
歸
つ
て

居

る

、
I

 

客
«
的
法
律
0
唯
么
の
支
持
者
：/2
る
_
家
秦
志
は
；法
律̂
如
俩
^
構

成

ォ

可

さ

か

；
？

'國
象
意
志
は
.今
日
猶
ほ
法
律
學 

上

屢
*

現

實

：
の

墓

ミ

し

，
て

取

扱

は

れ

孓

居

る

.。
："成
程
心
现
學
.は
總
意
の
：現
實
的
可
能
性
そ
決
定
的
^
否
定
す
る
ど 

は
善
へ
へ
然
じ
之̂
反
し
て
、民
族
心
理
.學
樣
斯
る
現
實
的
存
在
の
事
實
も
肯
定
す
名
。
'民
族
心
理
學
は
事
實
的
精
神 

相
互
作
用
&
依

：つ

ゼ

：
或

る
«
實
的
精
神
紐
.帶
の
存
す
：る
限
.々
#
赛

る

所

'の
精
神
的
共
同
態
の
事

實

に

出

發

す

る

。 

此
め
事
實
的
精
神
紐
帶
は
民
族
心
现
學
的
、
，«:
會

學

的

統

：一

で

あ

つ

/て
、

之
^
反
じ
て
國
家
ば
法
律
的
共
同
德
で
あ 

か
？
個
人
の
：精
刺
的
關
係
を
本
質
的
の
：前
提

V

し
な
.い
。
ビ
云
.ふ

.0
ば
、
國
家
.は
法
的
人
格
で
あ
々
、
法
的
統
一
で 

あ
づ
.て
、
從
つV

民
族
心
理
學
的
、
.乃
：至
社
會
學
的
實
體..ど
混
同
す
る
譯
R
は
ゆ
か
，

g

か
ら
で
あ
る
。
國
家
有
機
體 

說
の
主
張
す
る
如
く、/

果
し
て
_
家

：意

志

は

國

民

意

志

，
で

ぁ

る

か

o
斯
る
V

王
張
は
法
律
經
驗
の
事
實
^
矛
盾
す
る
0
 

何H

な
.れ
ば
精
刺
共
同
態
た
る
膝
民
意
志
は
遙
.か
に

國

寧

の

.：
限

界

-5
:
-越
ゆ
.る
か
ら
で
あ
る
。
社
會
學
的
^
«
察
す 

る

な
..
ら

ば

、

國
民
意
志
は
多
數
の
精
神
的
共
同
態
妃
分
離
し
て
居
る
が
、
.之
ド
反
じ
て
.國
家
意
志
は
M >
一
 
か
意
志
で 

あ
'る
：。
*
竟
、
何
人
も
®:
制
患
主
の
意
志
が
國
民
意
志
.ど
同
一
な
々
ど
は
主
張
し
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
或
は
恐
ら
く
國 

家
非
有
機
體
說
が
主
張
す
る
如
く
、
國
家
意
志
は
國
家
1機
麵
た
る
個
人
の
意
志
で
あ
ら
ぅ
'か
。
斯
る
同
一
視
も
亦
失 

敗
で
あ
る
、
ど
云
ふ
の
.は
菩
人
は
決
し
て
國
家
.機
關
た
る
夫
々
異
な
る
個
人
意
志
か
ら
、
何
等
か
の
方
法
^
據
つ
て 

統
ニ
：的
國
家
意
志
を
構
成
す
る
乙
ど
は
出
來
な'

S

か
.ら
で
あ
る
。

;

國

家

.有

機

體

說

も

：
、
，
非

有

:*
瞪

K

:i
興

R
同
で
^̂
^̂
^̂
^̂
^̂ 

の

で

あ

？
て
.、
.兩

者

共
k

晴

家

意

.
志

の
&
律
的
統
：

T

を
：耻
會
學
的
實
體

〜

-同
ンF

視
.す
■'る
が
&
そ
あ
を
フ
國
家̂
嚴
志」

の
'槪
念
は
法
律
的
意
志

V

般
の
槪
念
，
 

即
ち
：

『

法
律
上
•の
歸
責
目
.標』

VJ

し
て
以
外
に
は
#
等
構
成
し
や
：ぅ‘か
な
5
。
：
/

志
活
動
は
眾
に
法
律
的
歸
責
の
通
過
點
た
る
に
過
ぬ
。
國
家
機
關
の
國
家
行
爲
R
依
つ
て
行
は
る
、
歸
責
系
列
は
是 

等
國
家
機
關
の
外
部
に
共
通
^
存
す
る
目
標
、
即
ち
國
象
意
志
^
統
一
彥

 

>の
.で
あ
'る
。
夫
故
、
國
家
意
志
の
法 

律
的
構
成
は『

國
家
行
爲
た
.る
資
格
を
與
へ
ら
れ
た
國
家
機
關
の
活
動
に
對
す
る
歸
責
目
標
の
限
定
1(die 

L
o
k
a

 

l
ivl
l
e
r
c
n

fq
d
e
s
- 

zurecllnungsend

-ounldles 

fc:
r die 

als 

staatsllandlung-en.qualifizferte TatlQKeit den staa

T- 

s
o
r
g
a
n
e
)

を
意
味
す
る
に
外
な
ら
ぬ
。

.
結
局
國
家
は
法
的
人
格
、
即
ち
'權
利
義
務
の
主
體V 」

し
て
現
は
れ
る
。
權
利
主
體
S
し
て
の
國
家
は
他
の
權
利
主 

體
の
上
位
^
立
つ
も
の
で
は
な
：く
、
寧
ろ
必
然
的
に
同
位
に
置
か
れ
る
。
從
つ
て
國
家
の
他
の
權
利
主
體
R

對
す
る 

支
配
關
係
、

命

令

關
係
に
就
，

S.

て
語
る
の
は
：無
意
義
で.あ
る
。
ど
云
ふ
の
ぱ
總V

の
上
下
秩

序

、

支
配
關
係

、

權
ヵ 

關
係
は
純
然
た
.る
.事
實
上
の
狀
態
で
あ
ぅ
、
從
つ
て
法
律
上
は
不
可
量
物
で
あ
る
。
k

云
ふ
の
は
法
律
は
義
務
者V 」 

權
利
者
:̂
の
關
係
以
外
^
何
等
他
の
關
係
を
知
ら
ぬ
か
：ら
で
あ
る
。
.

、然
ら
ば
如
何
^
し
て
國
家
ば
他
の
權
利
主
體
か
ら
區
別
^
れ
る
0
.で
あ
ら
ぅ
か
：。
形
式
的
、
法
律
的
に
觀
察
す
る 

な

ら

ば

、

唯

-

他
の
權
利
主
體
が
違
法
行
爲
を
な
し
得
る
K
、

他
方
國
申
k

於
；て
ば
斯
石
行
爲
は
.全
く
排
除
さ

れ

て 

居
.る
ど
云

ふ
Z

ど

^
依
つ
て
の
み
區
別
さ
る

、

の
で
あ
る
？
何
.ぐ

j

な
れ
ば
、
吾
人
は
.其
の
意
志
が
.法
律
た
る
國
家
が 

何
等
か
の
.場
合
法
律
即
ち
自
己
の
意
志
に
反
し
て
行
爲
し
得
る
^
は
認
め
雛
い
か
.ら
で
あ
.る
。
國
家
の
意
志
は
統
一
'
 

的
意
志
で
ぁ
々
、
國
家
の
.法
的
人
格
性
は
此
の
統
一
的
意
-志
^
基
附S

て
居
る
。
.
.且
つ
吾
人
^
し
て
違
法
的
國
家
意
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叫
.ニ

志
を
認
め
ん
ど
す
る
な
ら
ば
、：
■又
必
づ
や
國
家
人
格
.の
.統
：

1
.W

矛

盾

す

る

一

一

つ

k
分
離
し
た
意
志
?:
前
提VJ

し
な
け 

れ
ば
な
ら
ぬ
替
で
あ
ら
ぅ
。
從
つ
て
國
家
の
違
法
に
就
い
て
語
る
乙
^
は
全
く 

.不
可
能
で
あ
る
。
國
家
意
志
は
客 

觀
的
法
律
で
あ
斯
る
が
故S

何
事
を
も
違
法
的
k
且
つ
法
律
^
對
し
て
無
關
心R
意
欲
し
得
な
い
°
唯

*
他
の 

權
利
主
體
の
み
が
可
能
.な
る
法
律
違
反
者
^
し
て
®
察
さ
れ
得
る

。
國
家
意
志
は
斯
る
主
體
R
對
す
る
關
係
k
於
て 

は
、
違
法
^
對
す
る
反
作
用
ど
し
て
，
即
ち『

刑
罰
竝
^
執
行
意
志
ミ
し
て』

(

3
;
1
5 

der 

W
i
U
e

 

s
r 

Strafe und 

E
x
e
k
u
t
i
o
n
H

現
は
れ
る
。

ふ
の
は
、
法
律
違
反
は
正
に
國
家
意
.志
の
干
渉
、
即
ち
本
來
の
法
律
規
範
適
用
の 

條
件
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
'。
'且

0
、

國
家
意
志
は
國
家
的
刑
罰
及
び
執
行
意
志
^
外
な
ら
ざ
る
が
故
^
、
國
家
.意
志 

を
以
.
.つ.て
國
家
の
事
實
的
行
爲
な
ぅ
(£
は
.考
へ
ら
れ
ぬ
。
國
家
の
_
實
的
行
爲
は
國
家
の
當
爲
、
.即
ち
法
律
義
務VJ 

は
屢
*1

致
し
得S

か
ら
で
あ
る
。
法
律
的
構
成
は
唯
ダ
雜
法
事
實
を
法
律
^
從
は
し
め
る
乙
ど
、
從
.つ
て
刑
を
課 

し
、
埶
行
せ
ん
^
す
る
國
家
意
志
を
指
摘
す
る
^
過
ぬ
。

以
上
が
法
律
學
の
純
規
範
的
方
法
の
槪
樣
で
あ
る
が
、
我
々
は
今
や
筆
を
斯
る
方
法
の
批
判
^
向
け
な
け
れ
ば
な 

ら3
。

然
し
乍
ら
、
純
規
範
的
方
法
の
全
般
^
亙
る
詳
鈿
な
る
批
判
は
此
の
小
論
文
の
範
圍
內
^
於
て
は
な
し
雛
さ 

が
故
^
、
主

^
し
て
純
規
範
的
方
法
の
完
成
者
た
る
ヶ
ル
、ゼ
：ン
^
批
判
の
，メ
ス
を
加
へ
や
ぅ
。
然
し
最
初
か
ら
コ
ル 

シ
フ

ヱ

ル

ト

(

w

s

等
の
如
き
社
會
學
的
法
律
學
考
の
見
地
^
立
つ
て
超
絕
的
批
判
を
下
す
乙
ど
は
無
意
義 

で
あ
る
、•き
云
•ふ
の
は
斯
る
批
判
ば
：ヶ
^
ゼ
ン
其
人
^
ぱ
當
填
ら
ぬ
か
.ら
で
あ
る
。
'即
ち
、ヶ
ル
ゼ
シ
ヒ
コ
ル
：
ン
.
フ

ェ

ル
ト

'

等
の
：社
會
學

.

的
法
律
學
者
等

^

依
0

で
提
出
さ
れ
：た̂

識

系

列

：ド
，
ぱ

全

く

「

反

對

の

方

向^

:

動

：ぃ

そ^

は

異

+り

た

出

發

點

..か

シ

此

贽

r

-.-
-

:
f

j

;̂
ン

フ
ユ
ル
：ト

等
.の

出

發

點

ば
.

ヶ

ル

ゼ >

 
迖

興

：：0
て

法

律

‘規

範

の

事

實

的

：妥

#

:1
r
あ

.
*
、̂v
:-;
t
f
c
c
の
：̂

法

：は

經

驗

的

說

明

的

方

：法

で

あ

$

、

:'
'::其

の

所

產

は
 

社
會
關
係
の
經
駿
的
規
制
の
體
系
で
あ
名
プ
故
^
我
タ
は
最
初
^
は
斯
る
批
判
的
立
揚
を
採
ら
ず
し
て
、
ゥ
ー
ー
リ 

コ
ゥ
ス
キ
ィ(Wielikowsko g

ビ
共
^
規
範
的
觀
察
方
法
の
立
揚
^
立
っ
ャ
ノ
此
の
見
地
ょ
み
ヶ
,

ゼ

ン
の
法
律 

理
論
の
正
.否
を
硏
討
し
や
う
。
即
ち
內
的
批
判
を
試
み
や
う
。

，

先
づ
規
範VJ

し
て
の
み
現
は
る
、
純
粹
常
爲
の
範
疇
が
存
す
ビ
假
定
し
や
う
。
然
し
夫
か
ら
し
て
.必
づ
し
も
個 

々
の
規
範
領
域
が
純
粹
當
爲
.の

性

質?:
保

持

し

て

居

る

喾

だ

ヾ

」

は
云
へ
ぬ
。
夫

々
の
種
類
の
規
範
は
最
早
純
粹
常
爲 

理
念
に
適
應
し
な
い

。

純
粹
當
爲
理
念
を
特
殊
化
す
る
要
素
は
專
ら

『

存
在』

：
か
ら
し
て
の
.み
導
き
出
^

れ
得
る

。 

何
ど
な
れ
ば
、
偷
现
を
論
迦
か
ら
、
法
律
を
倫
理
か
ら
、
偷
理
を
美
學
か
ら
區
別
す
る
も
の
は
最
早
純
粹
常
爲
の
領 

域
^
は
存
せ
ず
し
て
、
寧
ろ『

存
在』

の
要
素
か
ら
導
き
出
5
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
純
粹
當
爲
が
論
理
、
偷
理
、
 

.美
學
、.法
律
^
特
殊
化
す
る
の
は
、人
間
の
甩
惟
、人
間
の
行
爲
、人
間
の
美
的
威
覺
、人
間
の
社
會
關
係
€
云
ふ
存
在 

ど
夫
.々
結
び
附
い
て
こ
^

行
は
れ
^.

の
で
あ
る
。
新
力

ン
ト
派
の
ナ
ト
ダ
ブ
で
^
へ
次
の
如
く
一
友
っ
て
居
る
。

『

或
る 

當
爲
の
賓
辭
の
杓
^
は
總
，て
旣
に
不
可
避
的
に
或
る
存
在
が
含
ま
れ
て
居
る
の
，：で
あ
っ
て
、

BI
R
詳
し
く
云
へ
ば
三 

樣
に
含
ま
れ
て
届
る
の
で
あ
る
。
第
ー
^
、
或
る
當
爲
は
唯
；
或
る
存
在
か
ら
.し
て
の
み
云
は
れ
る
の
で
あ
り
て
、
，
 

布
る
事
柄
に
就
^
は
夫
は
^

5
あ
る
可
き
で
あ
る
ビ

か
、
3

5
あ
る
可
さ
で
は
な
か
っ
たV 」

か
判
斷
3
れ
、
又
な
い 

事
柄
^
就
て
は
^
う
あ
る
可
&
で
あ
う
、
S
う
あ
る
可
き
で
は
な
か
っ
たw

判
斷
す
る
。
第
二
：に
、
當
爲
そ
の
も
の 

は
存
在
或
は
非
存
在
の
要
求
で
あ
っ
て
”
夬
故
然
る
限
6
.
:
夫
自
體
理
解
^
れ
得
る
が
爲
に
は
、
.存
在
の
意
味
?:
旣
k 

理
解
3
れ
た
も
の
^
し
て
前
提
す
る
。
第
三
^
又
、
夫
は
さ
う
あ
る
可
き
で
あ
6
或
は
3
う
あ
る
可
刍
で
ば
な
い
ど
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^
ふ
こ
ビ
は
存
在
す
る
：或
-:
5

も

の
(£
:
し
て
判
斷
^
れ
る
の
で
あ
る』

紗

ど

:-
°

旣
に
グ
グ
ゼ
ン
が
な
し

た

自
雜
的
規
範 

^
他
意
的
规
範
- 0
區
別
は
最
早
純
規
範
的
觀
察
方
法
^

$附
.い
て
は
行
は
れ
な
'

S

。
何
ん
ど
な
れ
ば
、
純
混
範
傲
方 

法
は
專
;:
&
純
粹
當
爲
の
み
紀
就
て
語
{
、誰
か
ら
其
め
規
範
が
生
.ず
る
.か
の
，問
遛
を
全
然
度
外
視
す
る
ー
か
.ら
.で
あ
る
。
 

然
し
乍
.

勿
何
な
る
權
威
が
規
範
を
設
定
す
る
か
、
即
ち
內
的
權
威
か
外
的
權
威
か
の
問
題
は
總
て
發
生
的
な
、
 

從
つ
て
說
明
的
認
識
問
題
で
あ
る
。
然
し
ヶ
一
ゼ
ン
は
法
律
規
範
を
最
初
か
ち
他
律
的
な
6
ど
指
摘
し
て
罟
る
パ
故 

B
、
.其
の
.結
深
旣
R
出
發
黙
k
.於
て
、
划
ち
云
は
く
猶
ほ
法
律
的
觀
察
方
法
の
門
ロ
^
於
て
、
規
範
的
認
識
樣
式
は
.
 

最
早
其
の
純
粹
性
を
保
持
し
得
な
く
な
る
。：，

法
A
規
範
が
他
律
的
性
質
の
も
.

の
で
あ
るV

云
ふ
認
識
は
發
生
的
、.
心
理
學
的
方
法
に
於
て
な
^
れ
る
、
S
云
ふ 

の
は
夫
は
私
が
如
何
に
し
て
規
範
を
外
部
か
ら
、
或
は
內
部
か
ら
來
る
規
範
ヒ
し
て
感
ず
る
や
の
問
題
で
あ
る
か
ら 

で
あ
る
。
事
實
吾
人
は
規
範
知
覺
者
か
ら
で
は
な
く
、
規
範
設
定
者
か
ら
出
發
し
得
る
で
あ
ら
ぅ
0
然
し
斯
る
觀
察 

方

^&
ネ
4

同̂
樣
^
說
明
的
觀
察
方
法
で
あ
ら
ぅ
> VJ

云
ふ
の
は
規
範
設
定
者
か
ら
出
發
す
る
方
法
は
規
範
を
設
定 

す
る
權
威
を
定
め
る
か
ら
し
て
、
從
つ
て
說
明
的
^
觀
察
す
可
さ
で
あ
ら
ぅ
。
他
方
規
範
知
覺
者
か
ら
出
發
す
る
方 

法
は
常
^
規
範
知
覺
者
^
立
歸
る
可
き
で
あ
ら
ぅ
。
を
し
て
規
範
を
設
定
す
る
權
威
が
內
的
で
あ
る
か
外
的
で
あ
る 

が
^
就
て
は
、
唯

<
規
範
の
知
覺
の
み
が
判
斷
し
得
る
。

■

ヶV
，

セ
ン
も
亦
規
範
知
覺
者
の
見
地
か
ら
しV

、
；

惯
習
法
：̂

成
文
法
の
內
容
上
の
區
別
を
な

^
ん
ど
し
た
。
然
し

彼
は
其
の
結
果
、
.、更
に
彼
の
思
想
を
演
繹
す
る
^
當
つ
て
破
滅
に
導
く
や
ぅ
な
誤
0
た
結
論
^
達
し
た
。
即
ち
他
律 

な
成
文
法
k 
.對

し

て

、

惯

習

法

は

規

範

を

設

定

才る

主

體'V

規

範
k
,從

：
ふ

主

體

y
j

が

同

j

で

あ

る

限

$
§'
か

的

規

範
で
あ
る
ぐ」

。
.
.然
し
乍
ら
斯
.
.る
結
&
_
.
は
如
何
'に
.解
す
.
.可
...き

で
)̂
-、ら
う
か
、

.

1..

體
誰
'が
.
誰

V 」

同
' 

1

.な
；の
で
あ
る
か
。
總 

.意
•か

總
意
S
一
 

致
す
る
の

で

あ
ら
う
か

。

斯
る
總
意
が
總
意
ビ
一

致

す

■るV 」

の

構
成
は
頗
る
疑
間

で

あ
る
。
然
し
假 

合
^
斯
る
總
意
が
存
す
る
€

し

<

も

、

然
し
總
意
は
何
等
規
範
を
知
覺
し
得
なS

し
、
從
つ
て
何
等
の
規
範
に
も
從 

ょ
な
い
。
規
範
は
唯
-
知
覽
し
、
夫
^
從
ふ
能
カ
あ
る
個
人
意
志
^
向
け
ら
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。
從
つ
て
、
恐
ら 

ぐ
規
範
を
設
定
す
る
主
體
ど
規
範
^
從
ふ
主
體
ど
の
同
ー
性
は
個
人
意
志
に
關
し
て
の
み
云
は
る
可
さ
で
は
な
か
ら 

う
か
。
斯
く
解
釋
し
て
も
ヶ
ル
ゼ
ン
の
結
論
は
誤
っ
て
居
る
。
ど
云
ふ
の
は
、
個
人
意
志
は
成
文
法
の
規
範
^
同
樣 

R
慣
習
法
的
規
範V 」

雖
本
；̂
# '
4

R感
ず
る
の
で
あ
る
。
慣
習
法
的
規
範
^
雖
も
外
部
か
ら
來
っ
て
、
社
會
的
惯
行
、
 

lb
會
的
所
與
物
ど
し
て
個
人
意
志
?:
支
配
し
、
拘
束
す
る
の
で
あ
る
。：
他
方
、
個
人
が
慣
習
法
を
自
律
的
に
も
感
ず 

之
乙
^
は
疑
は
な
い
。
何
^
な
れ
ば
、
個
人
は
慣
習
法
を
同
時
^
自
ら
決
定
し
た
意
志
マ」

一
致
す
る
規
範
ど
し
て
、
 

即
ち
自
己
の
法
律
良
心
の
內
的
命
令
^
し
て
感
す
る
が
ら
で
あ
る
。
慣
習
法
が『

盜
む
な
か
れ
、
，受
け
た
る
借
入
金 

を
返
濟
す
可
し』

ビ
命
ず
る
場
合
、
個
人
は
此
の
命
令
を
社
會
的
所
與
物
.

V 」

し
て
意
識
し
、
且
っ
同
時
^
夫
は
又
彼 

の
內
的
命
令
ノ
內
的
良
心
で
も
あ
る
。
個
人
意
志
は
總
意
ミ
.
1致
し
、
稀
に
矛
盾
す
.る
の
で
あ
る
。
慣
潛
法
は
他
律 

的
で
あ
"る
ど
同
時
^
自
律
的
な
の
で
あ
る
。

;然
し
乍
ら
、
成
文
法
は
尊
ら
他
律
的
法
侓
で
あ
ら
う
か
。，
個
人
意
志
は
惯
習
法
の
規
範
ど
同
様
に
成
文
法
的
規
範 

.を
も
感
ず
る
の
で
あ
る
。w

云
ふ
の
ぱ
、
個
人
は
法
律
が
誰
が
ら
生
ず
、る
か
、
即
.ち
總
體
か
ら
生
ず
5,
か
或
は
國
家 

.か
ら
生
デ
る
か
を
問
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
唯
i
內
的
法
律
良
心
が
總
て
の

法
律
?：
命
令
，、

」

し

て

感
ず
る
の
で
あ
る
。
 

個
人
の
多
く
、
否
な
國
民
の
多
數
は
法
典
を
：ー
般

^
知
ら
な
い
。
國
民
の
多
數
が
，知
☆
、
認
あ
る
も
の
は
國
民
總
體
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の
法
律
で
.あ
1々
、
へ
否
な
事
實
上
行
は
.れ
て
展
る
慣
習
法
で
あ
る
？
廣
文
法
の
劾
カ
龜
礎
ば
惯
習
法
の
.夫
？
同
，
ー
で
あ 

.っ
て
、
此
の
場
合
現
ば
S 

>も
の
は
同
様
^
外
的
な
社
會
的
權
：威
で
あ
る
6
"國
家
，が
惯
習
法
の
十
部
を
成
文
法
の
形 

式
^
結
日
讲
^:
し
{ /
'

る
^

S
ふ

事

實

か

，
ら

し

て

，
は

、

決

し

て

成

文

法

<£

慣
習
&■
<
の
內
容
的
區
.別
は
生
じ
て
來
な
い
o
 

成
文
.法
の
形
式
は
取
^
慠
督
法
吵
1
,部&

組
織
化
を
、
即
ち
慣
習
法
の
組
»

3
れ
：た
.現
象
形
態
5:
:意

味

す

R
過
ず 

し
て
赆
客
上
は

^
ほ
ミ
變
化
し
得
な
い
他
方
、國
家
が
高
度
の
法
律
發
展
段
階
に
於
て
、成
：文
法
の
.代
6
^
自
か 

法
を
行
は
し
あ
得
る
奚
'ふ
Z

ミ
は
全
然
}

§
1

定
す
る
を
得
な
い
。
へぐ」

云
ふ
の
は
.成
文
法
は
國
家
.か
ら
必
然
的
^
導
& 

3
3
3

れ
る
現
象
で
は
な
：い
か
ら
で
あ
る
：
。
.

:

:

:

法
律
’か
|1

家
か
ら
直
接
に
生
ず
る
か
、
或
は
國
民
か
ら
間
接
に
生
ず
る
か
す
る
事
實
は
法
律
規
範
の
權
威
を
何
等 

變
觅
し
は
し
な%

 

o

保
證
の
可
能
性
は
孰
れ
0-

揚
合
^

於
て
も
同「

で
あ
っ
て
、
0
，
非
組
織
的
共
同
社
會
k

於
1
 

行
は
る
、
か
、
紕
織
的
國
家
た
於
て
行
は
る 

>
か
が
興
る
だ
け
で
あ
る
o

:
孰
れ
の
場
合
^

於
て
'

も
、，
吾
人
は
ル
，
果 

證
を
.

問
題
|

る
、.の
ヤ
あ
っ
て
：、
其
の
外
的
保
證
か
組
織
的
形
式
^

於

て

：
現

は

る

、
：
か

、
.

非
組
織
的
形
式
k

於

て

現
 

は
る
、
か
は
法
律
規
範
の
權
威
に
取
っ
て
は
問
題
で
は
な
い
。
從
0

て
、
惯
習
法
ど
成
文
法
^

の
間
^

は
.可
等
か
於 

上
の
來
別
を
設
け
る
乙
ど
は
出
來
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
ヶ
,
ゼ
ン
の
如
含
は
余
ク

^

意
識
的
立
法
の
形
式
的
性
質
を
過 

重

し

、
，
其

の

結

，果

成

文

法

^

木
文
法
.̂

の
間
^

內
容
上
の
區
別
を
設
け
た
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
惯
奢
法
e
成
文
法v

の
間
に
は
形
.於
上
の
相
違
も
存
さ
亦

い
で
あ

ら

ぅ
か
：。
規
範
の
作
用
內
容
か
ら
見 

れ

ば

、
.
我
々
は

何

等

の

相

違

も

確

，證

し

得

な

い

。
.憤

習
法

.も成
文

.法
f
同
じ
く 

規

笕

？

し

；

P:.

現

は

れ

る

。.

#

弩
 

法

に

於

て

は

當

爲VJ

意

欲

ど

がt

致
す
る
の
：で
釭
る
が
、

;;
:.身
故
ー
成
文
&
忆

露

て

ぼ

常

像

ど

：意

欲

が

分

離

ゎ

可5
だ
ら

私
は
斯
る
當
爲
S
意
欲

■̂の
不
一
致
の
可
能
な
る
乙
マ」

を
否
定
し
は
し
な
い
.が
、
斯
る
.不
一
致
は
惯
習
法
に
於
て 

洛
現
は
：れ

憑0-
.で
あ
.る
。
惯
習
法
せ
成
文
法
の
形
式
的
相
違
'は
唯
<
發
現
樣
式
即
ぢ
成
立
形
式
^
の
み
存
す
の
で
あ 

る
。
慣
習
法
^
於
て
は
法
律
現
象
は
*
*
!！的
、
非
組
織
的
^
現
は
れ
る
^
反
し
、
成
文
法
^
於
て
は
夫
が
意
識
的
へ 

組
縛
的
^
現
は
れ
る
の
で
あ
る
。
內
容
上
の
差
，別
は
吾
人
は
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
つ
て
、
孰
れ
の
場
合
^
も
當
爲 

せ
意
欲
の
同
，

一

性
が
殆
ん
r
等
し
く
確
證
ざ
れ
る
。

：

斯
く
て
吾
人
は
慣
習
：法
ビ
成
：文
法
ミ
は
取

^
.成
立
形
式
が
異
な
る
だ
け
で
、
其
の
作
用
內
容
^
於
セ
は
等
し
く
他 

律

的

で

あ

，る

ど

同

時

^
自
律
的
で
あ
る
ど
の
結
論
に
達
し
た
。
而
し
て
此
の
結
論
は
グ

が
，ゼy

の
存
在
ハ
意
欲)
しヾW
 

爲(

規
範)V 」

の
一
ー
元
論
に
基
附
く
法
律
學
の
純
規
範
的
方
法
を
根
據
な
さ
、
不
當
な
方
法
^
し
て
#

»
す
る
^

至
る
 

の
で
あ
る
。
即
ち
、
旣
^
述
べ
た
如
く
、
ヶ
ル>

>
k
,

從
へ
.ば
規
範
1般
は
事
實
的
存
在
の
如
何
.に
拘
ら
ず
、
常
に 

存
在
^
對
し
て
客
觀
的
^
斯
く
あ
ふ
可
&
乙
、/

」

を
他
律
的
^
命
ず
る
'も
.の
で
あ
■.つ
て
、
存
在
、/

」

ば
本
質
的
^
異
つ
た 

或
る
も
の
で
あ
る
如
く
、
法
律
規
範
^
事
實
的
存
在(

意
欲)

の
.如
何
^
拘
ら
ず
、.
##'
'
的
^
斯
く
あ
る
可
き
こ
ど
を 

命
ず
る
の
で
あ
づ
て
、
存
在(

意
欲)

^
は
異
づ
た
或
る
も
の
な
る
^
拘
ら
ず
、
惯
習
法
^
於
て
は
當
爲
ヒ
意
欲
^
が 

1

致
し
て
居
る
が
爲
め
R
、
'即
ち
自
律
的
な
爲
め
に
法
律
の
單
4
る
存
在
ミ
は
異
づ
'た
規
範
的
性
質
が
不
明
瞭
ど
な 

る
に
、

一
度
惯
習
法
が
立
法
に
依
0 

.
て
成
文
法
に
化
す
.や
、
法
律
は
他
律
的
な
も
のVJ

し
て
現
は
、る
 

>が
故
^
、■夫
•か 

取
な
る

存
在(

意
欲〕

<
は
異
0
:た
純
規
範
.的
性
質
.
^
し
て
現
は
れ

、
斯
く

^〕

て
法
#
學
は
純
規
範
的
方
法
に
依
つ
て 

の
み
研
究
す
可
さ
で
あ
るVJO,

然
し
乍
ら
成
文
法
自
體
も
：旣
k
慣
潛
法 

>

」

等
1>
く
他
律
的
で
あ
る̂
同
時
^
自
律
的

第
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八

‘で
あ

：々

、
.
.換
言
す
れ
ば
專
ら
他
#
的
な
當
.爲
ヒ
し
：て
ゾ
は
な
く
、
：

.同
-時
に
自
律
的
な
意
欲(

存
在)

VJ

し
て
の
み
現
は

,
.る
、
が
故
に
、：最
早
法
德
の
純
規
範
的
方
法
は
成
立
し
得
な
：い
。
_:.
.
.
/
:
,

.
E

k又
、
.ヶA

.
，

セ
.ン
は
.法
律
規
範
を
以
つ
て
國
家
自
身
の
態
.度
?:
確
定
す
る
の
な
；
 ̂

V
J
^

す
以
上
、
，
法
律
規
範

は
.全
く
他
律
的
性
質
の
ネ
の
.
.で
は
あ
$
得
な
.い
。w

云
，
.
ふ

の

.は
、
規
範
設
定
者e

る
國
家VJ 、

規
範
遵
奉
者
た
る
國

家v

が
同
.一
.で
あ
る
以
上
.、
何
處
^
他
律
性
が
存
す
る
か
。
國
家
が
事
實
何
等
違
法
的
^
意
欲
し
得
な
.い
以
上
は
、

何
處
^
當
爲
ど
意
欲
ヒ
の
1
:
.
ー
元
論
が
あ.る
.か
。.

國
家
が
事
實
法
律
的
當
爲VJ.

意
欲
，，

VJ

の
絕
對
的
統
一
で
あ
ぅ
、
同
一

性
で
あ
る
以
上
、
'何
處
に
規
範
設
定
者VJ

規
範
遵
奉
者
.

V:

のH

元
論
が
あ
る
か
。
斯
く
て
結
局
、
法
律
學
k
於
け
る

規
範
的
純
形
式
的
方
法
を
，菡
礎
附
け
る
ニ
元
論
は
何
處

^
存
す
る
.の
だ
ら
ぅ
か
。
'反
對
^
國
家
自
身
か
ら
生
じ
、
國

家
自
身
の
態
度
を
規
定
す
る
規
範
な
解
さ
れ
た
法
律
規
範
は
結
局
純
自
律
性
の
顯
著
な
例
へ
.な
る
の
で
あ

る
。
然
し
ヶ
，
ゼ
ン
-は
斯
く
な
さ
ず
し
て
、
法
律
規
範
の
他
律
性
に
固
着
し
、：
從
つ
.て
凡
ゆ
る
思
惟
の
原
理
、
即
ち

論
理
的
同
ニ
性
の
，法
則
を
無
視
し
た
の
で
あ
る

o

彼
k
取

つ

ては
絕
■.ぬ
他
#
^

は
法
律
槪
念
の
決
定
的
標
識
た
る

の
み
：な
ら
ず
、
又
其
の
方
法
原
理
の
核
心
で
あ
々
、
出
發
點
で
も
あ
る
。
然
し
此
の
事
は
以
上
^
述
べ
た
形
式
的
矛

ゾ
盾
が
暴
露
^
る
、
や
？
崩
壊
す
可
念
.窖
で
あ
る
.。

ノ 
.

IE
R
ヶ
‘ル
ゼ
ン
R
依
つ
て
設
定
^
れ
た『

法
律
が
遵
泰
3
れ
る
こ
ゼ』

ど『

遵
奉
^
る
可
さ
で
あ
る
こ
ど』

ど
の
區
別

は
同
樣
に
誤
つ
て
居
る
。VJ

云
ふ
の
は
、
成
文
法
に
就
.て
も
當
爲VJ

意
欲VJ.

の
同一

性
が
.，證
.明
さ
れ
た
.以
上
は
、
此

の
‘同

.一
性

の

.例
外

、
，即

.ち

法

.
#違

反

を

法

律

適

用

の

本

來

の

場

合

V
J

し

て

'取

扱

ふ

：理

由

は

何

等

存

3

な
い
。
事
實
成 

■文

法

於

'て
'も
.、

一

般

的

；̂
觀

察

:T
る
な

.
A
ば

、

法

律

的

當

爲

V
J

意

欲

ミ

は
」

致

す

る

が

故

に

i

此

の

同

1

性

ど

の

分
離
.は
唯
 

< 例
外
.ど
：
し

て

定

：

む
：.

可
5
で
ふ
め
を
o

夫
.か
■ら
し
：

V

 .

次
の
重
要
な
結
論
，か
生
ず
■る
o
.即
V
.法
律
的
當
爲
ぐ
V法 

律
的
意
欲
ヒ
ば
同'*—
*
で
あ
る
、が
故
に
、
法
#
規
範
は
法
律
的
意
欲
か
ら
.獨
洚
比
存
さ
ず
し
て
、
法
律
的
意
欲
：の
內
に

、
'
 

.否
な
.

一:

般
的
同. 一:

性
^
於
て
法
*
的
意
欲
ど
共
^
作
用
し
、
且
づ
.効
カ
を
有
す
る
0
.で
あ
：.る
。
假
>
に
國
家
に
依
つ
て 

多
ズ
の
成
文
法
が
發
布
さ
れ
、
且
つ
失
は
何
人
に
依
り
て
も
遵
泰
さ
れ
も
し
な
：け
.れ
ぱ
、遵
泰
し
や
ぅ
^
も
思
は
れ
な 

い
も
の
で
あ
么
S
假
定
す
る
。
ヶ
ぺ
セ
ゾ
k
從
へ
.ば
本
來
m'
fc
發
布
3
れ
た
國
家
命
令
：に
過
ざ
る
斯
る
成
文
法
は
効 

ガ
を
有
す
る
の
で
あ
る
^
云
ふ
の
ば
、：：ク
火
，セ
：ゾk
從
へ
ば
.、.此
の
成
文
法
が
，何
人
紀
依
つ
'て
.も
遵
奉
3
れ
ず
し
て
、
 

違
反
多
る
/

雖̂
も
^
觀
念
上
適
用
は
可
能
で
あ
女
ク
法
律
規
範
の
本
來
の
効
ガ
は
存
す
る
か
ら
で
あ
る
ド
然
し
乍 

.ら
，
菩
人
は
旣
に
法
徐
妳
當
爲VJ

意
欲
ビ

の
同
.

f:

性
を
確
證
じ
た
る
以
上
は
、
斯
■る
効
力
は
最
早
全
く
問
題VJ
は
な 

6
得
：なS

 

o法
律
規
範
の
^
力
は
法
律
的
當
爲
ヒ
意
欲
^
の

同
一
：
性̂
內
R
の
.み
存
し
、
一
之
に
反
じ
て
意
欲
の
分
離
，
 

は
唯
i'
t
;例
外
ヒ
しV

定
む
可
&
で
あ
る
。”
然
じ
乍
ち
、我
々
の
例
，の
如
.く
、國
家
の
法
律
命
令
が
何
人
^
依
0
て
も
遵 

奉
3
れ
な
'い
揚
合
に
は
、
例
外
に
就
い
て
語
6
得
なS

か

ら

し

：て

、
.：
此

0:

.

場
合
^
は
法
律
的
當
爲
$
意
欲
'£
の
1.般 

的
同

1
性
ビ
法
律
効
カ
.の
範
嶋
ビ
は
必
然
的
^
分
離
す
る
。
然
し
旣
k
述
べ
'
.拔
如
く
、
.當
爲
e
意
欲
^
の
同T

性
ぁ 

衣
が
爲
に
、.法
#
的
當
爲
も
存
在
か
ら
全
然
•引
&
離
す
乙V

J
R

は
な
ら
ぬ
。

コ
I 

シ̂
及
び
一
フ
メ
.
ク
が
特
殊
な
法
律 

の
意
味
^
就
い
て
語
つV

居
る
場
.合
、
失
は
正
し
い
、
否
な
攻
擊
し
雛
れ
思
想
.で
あ
_る
。
.-
';:
.
^
沄
ふ
0:
は
、
彼
等
の
茇 

.ふ
法
律
の
意
味
.す
は
法
律
的
當
爲
の
理
念
^
依
つ
て
特
殊
な
統一:

k

制
約
^；
れ
た
文
化
事
實
.：で
あ
々
、.新
た
な
る
® 

値

統

：
一

は

唯
<
法
律
當
爲
或
は
價
値
^
依
0
て
實
現
3
れ
た
心
理
的
？
社
會
的
事
»
の
結
合
、；
綜
合
で
あ
る
か
ら
で

あ

る

。

.

.

.

. 

* 

.
广
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i

パ
之
^
反
し
て
、
ィ
,

ク
ン
及
び
ケ
ル
ゼ
ン
の
構
成
は
凡
呶
る
存
在
を
法
律
規
範
か
ら
排
除
せ
ん
ビ

し
、
斯
く
て
夫 

'自
體
定
し
含
コ
ー

r

シ〔

及

び

ラ

：
ス
：ク
，
の

思

想

を

極

端

化

レ

？
：

_
張
3
た
办
で
あ
る
，。
：
彼
等
は
全
然
凡
ゆ
る
規
範
^
內 

在
す
る
自
律
的
性
質
を
看
過
し
|2
の
で
あ
つ
：て
、
：此
の
自
律
性
に
し
於
無
か
つ
た
な
ら
ば
、
。規
範
は
凡
ゆ
る
妥
當
性 

e
實
在
性
ど
を
失
ぶ
で
あ
6
ぅ
。
.
.然
し
乍
ら
ケV

ゼ
ン
は
法
律
規
範
を
凡
^.
を
他
の
規
範
か
ら
分
離
す
る
決
定
的
標 

識
を
得
ん
が
.爲
^
っ
他
律
性
を
誇
張
し
た
：タ
：斯
く
^
る
Z

ど
に
侬
つ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
法
律
規
範
の
特
徵
を
指
商
し 

得
た
ど
信
じ
て
居
る
。
V斯
る
®
別
は
全
然
他
の
規
範̂對
し
て
法
律
規
範
を
特
殊
化
す
-5
.
:も
の
で
*
い
。：
論
理
的
規 

範W

雖
も
.他
律
的
性
質
を
有
し
、
絕
對
的
强
制
を
以
つ
て
想
惟
意
識
£
追

る
€

云
ふ
ミ
:̂

は
近
代
の
認
識
論
に
依
つ 

て
明
瞭
^
指
摘
^
れ
て
居
る(
グ
ィ
ン
デ
ル
ぺ
シ
ド
.、
.
-
?ッケ
ル
ト)

0
:美
的
規
範
も
同
樣
妃
他
律
的
性
質
を
有
す
る
之 

ビ
は
廁
知
の
事
柄
で
ぁる
？
私
は
屢
，
自
分
の
好
み
と
矛
盾
す
る
客
觀
的
美
の
規
範
代
從
つ
：て
藝
術
品
を
判
斷
す
る
o
 

爽
^
他
律
的
な
宗
敎
規
範
が
存
す
る
て
ビ

は
多
言
を
要
せfs

し
て
明
が
で
あ
る
o
吾
人
に
し
て
，
唯
‘

*t
仰
家
が
實 

行
し
、
.實
行
し
な
け
れ
ば
な
らg 

s信
ず
る7P

、：
自
己
の
內
的
宗
敎
的
良
心W

決
し
て一

致
せ
ぬ
形
式
を
想
起
せ
ば 

充
分
で
.あ
る
。
最
後
^
他
律
的
な
道
德
規
範
.の
存
す
る
こ
ど
.は
ケ
ル
：>
.ン
自
身
も
認
め
て
居
る
°
,

斯
く
て
、.

他
律
的
法
律
規
範
に
放
ん
で
、
.他
律
的
！§
識
規
範
，
他
律
的
道
德
規
範
、
.他
律
的
美
の
規
範
、
他
律
的 

宗
敎
規
範
を
も
確
認
し
.な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
明
‘か
^
法
律
規
範
の
他
律
性
の
み
が
其
の
特
徵
で
は
な
い
o 
■
ら
ば
一 

體
何
が
法
律
規
範
を
凡
ゆ
る
他
の
規
範
^
區
別
す
る
か 

問
題>J.
な
る
。
此
.の
間
題
^
對
し
て
.、
.皮
々
ょ
ケ
.レ
ゼ
ン

に

於

：
て

は.何

等

の
.解

答

を

も

；見

出3

な

ぃ
,、.
.否

な

此

の

解

答

は

V
I

ま

&

M

出

し

攀

s.:

マ

ど

云

：ふ

の

；.は

r
,,

區

別

を

可

能
 

苳

ら

し

，め‘る
；存

：在

の

'要

素k
.何

等

關

係
t
デ

し

て

：>
,
;
¥
众

規

範

的

暮

礎

は

寒

り

私

一

I

法

は

出

來

t

い

で
i
め
.
^
.
^
o
.

蓋
':-;>

.

;
y
. 

k
.

依

/
^
:他

律

性

：0
撤

念

'ミ
.は

郝

を

意

味
U

.
の

で

：
あ
'
^
0か

:'
0
::-彼

は
 

次
の
リ
ッ
ブ：

ス
の
定
義
に
從
つ
，て
居
る
。『

之
k
反
し
て
道
德
的
命
令
•か
：全
く
私
の
外
部
に
客
觀
的
に
存
^
名
、
命

令

ビ 

し
て
現
は
れ
7

且
つ
其
の
內
容

ょ

.̂
す
る
，̂

同
時
^
私
自
身
の
性
質
の
、命
令
で
は
な
く
、
，
或
は
私
の
意
志
；の
法
則

ビ 

し
て
も
現
：は
れ
ざ
る
限6
、：
私
は
他
律
的
k
意
志
し
、
.或
は
行
爲
す』

g

ポ
ァ
此
の
定
義
を
法
律
^
適
用
す
る
な
ら 

ば
、
或
る
規
範
•か
法

;#
:
規
餹
た
る
R
は
、
'其
の
命
令
が
全
く
私
の
外
部
^
客
觀
的
に
存
す
る
命
令
^
し

て

、
.
且

つ

其 

の
.內
容
ょ
6
す
る
も
同
時
ゼ
私
の
.內
的
性
質
の
命
令
を
表
從
^
>
.石
箸
で
あ
る
。，
嘶
る
全
.く
私
の
外
部
^
客
觀
的
 ̂

存
し
、
同
時
^
私
の
性
質
の
命
令
ど
し
て
現
は
れ
ざ
る
法
律
規
範
は
如
何
虹
解
釋
す
可
さ
で
あ
ら
ぅ
か

.°
私
は
盜
み 

を
せ
ず
、私
め
借
金
を
返
濟
し
、私
の
租
税
を
納
附
す
る
.
^
云
ふ
是
等
の
命
令
は
.、事

實
私
の
意
志
の
命
令
で
あ
ぅ
、

. 

私
の
良
心
の
命
令
で
も
.あ
る
に
拘
ら
ず
、
，
以
土
の
理
由
か
ら
し
.て
何
等
法
律
規
範
で
.は
な
；い
で
あ
ら
ぅ.‘か
。
ヶ
ダ

•セ 

ン
は
斯
る
、
：又

之
. ^

類
似
し
た
場
合
^
於
て
は
ー
般

R

何
等
の
法
律
も
見
出
さ

g

替

で
あ
ぅ
、
寧
ろ
偷
理

v
j

宗
敎
ビ 

を
見
出
す
喾
で
あ
る
。
然
し
、
其
の
.
.結
果
ヶ
,

ゼ
：.ン
は
：又
法
律
の
：大
部
分
を
、
.否
な
法
律
.の
：
全

部

を

明

か

に

恻

除

す
 

る
^
至
る
喾
で
あ
る
。
'
:
'
ビ
沄
ふ
の
は
凡
ゆ
る
：法
律
規
範
は
他
律
的
1
ぐ
自
律
的
性
：質
を
有
す
る
が
故
で
あ
る
。
'

方
：ダ
ゼ
：>
は
客
觀
的
法
律
を『

法
#
的
紀』

0
;§
.
&片
1
1

)

；
、
，換

言

す

れ

：ば

共

同

_
體
^
形
式
上
，對
立
す
る
國
家
意
志
.
 

の
表
現
^
し
て
構
成
せ
ん
：が.爲
に
、
法
律
を
寡
ら
他
律
的
な
も
の
^
し
て
構
成
す
る
.ミ
^
が
必
要
で
あ
つ
た
。
然
し 

乍
ら
"
：
都
に
其
の
構
成
：の
出
發
_

^
於
.て
著
し
ぃ
矛
盾
が
存
す
る
の
で
あ
る
。'
彼
に
.取
つ
て
：は
、'

『

法
律
的』

«
成 

ビ

は
法
律
規
範
を
國
家
意
志
R
歸
せ
し
む
る

乙V

を
意
味
す
.る
；の
で
あ
石
。
然

るR
、
國

家

は

畏

彼^
取
.つV.

は
.
'
 

法
的
入
格
'で
あ
々
、.法
律
的
耩
成
を
表
す
以
上
、
一
斯
く
て
：：循
環
論
に
塗
入
る
の
；で

.あ
る
。:.
'國
家
；意
志
從
法
律
的
方
法

笫
二
十
四
卷
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五
.

一

一

:
の
論
理
.土
，の
前
提.な
る
k
も
拘
ら
.ず
、.

0
び
此
の
.前
提
^
る
國
象
意
志
を
も
法
律
的
方
法
^
依
つ
て
構
成
せ

ん

€
す 

る
以
.：上
は
、
；斯
く
の
如
ぐ
先
づ
法
律
的
化
構
戒
し
な

.け
れ
ば
な
.ら
ぬ
國
家
意
志
0
槪
念
其
も
の
を
法
律
的
方
法
の
論 

'
■
上
.，
の

前

提

：

^
す
る
_

^
は
.ゆ
.か
.
.ぬ
。
.グ
气
セ
ン
は
斯
る
內
的
矛
盾
あ
る
.
も̂
拘
ら
ず
：、:法
律
的
方
法
を
固
執
し
、
 

夫
.ょ
み
し
て
51
化

演

繹

を

行

：
：つ

て

居

る

0

:
:
.
:
.

ノ
ぺ
づ
^
^
^
^

既
R
述
べ
：た
如
く
、
''
彼
^
取
っv

r

は
國
家
意
志
は
何
等
現
實
：の
實
體
•で
は
な
ぐ
、:

尊
ら
法
律
的
構
成
で
あ
ヶ
、
國 

家
行
爲
た
る
資
格
を
附
與
3
れ
た
國
家
機
關：

の
洁
動£

對
ず
る
歸
責
自
標
を
意
味
す
る
^
過
ぎ
.な
い
。
夫
故
、
彼
に 

取
っ
て
は
國
家
意
志
は
法
#
的
*
志
.

I.

般V 」

等
し
ぐ
何
等
現
實
的
統
，一.

で
は
な
く
、
寧
み
觀
念
上
の
歸
責
目
標
で
あ 

A

.

夬
以
上
の
何
物
で
.^

な

い

。
，
ハ

フ
-

V
:
.
、

( 

然
-し
乍
ら
、
法
律
的
意
志
が
總
て
：

：
の
心
理
的
及
び
，他
の
存
在
の
屬
性
を
缺
さ
.、.
唯
.
I觀
念
上
の
歸
責
目
標
：

VJ

し
て 

考
へ
ら
る
：可
さ
で
あ
る
な
ら
ば
、

"事
實
次
の
如
&
疑
問
が
生
ず
：る
。
何
故
意
志
の
み
が
歸
責
目
標V

J
3

れ
、
他
の
理 

性
や
、
知
性
が
目
櫸
^

3れ
ぬ
の
か
。
更
-̂

何
が
故
に
意
志
な
.る
槪
念
を
事
ら
觀
念
上
の
歸
責
目
標
ど
の
み
解
す
る 

か
。
斯
る
假
構
は
頗
る
危
險
な
も
の
.で
.あ
3
、
同

1
'の
意
志
な
る
槪
念
を
或
る
認
.識
領
域
^
於
て
は
.一
定
の
存
在
を 

表
は
し
め
.，、.
.他
の
領
域
，̂
於
て
は
其
の
存
在
た
る
標
識
を
悉
ぐ
奪
ひ
.去
る
も
の
で
あ
る
。：.事
實
的
法
律
經
驗
は『

意 

志』

を
特
殊
な
實
在
の
意
味
^
取
る
。
法
律
秩
序
は
法
雜
上
重
要
な
意
，志
要
素
の
內

R
實
在
的
心
理
現
象?:
含
ま
し 

め
る
ノ
然
し
心
理
學
ハ
‘微
理
學
广
或
は
美
學
^
同
樣
な
方
法
^
於
て
現
在
的
心
理
現
象
を
意
志
^
結
び
附
く
る
の
で

は
な
く
、.
寧

.6
法
律
價
値
*

獨
特
な
方
'法
^

於
て
結
合
す
-4
0
.で
あ
0
て
、
.決
じ
て
意
志
槪
念
か
ら
心

般
を
僳
除
^
龙'S:

タ
.
否
衣
法
；律
；は

.
一
.::.般

に

心

理

的

;;
?
:社
ー
會
抑
實
在
；

：

ミ
分
：離.3れ
得
な
ぃ
ノ
の
で
ぁ
り

：て
、
；：：

法

律

は

法

搛

素

甘

代

る

實

體

匕

4
:す

.る
'の
で

あ

：つ

でv:l

唯

.，，
法

律

的

姐

惟

：が

法

律

：叹
；價

値

：
s

從

つ

て

心

理

的

' 

'
社

會

爾

與

を

特
 

殊
な
法
律
文
化
實
在
に
'構
成
じ
_爾
す
の
で
あ
-5
-
:。'ン
'
へ
" 

-

.

.

.
斯

ぐ

の

如

く

 

>
'法
#
的『

意
志1.1

般
R
對
し
て
な
3
れ
た
.反
駿
は
、
又

『

國
家
意
志』
の
規
範
的
轔
成
^
對
し
て
も 

カ
强
く
な
^
れ
る
の
で
あ
る
。
S
云
ふ
の
は
、
國
家
は
單
记
國
家
行
爲
た
る
資
格
?:
附
與
3
れ
た
國
家
機
關
の
活
動
.
 

^
對
す
る
歸
責
目
標
冗
し
て
.考
へ
ら
れ
、
' 且
つ
國
家
^
內
在
す
る
凡
ゆ
る
.社
會
的
.存
在
か
ら
全
然
分
離
3
る
可
き
で 

あ
る
以
上
、
何
故
.̂

我
々
は
；國
家
の
み
を
歸
責
目
標
ミ
し
、
他
め
構
成
體
釔
歸
責
S-
標
^
,し
な
.い
か
、：/
問
題
ビ
な
る
。
 

國
家
ば
m

R他
の
法
®
的
統
一
^
竝
ん
で
ー
ら
の
法
律
的
構
成
體
に
過
ぎ
ざ
る
以
上
ば
、
何
故
疋
^
此
の
，
ー
つ
の
法 

雜
的
桃
成
體
が
他
の
凡
ゆ
る
法
律
的
_
成
體
^
對
立
し
、
.且
0
後
奢
の
规
範
決
定
の
某
礎
^
し
て
必
然
的
^
考
へ
ら 

る
可
き
で
あ
る
.か
の
：理
由
が
覺
ら
な
い
？
然
し
國
家
の
规
範
上
の
«
位
は
：其
の
社
會
的
存
在
、
其
の
観
實
の
地
位
 ̂

存
す
る
以
上
、
■吾
人
は
.事
實
法
#
的
k
構
成
し
直
S'
れ
で
居
る
$

云
.へ
、
必
：ダ
や
國
家
の
社
會
的
實
在
性
に
立
歸 

つ
て
、
突
か
ら
國
家
の
優
位
?:
導
き
出
^
んV 」

す
可
き
で
あ
ら
ぅ
。
«

&
吾
人
は
«
會
的
實
在
ビ
全
然
分
離
じ
た
國
-
 

家
漑
念
を
取
扱
ひ
得
る
で
あ
ら
ぅ
が
、
其
の
場
合
此
の
®
念
は
他
の
i
の
ど
同
傲
め
置
か
れ
た
法
律
的
構
成
の
1
R
 

過
ず
し
て
、
斯
る
國
家
槪
念
を
客
觀
的
法
®
の
規
範
上
の
基
礎
ど
確
定
す
る
は
全
ん
任
意
な
ミ
ビ
で
あ
る
。
他
方
歷 

史
上
の
.決
，律
發
展
の
流
れ
の
內
に
は
國
家
^
類
し
た
多
く
-
の
歸
責
目
標
が
現
は
れ
た
の
で
あ
ヴ
て
、
古
代
^
於
て

は 

神
、
中
世
に
於
て
は
敎
會
、
專
制
主
義
の
.時
代
に
は
君
主
の
人
格
、
：立
憲
主
義
の
時
代
に
は
國
民
が
歸
責
目
標
^
し 

て
現
は
れ
、
' 孰
れ
も
任
意
的
な
法
律
構
成
體
で
あ
る
0

‘
歴
史
に
於
て
前
後
し
て
現
は
れ
た
；
ど
は
、
ヾ
近
代
の
.：法
律
秩
序
內
亿
あ
0
1:て
は
：並
存
し
て
現
は
れ
て
居
るo

多
く

5

1

.十
四
.卷

(

七

四

む

.
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第芄
號、

五
四

 

の
法
律
權
咸
は
相
苴
に
交
：叉
し
、
又
屢

 

>
.分

離

じ

、

：

法

律

秩

序

，
の

內

^
組
：入
れ
ら
れ
,
酿
列
さ
れ
て
居
る
。
 

然
る
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
國
家
權
威
の
.み
を
認
め
；、.敎
會
、
通
主
其
他
の
權
威
を
，認
め
ざ
る
が
故
に
彼
は
ラ
ゥ
ン(

L

i)

:

の
逾
切
^
指
摘
せ
る
如
く
、
‘當
爲
5
領
域
を
去
つ
て
或
各
：存
在
め
：領
域
に
移

0
て
居
る
。
.乏
：ヴ
ン
の
言
葉
を
借
ら
て 

去
べ
ば 

>

『

冷V
ゼ
シS

理
論
は
全
く
"孤
.立
し
：た
も
の
ど
考
へ
.
’ら
れ
だ
近
代
的
_統
'
1國
家
^
當
填
る
の
.で
あ
0
:て

、..
其 

の
國
家
は
阈
法
以
外
^
何
等
他
の
法
律
5:
-認
め
.づ

、
：
：
又

凡

ゆ

，
る

法

律

ゼ

完

全

に

編

纂

し

セ

替

办

、

從

つ

て

惯

習

^

、 

本
來
办
意
味
で
の
良
由
裁
量
，
自
*-
な
法
律
：發
見
其
他
^
對
し
て
何
等
活
動
の
余
地
が
與
へ
ら
れ
て
居
ら
ぬ
國
家
で 

あ
る
。
聯
合
國
家
^
於
け
厶
法
律
、
國
際
法
、
敎
會
法
>
自
治
體
が
國
家
か
&
獨
立
.代
存
す
る
限
气
：夫
か
ら
生
じ
、
 

§

機
關
に
依
つ
'て
適
用
さ
れ
汔
法
律
、
；中
世
：の
領
地
內
.の
法
律
關
係
等
は
金
然
說
明
さ
れ
ず
、
又
說
明
し
得
な
い 

も
の
ど
し
て
止
ま
々
、：
又
ケ
ル
ゼ
：ン
は
狡
猎
^
斯
る
問
題
に
は
好
ん
で
論
及
し
や
5:

:
?は
し
な
：い'0

.』

|
^
。

へ
：.斯
く
.の
如
く
、
國
家
は
ヶV

ゼ
シ
が
考
へ
る
如
く
客
：觀
的
法
律
：®
唯

一、

の
必
然
的
支
持
者
で
は
な
く
、
可
能
な
る 

諸
支
持
者
の
一
人
で
.あ
る
。
然
し
國
家
意
志
を
論
.理
上
優
先
せ
し
め
ん
^
す
る
な
ら
ば
、
ae
.
k述

べ

た

如

く

吾

-
^
よ 

國
象
ク
社
#
^
存
在
內

.

^
横
た
ぼ
る
^
る
«
先
の
基
礎
5:
見
出
^
か
、
を
れ
ど
も
任
意
の
、
根
據
な
構
成
を
眞
の 

法
律
學
た
ら
し
め
る
か
し
な
..げ
れ
ば
な
ら
ぬ

o

.

さ
て
ケ
ル
ゼ
ン

k

從
.

へ
ば
、
國
家
意
志
ば
刑
罰
及
び
執
行
意
志
を
意
味
す
る
。；.

.

.
5

ふ
の
は
、
法
律
は
合
法
的
行

. 

爲
^

於
て
は
適
用

5

れ
ず
し
て

>

 

斯
る
行
爲
は
ー
般

^

法
律
く
は
無
關
係

.

で
あ

6

、：

寧
ろ
國
家
意
志
の
千
涉
の
條
半

.

た
- 5
'

.

違
法
行
爲

.

の
.

場
合

.

に̂
.

み
：適
用

3

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
又
客
觀
的
法
律
は
國
家
の
刑
罰
及
び
執
行
意
志 

を

意

味

す

：
R
外

^
ら

.灯

タ

め
^
ゼ
：
シ
.は
.法
_

的

當

.释

^
/意

欲

；：ミ

の

：ザ

【

元

.論

的

相

逄

に

.基

附

^,
て

へ

：刑

法

：學

者

的

色

:

彩

を

帶

た

法

律

哲

學

k
到

達

し

得

た

.0
然

し

乍

ら

、
.當

爲

ゼ

意

欲

艺

の

同

'

1.

性

が

.成

文

法

^
.於

イ

も

§3
^
明

3

れ
4

以
 

上

は

7

ヶ
ル
ゼ
ン
に
依
つ
て
導
さ
出

3

れ

た

結

論

は

直

ち

^
失

は

れ

て

.終

ふ

。

然

る

時

は

"

斯

る

合

法

的

な

公

民

の

行
爲
A
國
家
の
刑
罰
、
執
行
活
動V

竝
ん
.で
法
律
の
硏
究
に
關
係
あ
る
主
要
な
る
對
象
S
し
て
現
は
れ
る
。

ヶ
ル
ゼ
ン
の
法
律
規
範
の
槪
念
規
定
は
法
律
を
消
極
的
に
、
單
k

防
禦
、權
利
附
與
、
保
議
機
能
^
し
て
解
す
る
力 

ン
ト
流
の
法
律
解
釋
に
歸
さ
れ
る
の
で
あ
る
。.

彼
に
は
全
ぐ
法
律
の
積
極
的
機
能
は
失
は
れ
て
居
A

、
.彼
は
法
律
の 

實
證
的
觀
察
の
基
礎
に
立
っ
て
は
居
な
い
。
彼
の
構
成
は
法
治
國
の
.

理
念
に
出
發
し
て
居
る
。
然
し
法
治
國
は
單
k

 

國
家
一
役
の
歷
史
的
形
態
の
一
.

で
あ
る
に
過
ぎ

g
:
。

ヶ
ル
ゼ
ゾ
は
理
想
型
ミ
し
て
の
法
治
國
R

出

發

し

、
其

-の

結

果 

實
證
主
義
的
法
律
の
餺
識
を
放
棄
し
、
自
分
自
ら
否
定
す
る
自
然
故
に
墜
っ
て
居
る
？

.

以
上
に
於
て
，
筆
者
は
ゥ
ヰ
ー
リ
コ
ゥ
ス
キ
ィ
の
所
說
R
從
っ
て
ヶ
ル
ゼ
ン
の
法
律
學
，の
純
規
範
的
研
究
方
法
の 

內
的
批
判
を
試
み
た
。
斯
<
し
：て
得
た
結
論
を
繰
返
し
約
說
す
れ
ば
：

:,

:

第1

R'
、
規
範
的
方
法
を
純
粹
に
保
持
す
る
I
ミ
は
不
可
能
で
あ
る
。
規
範
を
自
#
的
規
範
^
.
他
律
的
規
範
に
分 

類
ず
る
こ
ビ
は
此
の
考
ベ
を
證
明
す
る
..
0

:
.
“

第
二
^

?純
規
範
的
®
察
は
法
律
規
範
を
他
の
規
範
か
ら
何
等
區
別
し
得
な
.い
の
で
あ
っ
て
、
斯
る
區
別
は
唯
， 

存
在
要
素
^
關
聯
し
^

0
み

初

.め

て

可

能

で

あ

る

。
.
'-
：
；

.一
第
三
に
、
規
範
的
觀
察
に
侬
0
て
設
定
3
れ
忆
法
律
的
當
爲
ど
法
律
的
意
欲
ビ
の11

元
論
は
保
持
し
難
い
I

が 

證
明
さ
れ
た
。
成
文
法
に
於
て
さ
へ
：、
■法
律
的
當
爲
ビ
意
欲
ど
の1

般
的
同1

性
が
證
明
さ
れ
る
。
從
っ
て
又
法
律 

規
範
め
効
カ
は
如
上
の
同
：ー
性
に
於
て
の
、み
見
出
す
可

&
.で
，あ
る
々

:
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五」

、

,-
第
四
^

>
國
家
意
志
は
法
律
規
範
を
設
定
す
る
.唯

|
の
.權
威
で
は
な
く
、
國
家
は
單
R
法
#
秩
序
の
全
體
R
依
つ 

て
決
定
さ
れ
.た
法
律
秩
序
の
：
一
部
に
過
答
欢
v>
o
'

:

然
し
，

@
人
^
し
て
'迅
^
國
家
を
規
範
設
定
の
權
威
ど
し
て
認
め
：
 

ん
ぱ
ず
る
な
：ら
ば
、
：：：斯
く
て
.吾
人
は
暗
默
の
內
に
规
範
的
觀
察
方
法
の
戡
礎
:5
:
決
定
的
^
放
：棄
す
.る
％

の
；
で

あ

る
0
,
 

:•
:第
五
^
、.
國
象
の
刑
罰
及
び
執
行
意
志
は
客
觀
的
法
律
の
全
部
を
盡
し
は
せ
ず
し
て
、
客
觀
的
法

#:
は
法
雜
秩
序 

の
合
法
的
內
容
を
包
括
す
る
：。
'
,
':

:

•■
■;■,
卜
.

,
.

-.
-

■
■

「

-■
:
•;-
.;'
,

:

■'
■':.::

へ'

ノ：

■

:
斯
く
ヶ
ル
：
ゼ
シ.の
.
.如く
ク
凡
ゆ
る
.社
會
的
存
在
か
ら
引
さ
離
3
れ
.た
法
律
體
系
3:
«
成
せ
ん
ビ
す
る
者
は
、其 

系
の
內
面
的
空
虛

$

矛
盾

^

の
.爲
に
、：必
づ
や
崩
壞.の
已

，む

な

さ

^

至
：.る
で
あ
ふ
5
。
此
處̂

サ
ザ
，1ー
イ(savjgny:} 

の
言
葉
が
生
々
：̂
し
_て
猶
つ
て
來
る
で
あ
ら
ぅ
o
f即
ち
法
律
は
何
等
獨
立
の
存
在
を
有
^
ず
し
て
、
.寧
ろ
其
の
本
質 

は
特
殊
な
*
|
3ヵ

;£
勸
察
^
れ
た
人
間
生
活
其
も
の
で
あ
る
。
唯
t
.

科
學
が
此
の
隹
:a
の
■對
象
か
ら
分
離
^
る
ゝ
な 

ら
ば
、
'科
學
的
研
究
は
.法
律
關
係
其
も
の
、
適
當
な
觀
察
か
_ら
導

か

，
れ

ず

し

て

、

其

の

1
而
的
道
を
迎6
得
る
で
あ 

ち
ぅ
。
斯
厶
時
は
、
：：
科
學
は
著
し
く
形
式
的

^
は
完
成
す
る̂

至

ヶ

得

石

：
が
3 

'
然
し
凡
ゆ
る
本
來
の
.現
®
性
を
缺
く
.
 

.で
あ
も
;5
‘。』

ど
。
§ 

.

筆
者
は
ヶ
ル
ゼ
ン
1
派
の
：規
範
主
義
の
方
法̂
對
才
.る
反
駁
ど
し
て
、
'讀
者
の
印
象
を
深
か
ら 

し
め
ん
爲
R
次
の
ニ
點
を
繰
返
し
强
.調
し
て
置
く
o 

V
. 

. 

0

第

.一
^
、.
當
爲
、
規
範
ー
般
は
唯
、
先
驗
讷
純
粹
理
念
の
世
界
^
於
て
.の「

み
絕
對
^
存
在
ミ
對
立
す
る
も
、j

度 

當
爲
、'
規
範
が
特
殊
化
し
て
現
ば
る
、
‘や

、

斯
る
特
殊
化
さ
れ
た
：常
爲
、
規
範
は
旣
R
其
の
內
に
存
在
を
含
み
、
否

な
存
在
ざ
關
係
し
て
の
み.特
殊
化
は
可
能
な'の
.で
ぁ
る
'。.
特
殊
化
.せ
る
當
_爲
、
规
範
ど
し
て
の
法
律
は
旣
に
其0
'內 

に
社
會
的
存
在
を
含
み
、

V

從

純

.粹
0
旗
範
的
方
'法
，̂
以
.つ
；本
は
研
究
を

®-3

得
友
い。
\

し

第

ニ

代

：
、
' ガ

グ

ゼ

V
等

は

社

會

的

存

在

K
於

M

る

當

爲

S
存

在

ど

の

：同

--
.
:性

、
：
辯

證

法

的

：統

V

性

を

知

ら

ざ

る

者
 

で

あ

る

。：
旣

k

へ

ー

ゲ

ル

は

.形

而

上

學

的

色

彩

を

帶

び

t
居

.み
ミ

は

云

へ

.‘
、：.

常

爲

：
V

J

. #
在

の

同

1

性

の

思

想

を

表

明

し
て
居
る
。
否
な
彼
は
從
來
の
觀
念
論
が
現
實
性
.
R對
し
，て
常
爲
を
對
立̂
せ
、
、五
觀
的
當
爲
を
以
つ
て
客
«
^
の

現
實
性
を
規
制
せ
ん
ど
す
る
態
度
を
取
る
こ
ど
^
カ
强
く
反
對
し
、
哲
學
の
眞
測
を
總
て
客
觀
的
世
界
內
容
其
も
の

.、

.把
振
か
ら
得
んVJ

す
る
實
在
論
的
方
向
を
取
つ
.た
の
で
あ
る
。
彼
は
其
の
著『

哲
學
總
說
撮
要』

(
E
n
c
y
c
l
o
p

siie

d
e
r

 

p

-so
s
o
p
h
i
s
c
h
e
n

 

W
i
s
s
e
n
s
c
l
h
i
a
f
t
e
n

 

i
m

 

G
r
u

'pd
r
i
s
s
e
)

k
於
て
、
現
實
性
k
對
し
て
當
爲
?:
對
立
3
せ
-5

乙 
€

は
一
般
^
如

何

^
.
誤

つ

て

居

，る

か

:5
:
、
又
斯
く
對
立
5
せ
.る
.こ
ビ
は
、
現
實
性
の
漑
念
を
其
の
單
な
る
經
驗
的
表
明

を
超
越
し
て
、
現
實
性
其
も
の
を
现
性
的
な
も
の
ど
し
て
解
し
得
ざ
る
者
^
取
つ
て
の
み
可
能
な
る
^
^
を
指
摘
し

セ
居
る
。
.斯
く
現
赏
性
を
理
性
的
な
も
の
ど
し
て
解
せ
ざ
る
者
は
觀
念
を
持
つ
て
現
赞
に
接
す
る
^
至
6
、『

理
念
、

理
想(

即
ぢ
當
爲)

は
幻
影
.
外̂
な
ら
ず
し
て
、
哲
學
は
斯
る
幻
想
の
體
系
で
あ
る
か
、，
或
は
.反
對
^
、
理
念
、
理
想

(

常
爲〕

は
現
實
性
た
る
可
く
余
6

k優
秀
な
も
の
セ
あ
6
、
又
同
樣
R
現
實
性
?:
自
ら
造
ぅ
出
す
可
く
佘
ぅ
に
無
カ

な
も
の
で
.あ
る
か
に
な
.る
。』

斯
く
の
如
く『

理
念(

當
爲)

か
ら
現
實
性
?:
分
離
'せ
じ
む
る
乙
^
は
特
R
自
己
の
杣
象

の
夢
を
或
る
眞
：理
ど
看
做
し
た
3
、
1
己
が
豫
め
又
政
治
的
方
而
^
於

：て
好
ん
；で
規
定
ず
る
常
爲
を
自
負
し
て
、
恰

も
世
界
が
事
實
：3
ゲ
で
な
い
^
、
如
何
^
あ
る
可
き
か
：
：
を
經
驗
せ
ん
ど
し
て
、
當
爲
を
待
つ
て
居
つ
た
か
の
如

く

自
負
す
る
が
如
さ
悟
性
に
於
，て
好
/t

で
な
^

れ
る
。

：』

斯
る
現
實
性
か
ら
分
離
^
れ
た
理
念
を
哲
學
ぱ
本
來
取
扱
は

g

。

『

哲
學
は
取
^
當
爲
た
る
R
過
ず
し
て
、現
»
的
た
ら
ざ
る
が
如
さ
.無
力
な
も
.

の
R
非
ざ
る
理
念
の
み
を
取
极
ふ

の
で
あ
.つ
て
、
從
つ
て
現
實
性
，
：
，を
取
扱
ふ
。』

g

'
ô

ff
i

ぐ

の

如

く

、
へ
1
ゲ
ル
.は
現
實
&

、
細
ち
存
«

^
對
し

笫
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第
五
'號 

瓦
八

て
现
念
> 
即

ち

當
爲
.を
對
立
：せ
し

V
る

.時

.

は
..

理
念
、
當
爲
は
觀

念
的

.妄
想
^

化

し

て

終
ふ

こ

^
を

指

摘

し

、

眞
の
.理 

念"
常
爲
?:

現
實
性
其
も

の

、
內
化
見
出
3

ん
.
.ビ

レ

て

居

る

0へ
$

^

1
ー
日
す
れ

ば

當

爲

ビ

..存

在

の

同

1

性
?:

見
出
さ 

ん
S
し

て

居

る

。

斯
<^

て
彼
は
次
の
有
名
な
命
題
^
到

.達

し

た

の

で

あ

る

。『

理

性

的

な

も

の

ば

現

«

^
な

彡

、

現

實
 

的

な

；̂

の
一
は
-理

性

的

^

々

o』

g
ど

P
V
' 

• 

'

ベ
ー
，
ゲ
；
哲
學
の
影
響
を
受
け
、
其
の
哲
擧
の
核
心
を
唯
物
論
^
—
夫
は
何
等
本
體
論
的
形
而
上
學
で
は
な
く
、
-
.

 

單
^

實
證
論
的
な
も
の
で
あ
る——

に
：置
代
へ
.た
：マ
.グ
ク
ス
も
、
：旣
にj

A

H七
年
十1 .

月
十
日
に
父
^

興
へ
た
手 

紙
.の
内
で
、
.力
ゾ

ト

、

フ

ィ

ヒ
；テ
.流
の
.観
念
論
の
本
來
の
缺
陷
ミ
し
て
.、

f

現
實
的
な
も
の
ど
當
爲
的
な
も
の
ビ

の
對 

立』
(
G
e
g
s
s
a
t
z

 

des 

Wirklichen u
nd 

sollenden 〕
l

?r
指
摘
し
て
居
る
。
然
し
彼
は
へ
ー
ゲ
ル
の
如
く
、
現
«

性
^
當
爲
-
の
同
一
性
を
ば
、
理
性
即
ち
世
界
精
神
の
現
象
形
態
ど
し
て
の
現
實
性
の
內
に
見
出
^
ず
し
て
、
社
會 

化
せ
る
合
規
範
的
次
人
間
の
實
踐
活
動W
し
て
の『

社
會
的
.存
在』

^
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
：
§'
 

.
筆
者
は
以
上
を
以
つ
て
、
.純
規
範
的
方
法
原
理
の
'內
的
批
判
を
終
ら
ぅ
-°
更
に
此
の
方
法
^
向
け
ら
る
可
&
實
踐 

的
W
心
ょ
6
す
る
超
絕
的
批
判
は
、
旣
^
純
形
式
的
方
法
^
向
け
ら
れ
れ
場
合
^
同
樣
に
、Lebensfremdheit 

€
 

Erstarrung

の
ニ
黙
^
歸
じ
得
ら
る
、
事
は
多
言
を
喪
^
ず
し
て
明
か
で
.あ
ら
ぅ
。

.ぐ
我
々
：は
最
早
法
律
學

I

般
、
否
な
其
の一,

分
科
た
^
勞
働
法
の
研
究
方
法
原
理V 」

し
て
力
.V

ト
主
義
を
採
甩
す
る 

乙
ど
は
：出
來
ぬ
。
：內
的
批
判
の
見
地
^
立
つ
^
业
ら
ず
、
更
妃
實
踐
的
關
心
^
立
つ
て
見
る
時
は
、
' 力
シ
ト
主
義
の 

繫
縳
の

下
が
6
法
律
學
を
全
ズ
自
由
な
も
し
め
な
け
.れ
ば
在
ら
ぬ
z

'-
^

kな
る
。，實
踐
k
.理
論
的
极
據
を
與
ふ
る
が 

如

為

學

問

の

構

成

t
可

能

な

ら

し

む

名

方

法

顧

.理

.は
;:
;
'::實
踐

が

夫

纪

立

脚

し

そ
.0'
み

行

は

石

、

現

實

性

其

めi

の

ゝ

把

握

K
最

i
適

し

.た
方

.法

で

な

け

れ

.ぱ

な

ら

■ぬ
.
..o
.
..

斯

る

.方
'..
法

.■を

得

.る：

爲

k
:は
力

.

.ゾ

.

.ト

..哲

.■學

：
.の
如

さ

.主

.猓

主

義

、

觀

念
 

論
を
.棄V

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
客
観
主
義
、
t.
:
在
論
、
實
證
論
否
な
マ
グ
ク
ス
的
意
味
.に
於
け
る
唯
物
論
へ

轉
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
，。
；
菩
人
に
し
て
少
し
く
哲
學
史
を

.繙
く
な
ら
ば
、
如
何
に
社
會
組
織
の
固
定
せ
る
時
代
に

は
前
者
の
思
想
傾
向
が
强
く
、
社
會
組
織
の
變
苹
期
に
於
て
實
踐
的
關
心
の
橫
溢
せ
る
時
代
に
は
後
者
の
思
想
傾
向

が
强
さ
か 
<
颔
れ
る
で
あ
ら
ぅ
。
我
々
は
恰
も
マ
グ
ク
ス
が
へ
ー
ゲ
ル
0
理
性
即
ち
世
界
精
神
を『
社
會
的
存
在』

に

置
代
べ
た
如
く
、
又
觀
念
論
的
純
粹
形
式
.及
規
範
ど
し
て
.の
.法
律
?:『

社
會
的
存
在』

に
置
代
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

而

し

て

、一

. 一

度

我

々

が

法

律

を

『

社

會

的

存

在

』

ど

し

て

.其

の

現

實

性

R
於

て

把

提

せ

ん

：V 」

試
み
る
や
、
諸
種
の
社
會

的
存
在
を
有
機
的
へ
統
一
的
關
係
^
於
て
觀
齋
す
る
乙
^
に
依
：つ
て
、
夫
等
の
現
實
性
を
把
振
せ
ん
^
す
る
社
會
學

的

方

法

に

方

向

を

轉

じ

な

け

れ

ぱ

な

ら

ぬ

。
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思
惟
作
用
に
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4

5
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で
.あ
る
0

我
々
の
思
惟
作
泔
ミ
思
惟
さ
れ
た
意
味
ミ
は
一
つ
の
物
で
は
な 

い
。
思
惟
作
州
は
個
人
の
意
識
瑰
氟
-
し
て
時
間
、
空
間
、
因
果
'.の，.關
係
の
下
に
：立
つ

.の

.で
あ
る
：が
、
考
へ
ら
れ
た
る
意
味
は
一
般
的 

で
ぁ
る
？
此
等
：の
作
用
に
超
越
的
で
あ
る
。
例
へ
ば
_私
.が
靑
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も
の
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考
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た
時
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，靑
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沄
ふ
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現
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中
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あ
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.で
は
な
い
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没
ふ
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が
何
時
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何
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ら
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は
#
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る
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ニ

，

吾
人
は
以
上
に
於
.て
> 
法
律
は
シ
，チ
タ
ム
ラ
！
の
云
ふ
如
く
單
な
る
形
式
^
非
ず
し
.て
、
.旣
^
内
容
ど
し
て
社
會 

經
濟
を
其
內
に
含
み
、
又
他
方
ヶ
ルV

ン
.の
云
ふ
如
く
純
規
範
^
非
ず
し
.て
社
會
的
存
在
な
る
こ
^
を
知
つ
た
。

.r
r 

く
社
會
經
濟W

統1

的
關
係
に
あ
る
社
會
的
存
在
'̂

し
て
の
法
律
は
最
皁
純
形
式
的
方
法
を
以
つ
て
し
て
も
.、
又
純 

規
範
的
方
法
を
以
，つ
て
し
て
も
其
の
本
質
を
把
提
し
得
ざ
る
は
、
木

^
魚
を
求
む
る
^
同
樣
で
あ
る
。
唯

*
社
#
的 

存
在
ど
し
て
の
諸
種
の
社
會
現
象
を
其
の
統j

的
關
聯
^
於
て
把
握
せ
ん
^
す
る
社
會
學
的
方
法
を
適
用
し
て
こ
そ
、
 

法
#

の
本
質
を
、
.否
な
其
の現
實
性
を
把
握
し
得
る
の
で
あ
る
。

取
る
^ >
& :
^

於
け
る
法
律
學
の
硏
究
2:

ー
般
^

『

法
律
社
會
學』

：(
R
e
c
h
t
s
s
o
z
f
o
l
o
g
l
e

 

O
d
e
r

 

S
o
z
i
o
l
o
3
.
e

 

d
e
s

 

R
e
c
h
t
s
〕

s

云

ふ

。

斯
る
理
論
は
力
ン

ト
ロ
ゥ
キ

チ

(
K
a
n
t
o
r
o
w
i
c
z
〕

の
云

ふ
如
く
、『

全

然

新
ら
し
r

も
の
で
は
な 

く
、
：
：
：
寧
ろ
至
つ
て
古
く
、
即
ち
社
會
學
其
も
の
、
槪
念
ど
同
樣
R

古
い
も
の
で
あ
る
C
J
C1

)

旣

怫

蘭

西
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於
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u
g
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.追

從

者

.t

.
佛

.
蘭
.西

、
：ハ
伊
太
利
、
':露

西

距

k

f
u 

o 

, 

へ 

、 

L
s
.
o
u
n 

0 

M
v 

R

.

a

r

o

i

t 

^

'rt
<
3
L
C

 

P
>
O
S
I
t
£
V
I
i
5
I
;
r
L
O
v
H
S
7

o\'
)

、

s

r̂t
. 

I
V
I
a
L
r
o

 

(

o

r

o

lft
c
ft
s

o.
o
i
o
l
o
w
l
e
, 

i

p

“ 

R
e
v
u
e

 

c
r
i
t
i
q
u
e

 

dn>
'

l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n

 

1
7
*

I
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e
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1
0
0
4.

〕

、
R
.td
s
/Q
e
i
l
l
e
s 

(
Le 

droit 

ertla 

s
oo.
-'s
-
l
o
g
l
e
, 

1

0

1
0

〕

、
 

Bruwi 

(Di 
un 

fondameto 

nLosonco 

delia 

considetta interpretazione stonca delle l
eg
g

vr
P-

p
<T
>
3
t
g
a

cr
e 

f
c:
r rlccagllone 2

, 

IVO
I
O

)

、
m

R伊
太
利 

:の
社
會
學
的
刑
法
學
者Ferri 、

Garofalo.

等
及
び
露
西
5g
のM

u
r
o

日
2
€ミ
等
5:
擧
げ
得
る
。
殊
に
觸
乙
R
於
て
有 

名
な
者
^
し
て
は
.Rudolf V. 

Jhering(Der Z
w
e
c
k

 

i
m

 

R
e
c
h
t

 
1
00
7
7)

、E
m
s
t

 

F

 u
c
h
s

?:
擧
げ
得
る
。：

最
近 

獨
乙
R

於 V

斯
る
立
場
を
代
表
す
る
者 

Sし
て
は
、wu

g
e
n

 Ehrlich C
G
S
n
d
l
e
g
u
n
g

0.
3
 soziologie des Rechts. 

1
9
1
3〕
、

Franz 

w
.

 

Jerusalem 

(soziQlogfe 

des 

Rechts'I 

B
d
； 

1
9
2
5〕

更
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
立
場
ょ

*
し̂ 

て
斯
る
藤
度
を
取
る
者 W

し
て
、Joseph 

Karner 
.

(

本
名
は 

Karl 

Renner, 

Die 

soziale 

Funk.don 

der 

Rechtsinstitute, 

Marx-Studien, 

Bd. 

I
)

等
が
あ
る
。

勿
論
是
等
の
人
々
の
間
は

、
.其
の
對
象
に
於
て
、
其
の
方
法
に
於
て
多
少
の
相
違
が
あ
る
。
極
く
最
近
の
人
 々

の
所
說
を
述
べ
れ
ば
、
ィ
エ
声
サ
レ
ム
の
如

&
ば
從
來
の
觀
念
論
的
主
觀
主
義
に
對
し
て
、『

純
客
觀
性
の
方
法
を
法 

律
社
會
學
^
名
附
け』

6

て
居
る
。
，
又
.工I
ル
ブ

ッ
ヒ
は『

法
律
發
展
の
重
心
は
總
て
の
時
代
ヾ
し
同
樣
に
現
代
^
於 

て
も
、
立
法
或
は
法
律
學
或
は
裁
判
に
存
せ
ず
し
て
、
敏
ろ
社
會
其
も
の
、
內
に
存
す』

(3
)
ミ
の
根
本
命
題
^
出
發 

し
て
、
從
來
の
法
律
學
の
如
く
單
k
成
文
法
規
、
：：
殊R
判
決
規
範
の
解
釋
、
：分
類
、
體
系
化
を
事
^
す
る
裁
判
官
、
 

辯
護
士
の
爲
の
實
踐
的(

即
ち技
術
：的)

硏
究
⑷

に
»
し
て
、

II
:
會
團
體
の
秩
序
を
規
制 

す
る『

生
会
た
法
律』

(lebende 

R
e
c
h
t
)
®

の
研
究
?:
行
ふ
こVJ

に
依
つ
て
、
法
律
學
は
技
*
論
か
ら
社
會
學
の
一
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第
五
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六
四

部
ど
し
て
眞
の
科
學
^
迄
到
達
し
得
る
ビ
な
U
て
居
る
.？
：故
に
.工
丨
^;
ソ
ッ
ヒ
ば
法
律
社
會
學
の
課
題
、
，：
對
象
を
次 

吹
如
く
定
義
し
で
居
る
。( 『

师
會
寧
的
法
#,
學
の
.第

-
の
10
も
重
襄
な
謙
題
吹

 ̂

秧
序
附
け
、規 

定
す
る
法
律
要
素
お
取
な
る
：判
決
規
範
か
ら
區
別
し
、
其
の
：紙
檝
的
性
質
を
叨
：か

.
す̂

る

，に
；
あ

る

。

』

8

5 1

R
其
の
對 

象
を
明
か
に
す
れ
ば
：

『

法
#
の
：科
學
的
認
載̂
取
つ
七
問
題
ミ
炙
る
.法
_
領
域
に
於
：け
る
缸
會
現
象
は
就
中
法
雜
事 

實
其
物
で
あ
つ
%;
彳

即

：ち

人

間

國

體

內

^
於
て
各
人
^
其
の
.立
.摄
^
任
務
6
5:
,規
定
す
る
憤
行
？
支
配
關
係
、
所
有 

關
係
、
、契
約' 
定
款
.
遺
言
處
分
、
.其
他
の
指
圖
、
X
び
相
續
等
で
あ
る
。
次
：
l r

で
、
.法
規
は
其
の
*
踐
的
適
用
及 

び
解
釋
の
點
か
ら
で
は
な
く
、
：，單
k
.事
實
ど
じ
て
、
從
つ
て
寒
ら
其
め
起
原
及
び
作
用
^
從
0
て
觀
察
さ
る
：’

R
至 

る
の
で
あ
つ
て
、
最
後
^
法
#
を
構
成
せ
.し
む
る
凡
ゆ
る
社
會
カ
が
觀
察
3
る
、
^
至
る
。』

：5
:而
し
て
、斯
る
對
象 

の
認
識
字
段V 」

し
，て
、

工
ー
\

ノ

ッ
ヒ
は
第 
ー
^
法
律
證
書(

R
e
c
h
t
s
u
r
k
u
n
d
e
y

第
一1

に

生

殘

つ

て
®-
る

法

律 

〔iiberlebsde 

Recht) 
ノ 
第

三

は

新

.
た

な

る

法

律

た

 

6 得
る
*
^
o
e
b
s
s
f

li
)
:
h
i
g
e
n 

Kef 

日

 e eines neuen 

Rechts) 

を
研
究
す
可
き
事
を
主
張
し
て
居
る
？
的
：
 

、

. 

- 

.

ノ1

方
力
ル
ネ
，
の
如
き
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
集
礎

^
玄
つ
で
單
な
る
法
规
で
は
な
く
：
其
の
法
規
が
實
際
社
會
關 

係
紀
於
て
營
む
機
能
を
研
究
し
、
以
？

マV

ク
.：ス
が
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
經
濟
學
を
批
判
し
た
如
く
、
：ブ
ル
^
ョ
ァ
法
學 

を
批
判
せ
ん
ど
し
て
居
る
。
即
ち
彼
ば
法
律
制
度
.の
.

11

面
性
、
.
.
.
即
ち
法
律
制
度
の
規
範
的
構
成(Normbestand) VJ 

社
會
的
機
能
ミ
の
區
別
R
出
發
し
て
居
る
。『

法
樣
制
度
は
、
恰
.か
名
.ミ
の
ブ
：ル
；ジ
ョ
：.ァ
.世
界
の
殆
ん
ざ
總
，て
の
も
の
、 

即
ち
：例
べ
ば
、
.
商
品
、
生
產
又
は
グ
土
，ル
.ネ

.̂
ソ
ム

 

>
.
ル
ト
が
^

う

'

で
あ
，
る

'や
う

k

、
.」

一
：面

的

性

質

を

有

つ
て

居

る

o 

形
式
法
律
學
的
はU
"

法
律
制
度
.は
章
節
に
分
杧
れ
•：;'
:辛
抱
强s 

.紙
の
^

印̂
刺
せ
ら
れ--
®;
® 

a 

t
t

拙

綴

分

れ

，：た
：命

題

、
；。
即

乇

フ

規

範

で

：あ

：ヶ
、

恰

■か
も

：株

式

中

k
於

.け
：？
鐵
谭
の
：鞔
道
：及

-び

車

輔

、
：
若

し

は

、

銀 

行

券

中

化

於

け

る

棒

金

ぜ

同

榇

に

,

柚
象
的
な
存
在
を
有
つ
，も
の
で

.あ
：各

,9
v
.
'こ

商

品

'?
?
い
ふ
偶
像
が
使
用
價
値
な

る
自
然
的
事
實
ヒ
相
竝
ん
で
存
在
す
る
ど
同
じ
く
、
法
規
^
,

S

ふ
偶
像
は
.、
人
類
相
苴
の
事
實
的
關
係
ど
相
就
ん
で

存
す
る
。
形
式
法
律
學
的
k
は
あ
ら
ゆ
る
法
律
制
度
は
、
規
範
の
總
體
、
即
ち
..、
命
令
の
總
計
で

■あ
る
。

：
：
法
學

の
課
題
は
、
.全
規
範
材
料
の
技
術
的
取
扱

a
、
體
系
的
把
捉
、
，
論
理
的
加

H

及
び
實
際
的
適
用
ど
云
ふ
點
^
完
全
^

盡
さ
て
居
る
。』

(.
0
)ど
。
斯
る
法
律
制
度
の
規
範
的
構
成
の
み
を
研
究
す
る
：ブV

ジ
ョ
ァ
法
學
を
彼
は
形
式
主
義
的
な
、

生
命
な
さ
抽
象
理
論V 」

な
し
、
之
^
反
し
.て
唯
物
史
觀
の
見
地
ょ
々
、
土
層
建
築
ミ
し
，

V

の
法
律
制
度
が
其
の
下
層

建
築
た
る
.經
濟
關
係
^
茈
礎
を
置
く
社
會
組
織
內
^
於
て
營
む
機
能
、
即
ち
彼
の
所
謂
：.法
律
制
度
の
社
會
的
機
能
の

研
究
を
以
.つ
て
本
來
の
法
律
學
の
課
題
ど
し
て
居
る
。『

ミ
s

k始
め
て
：、
.單
な
る
法
律
學CRechtskunde)

で
も
、

軍
な
る
法
學(Jurisprudenz)

で
も
な
く
、
寧
ろ
法
律
科
學(Rechtswlssenschaft )

で
あ
る
所
の
、

法
®
理
論

(Rechtslehrev

の
.

一

部
門
が
生
.ず
る
。』1

ど
。
'彼
は
斯
る
方
法
.
趣̂
附
い
.：て
、
所
有
權
の
規
範
的
構
.成
に
'何
等
變

SI
な
さ
に
拘
ら
ず
，
其
の
社
會
的
機
能
は
經
濟
關
係
の
變
化
^
從
つ
て
如
何
化
變
化
し
來
つ
^
か
を
詳
細
に
論
じ
て

■居
る
：。
所
有
權
規
範
は.

『

何
人
も
、
A
に
屬
す
る
物
を
、
彼
の
處
分
か
ら
奪
つ
て
は
な
ら
ぬ
>
.何
人
も
、
A
の
平
靜

な
る
物
の
占
有
を
，
妨
げ
て
は
な
ら
ぬ
云
々』

：

‘
で
あ
.る
。
:
_

『

所
有
*
の
：法
律
的
定
義̂
於
¥
ば
、:

權
利
客
體
は
差
別

5
れ
ず
、
客
繼
の
何
で
あ
る
か
：は
問
題
で
.は
な
い
。：
所
有
權
.の
規
範
的
：構
成
は
、
.代

數

式

の

や

う

^
.
、

€

の

や
う
R
、
無
害
な
も

の
で
あ
：る
。
併
し
、

t
の
.加
速
度
.の
：定
式
の
■中k
雪
な
だ
れ
を
嵌
め
.込
ん
で
見
ょ
o
然

る

惑

は
、
乙

の
：定
式
は
、

A

前
：を
應
.し
り
ぶ
す
.で
あ
ら
う
.。
親
範
.の
空
白
.の
中
仳
機
槭
を
嵌
め
_込
ん
.で
見
ょ
。
然
る
言

德

，.二
十
：四

卷

(

七
五
三

)

勞
働
法
の
.研
究
方
法

 

笫
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第
五
號 

六
六

は
、

空
街
は
、
世
代
を
殺
戮
す
名
.で

あ

ら

ぅ

所

有

權

の

_

義
社
會
ど
-̂

於
.て
、
：夫
々
如
何
妃
屬̂
れ
社
會
的
機
能
を
營̂
に
至
:0
枱
>
ら

：ぅ

か

。

『

苦
_
の
結
果
封
建
的
束
_
か
：
 

ら
脱
心
た
：所
^
.
\小
商
品
.生

產

者

：
の
：社

會

7
そ
の
中
^
於
年

る
所
の
：小
商
品
生
產
者
の
社
會
、
斯

か̂

社

:#
の
宣
言
す
る
®

は、. ：：：

各
人
：は
各'.«
.

自
己
の
：勞_

件
を
所
有
し、
各
.
 

人
は
自
由
^
他
人
^

_己

.
ゅ

勞

働

の

產

物

.̂

交
換
^

る
.
、

く

いぷ
も
茗
化
外
な
ら
な
s
o

:

法
規
は
：各
人
に
、
各
人
が 

合
目
的
ど
#
へ」

，る
所
^
從
0

、̂
，
：自

已

：の

勞

働

蒂

^

生
產
物
.：は
a
飞

ぅ

：
でk

#

o所
^

K

Mす
.る
か
'&
、
-'
:
;法
規
は
斯
.く
ず
る
乙
；̂が
出
來
る
の
で
あ
る
：々
；
法
規
は
各
人
を 

し
て
.自
己
の
.子
孫
を
扶
養
せt
め
る
！

そ
しv

又
->
父
の
：所
有
は
：、
相

續

す

る

所

の

子

供

管

つ

て

は

、
榮
養
甚 

金

：
で

あ

る

：
か

ら

、
：
，
法

規

は

斯

く

し

て

：も

差

^
へ
.
.萍
s
'の
で
.あ

る
"
翁

る

素

扑

な

單

純

な

.、
，：

:'

所
有
權
秩
序
は
、
，
乙
の
社 

會
.の
：生
#
條
件
を
法
#
的
^
圓
宠
ず

奋
^
姓

を

資

的

ミ

：し
^
'居
态
0
^
^

物
.の
平
和
な
所
持
：は.、
他
人
.
.の
勞
働
カ
の
：苛
酷
攻
る.支
；配
に
轉
化
し
ハ多
ぐ
れ
揚
合
^
封
建
時
代
や
フ
ァH

丨
ラ
ォ 

丨
ネ
ン
：の
：そ
れ
：ょ
ぅ
も
苛
酷、
' 

.
ょ
：ヶ
雄
忍
ァ
允
务
殺
麵
的
な
勞
働
嫉
序
を
生
み
出
し
た
—

—
幼
年
エ
勞
働
を
想
ひ
起 

し
て
見
ょ
！
一̂

自
己
0
物
の
斯
か
る
：平
和
な
所
持
域
^
他
人
の
勞
働
の1
物

^

名

義

i

な

6

、
全
：社

#

の

生

產

物

5:
遊

墮

階

級

技

利

®

、

利

息

.：、
：：.地

代

(£
'

(>
.て

分
05

し

、
：
活

1|
|
的

階

級

|̂?
:

保

存

ビ

繁
殖
ビ
の
宓
需
品
の
み
を
分
つ
な
至
っ
た
：。
；，务

れ

は

、
#

斯

ぐ

0
細

く

、
；；
所

有

權9

規

範

：的

構

成

は11.1

な

：る
^
拘

ら

'ず

、
.'其

の

麻

會

的

機

能

ば

簞

純

な

る

：商

品

；生

產

社

會

k
あ 

つ)

：

は

勞

働

；者

'自

身

k

生

產

.手

.段

5̂

:
-4
1貧

；ぜ

し

.ひ

>

猶̂

熊

を

營

ん

：で

居

っ

：：た
:^
;;
'
>'-
-
;
;
-
.
^
^
^
^

、
：
：
殊

纪
所

有

權

客

臆

の

..
'

變
匕
.ミ
共
-̂

其
の
社
：會
的
機
能{̂
勞
傷
者
自
身
：の
余
剰
勞
俲
：を
搾
取
す
る
資
本
擄
能
匕
迄
變
邓
し
れ
夕
；
即
ち
所
有
權 

の
社
會
的
機
能
は『

所
有
權
，者
.の
手
中
^
於
で
、
相
次
そ
、
權
カ
名
義
、
0刹
濶
名
義
、
利
息
名
義
‘：：利
#
名
義
、
地 

代
名
義
ど
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
資
本
若
し
く
は
資
本
^
等
しs

^

の
^
な
っ
..た
。
斯
く
し
て
、.
今
や
所
有
權
の 

客
體
は
、
鹿
業
資
本
、
商
品
取
'引
資
本
、
貨
幣
取
引
資
本
、
.刹
息
附
資
本
又
は
土
地
所
有
權
'で
.ぁ
々
、
且
っ
乙
れ
ら 

の
形
相
の
何
れ̂
於
て
も
.、
:.
所

有

者

^

一

 

っ
の
分
^
さ
れ
た
假
裝
の
刻
印
^
擦
す
所
の
特
異
の
機
能
を
有
っ
て
居
る
。
 

そ
れ
ど
同
時
^
、
所
有
權
な
る
法
律
制
度
は
、
そ
の
獨
自
性
(£
自

足

，
性

：
ミ
$:
失
'ひ
單
純
な
る
商
品
生
產
者
が
.、
直
接 

R
、
第
三
者
の
予
涉
な
し
に
、
人
格
者
ど
し
'て
'物
^
關
係
し
た
の
^
反
し
.て
> 
た
C
他
.の
法
律
.制
度V 」
の
不
斷
の
結 

合
に
於
，て
そ
の
機
能
を
盡
す
に
す
f
なi

。

所
有
權
賃
銀
契
約
、所有權ビ

I

賣
買
契
約
、所
冇
權 

.消
費
貸

借

、

所
，有

權

V
J
——

小

作

：
、
.等
々
^
云
.ふ
が
如
き
、ノ
連
.結
制
度
ど
の
«
型
的
結
合
に
ょ
，っ
て
、

』

§
:
其
の
機
能


を
盡 
す
^
。
 

.

\

.

.筆

者

は

'

エ

丨
ル
，リ

,
ヒ
の
如
く
、
單
な
る
判
決
規
範
.、
杏
な
成
文
：法
規̂
晦

ら
.

ず
、
廣
バ
社
會
刚
體
内
に
於
て 

自
ず
ミ
生
.じ
、
其
'の
團
體
轶
序
を
規
制
す
る『

生
さ
た
法
#』

を
，
ヵ.

ル
.ネ
^
の
如
く
、
其
.の『

社
會
的
機
能』

^
於
て 

W
究
す
る
.こ
V
J5:
法
律
社
會
學
の
課
題
な
-
 ̂

VJ

す
る
。
而
し
て
、
斯
る
法
休
祖
#
學
の
み
が
眞
(/
法
对
#-
HI
ち
兩 

會
科
學
の1

部
門
ビ
し
て
の
法
#
科
^
た
6
得
.るN

l
w

?:
强
ぐ
信
す
■る
の
で
^
る
。
勿
論
從
來
の
理
論
法
學

9

? 

c
h

t
s

d
o

g
m

a
t

i
k

 

O
d

e
r

,

 

d
o

g
m

a
t

i
s

c
h

e

 

R
e

c
h

t
s

w
i

s
s

e
n

s
c

h
a

f
t)

、

即
ち『

各
時
代
に
於
て
効
力
を
有
す
る
法
辑
規
範
を

m

 

集
し
、
研
.

|

九
を
な
し
て

一
箇
の
科
學
的
體
系
：

V
J

な

し

、

-

其
等
の
缺
點
> 
矛
盾
を
無
く
し

、

且
.りJ

般
R

有
効
な
法
律 

材
料
に
對
し
て
夬
を
適
用
す
名
^
最
も
適
.し
た
形
式
を
與
ベ
る
こ
匕
を
課
題
ピ
す
る』

1

理
.論
法
學
に
對
し
て
、
斯

笫
ニ
十
，四
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C

七
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法
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^
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笫
五
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七
5

0

勞
働
法
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法

S
1

.

六
八
.

名
：.法
‘學
を

：
眞.の
法
#
科
學
k
非
ず
ダ
な
し
；、
之̂
置
さ
代
へ
る̂

法
_
社
.倉
學
等
を
以
づ
て
せ
ん
ビ
，す
る
試
み
^
對 

し
そ
は
、
：#
來
多
く
の
反̂

!
が
.あ
つ
.：̂
。.''
旣
^
早
く
，： T

八
八
一. 一：：

年

に

於

：
て

、
：
；
露

西

盥

の

法

#

學

者

ハ

目

 

は『
法 
A 
學
R
.於
け
る
現
時
：の
蓮
動
^
:就
て』

3

^
1- die ’g

e
g
e
n
w

PJ.-rtige- B
e
w
e
g
u
n
g

3-
cu
。，Rechtswissenschaft) 

.?

.題
す
名
講
愤
に
於
七、Ihering 

.等
が
法
律
雜
會
學
を
以
づ
.て
：规
論
法
學
R

®代
へ
、
斯
ぐ
て
.法
律
學
を
科
學
た
•
 

る
地
位
}?
:
高

め

ん

著

る

譲

を

批

評

.し
、
之
R
對
し
て
方
法
論
上
の
二
元
論
.を
強
_
し
、
法

律

社

.#
學
の
法
#
哲 

學
及
び
法
律
の
歷
史
购
研
究
^
對
す
る
意
義
® 

R、
或
る
漉
度
迄
理
論
法
學
R

.W
す

る

襲

I

s

る
が
、
.法
# 

ji
f
L會
學
を
以
つ
て
理
論
法
學
^
置
代
べ
ん
ど
す
る
事
は
夫
>
獨
自
の
研
究
領
.域

を

有

す

る

も

の

?:
'

混

同

す

る

も

の

な
 

6

Sし
て
、
强
く
不2

定
し
て
居
る
。
之
ょ
ぅ
十
年
遲
れ
て
、：Jell

p*ek 

Uは
其
の
著『

主
觀
的
公
法
の
體
..系』(

s
y
s
t
e
m

 

der s
u
b
j
e
M
v
e
n

orf
f
l
i
c
h
e
n

 

Rechte, 

160
9
2

)

♦
竝
处『

一

般
的
國
家
論』

C
A
l
I
g
l
e
f
; Staatslehre, 

1900)

R
於
、
 

て
へ
.
.等
し
く
.方
法
.論
上
の|

一
元
論
に
.碁
附

气

國

家

論

を

規

範

ミ

し

て
.の
法
律
.ど
、
社
會
的
事
實
で
し
て
の
.法
徐
ど 

の
區
另
に
甚
杯S

 

^

#成
せ
んvj

し
、
..法
#
社
#
學
?:
以
.つ
て
现
論
法
學
^
置
.代
へ
る
乙

ビ
を
否
定
し
て
®
る
。
又 

旣
k

rr
章
に
於
て
述
べ
：た
.如
く
、
ィ
_
.グジ
'^
、«

^
ヶ
十
^

^

^

-©
k
力
ゾ
ト
ロ
ゥ
キ

.
 

チ
も1；

九
一
〇
年
の
：第
一
囘
獨
逸
社
會
學
者
大
會
の
‘席
上
祀
於
て
、『

法
律
學
ヒ
社
會
學』

ヒ
題
す
る
講
演
^
於

て
、
 

同
樣
^
否
定
的
態
度
を
示
し
て
居
る
。

, #
^
據
れ
ば
、
法
律
社
會
學
ど
は『

社
會
生
活
が
其
の
法
律
規
範V 」

の
關
係 

に
於
.て
_研
究
3
れ
る
場
合
.

』

！：
を
•云
ふ
の
.で
あ
.つ
て
.、『

從
つ
：て
法
律
社
會
學
は
理

論

的

に
'
、

社
會
生
活
.の
現
實
性
を 

法
律
目
的
て
么
文
化
價
値
ど
，關
聯
七

.1
:
、
，普
遍
化
的
^
'研

究

す

，
る

學

問

で

あ

る

、
。

.之
^
反

し
.：
て

、

法

律

規

範

.
の

内

容 

ビ
體
.系

:<
£
"
^
:
關
す
る
1
論
た
:6
现
論
法
學(die. dogTQatfsche 

J urispruaeno 

.は
斯
る
樣
式
の
.外
k
布
す
る
：、
，
，こ

沄
.ふ
：の
'
:は
、：

夫
は
.击S

;

合
、S
主
義
的
$
法
律
學
现
論
を
，

服
し
た
後'容

易

知
”る
如
}

、
■

: 

I

理
；論
的
R

I
價
値 

た

關

係

せ

し

め

：
て

取

扱

ふ•
の

で

は

な

く

、
.寧

ろ
：一
—

規

範

科

擧
 
>」

：

し

.
て

-
—

夫

自

體

價

値

判

斷

が
.
な

さ

れ

.

(

し
く
会
へ
ば
普
遍
化
的
方
法
の
下̂於

て

な

さ

れ

る

)

。』『

今

や
吾
人
は
、
法

律

學

が

常R社

會

學R
依

.
っ

て

置

代

へ

，
ち

れ

得

る

し

、
且

o
.今
や
^
の

時

ド

至

：
つ

：.

て

居

るビ
か

考
'■へ
る.‘の
：
は

如.何
^
全

く

、
間

違

つ

：
て

居

る

；
か

：

^
覺

る

。

』
g

ビ
0

.

.

.斯
る
非
難
あ
.る
.に
も
拘
ら
ず
、
法
律
社
會
學
を
以
つ
.て
眞
の
社
會
科
學
の
一
部
門
ど
し
て
の
法
律
學

な

るz
.
i

主

張

ず■る

者
^
し

て

は

、w
0
3
^
prg

、
Ehrich

、

G
a
m
p
l
o

-S
.
c
zci
s
)
:
及

び

ブ,

ジ

ョ

ァ

法

學k對
し
て
マ
ル
キ
シ
ズ

ム
.の
法
學
を
建
設
せ
ん

ど

す

基

者
-̂
じ

て

K
a
r
n
e
r

等
が
.あ
'る
。

.筆
者
も
亦
斯
る
立
場
?:

取
.る
も
' の
で

あ

る
.9

何
ん

ビ
な
れ
ば
、
,從
來
の
所
謂
：现
論
法
學
.は
技
術
論
に
外
な
ら
ず
し
で
、：何
等
社
會
科
學
た
る
の
資
格
を
有
3
な
い
ど
信

:

ず
.る
か
：G
で
あ
る
。
筆
者
は
：社
會
料
學
：

1
般
：の
課
題
を
、
.
.實
踐
に
對
し
て
理
論
1

據
を
與
へ
#
る
が
如
き
、
社
會

現
象
の
現
»
性
自
體
：の
把.握
に
あ
るビ
信
ず
る
者
.で
あ
る
。
從
.つ
.て
、
從
來
の
所
謂
理
論
法
學
の
如
く
、
法
律
規
範

の
み
を
取
ガ
來
つ
て
、
之
に
論
理
上
完
全
な
る
體
系
を
與
へ
ん
6
す
る
槪
念
的
遊
戯
を
以
つ
て
終
始
し
、
其
の
法
律

:规
範
，が
現
在
の
社
#
生
活
^
於
て
.如
何
な
る
機
能
を
#
む
'か
：
を

荃

然

：顧
«
せ
>

|
も
の
.を
、
煩
瑣
學
者
的
態
度
ど
し

'

て
强
く
非
.雛
す
る
o 

.
夫
は
最
早
社
會
科
學
た
る
の
偕
稱
を
許
し
難
い
も
，の
で
あ
る
。
そ
が
實
踐
ド
寄
與
す
る
ど
し
て

_
も

、

高

ガ

管

班

、
ン

裁

：判

官

、

辯

課

士

：の

食

踐

1

心

を

滿

す

f c
M

ぎ

な

S
.

で

あ

ら

ぅ

。

否

，
な

、

.

恐

ら

く

 
V
千

丨

V

リ

ッ

ヒ
'が
正
當
^'
措
摘
し
た
如
く
、從
來
の
理

.論
法
學
は
意
識
的
^
或
は
無
意
識
的
^
、斯
る
狹
小
な
：る
實
踐
的
關
心
を
滿

す
爲
に
稱
成
せ
ら
れ
れ
技
術
論
に
迤
ぎ
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
即
ち『

法
律
體
系
の
論
®

g
rc
成
の
M
al
は
科
學
的
^
確

8!
?

5れ
な
#
實
を
意
味
す
る
^
非
.ず
し
て
，
寧
ろ
裁
判
官
^
判
決
規
範
の
.豐
赏
な
名
貯
へ
そ
備
へ
、
且
つ
出
來
得
る
，

龢
ニ
.十
，四

卷

C

七
並
七〕

：

勞
：

I

法
の
'研
.究
方
法 

0
0 

夫
九
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1十
四
傘
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七
五
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勞
働
後
の
.
研
究
方
法
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:
' 

第
五
：！

T
.

七
0

限

：ヶ

彼

を

此

：

.の
'规

範

化_
束

せ

ん

会

す

る
'單
な
.る
|

3

努̂

カ

，
を

：意

：味

す

：る

^
過
ぎ
^
^

1
部
扔

ミ
し
：て
の
法
律
學
は
，
親
律
規
範
、2
現
實
性
：，
如

為

生

教

於
.

て

;:
"
吣
め」
て
,
法

#

の
：
科

學

が

始

爻

彡

。ヾ

而
し
セ
'、：
ぬ
の

#

_
は
，
.
#
*

5:
‘
鉍
々
の

©̂

の
Ml
,て
の
非
&
#
的 

W

鹙
の
職
繫
办

.

中
^
置
さ

>

iL
:

o

"
一

 

ブ
づ
の
小
班
輪
ぬ

否
な
斯
る
乙

^

を
課
題
ど
す
へ
る
法

# -

社
«

學
め
み
：が
眞
の

..

法
律
學
で

.

あ
る
？

.
：

現
代
の
如
&
革
命
的
實
踐
'の
聲
高
き
時
^
於
て
.、
我
：國
大
學
の
法
學
部
敎
授
連
め
多
く
は
、猶
ほ
理
論
法
學
の
：世
界 

に
立
籠

.0
:で
>:
權
利
、義
.務
の
槪
念
的
遊
戯
妃
終
始
し
モ
©
^

が
隱
さ

n

v

M

る』

S

K

ふ
前
世
紀
中
葉
妃
打
代
れ
た一

大
警
鐘
ぼ
未
だ
彼
等「

の
眠

6

を
醒
し
得
な

S

. 0

'で
あ
る
。
：.： 

筆
者
は
亦
我
國
大
學
法
學
部

.

の
：無
熊

^

衰
退

<

を
.

此

處

忙

見

：る

、の
：で

あ

彡

。

: :
:

.

:

、

':
'

斯
く
し
て
？
眞
の
.法
律
學
は
法
律
社
會
學
に
外
な
ら
ぬ 

>

」

す
れ
ば
、
：次̂

夫
は
如
何
な
る
社
畲
學
を
方
法
原
理
>
/
 

し

，て

採

用

す

可
&
か
の
：問
題
が
生
ず
る
。
.近
代
の
祉
會
學
は
1
¥
0
&
ぎ

、V
i
e
r
k
a
n
d
t

等
it
從
へ
：ばg

『

歴
史
哲
學 

的
、
11

科
辭
典
的
傾
向』

.ビ『

分
析
时
、
：
形
：式
的
傾
向

』
せ
た
分
類
^
れ
、
又
.

Sauer g::R

從
へ
ば
.

『

內
容 

的(

具
體
的
.

)

社
會
學』

ど『

形
式
的(

分
析
的)

.社
會
學』

ど
^
分
類
：さ
れ
る
。
f

に
、
法
律
社
畲
學
は
法
律
規
範
の 

實
質
的
：社
會
的
機
能
：を
取
极
ふ
も
の
で
あ
る
以
上
、
最
早
單

fc
結
合
形
式
の
み
を
取
扱
■ふ形

：.

式
社
會
學
的
方
法
を
採 

用
し
f

,い
。
寧
ろ
、
：前
者
の
，內
容
的(

具
體的

：}

社
會
學：

の
.方

法

を

：
採

用

す
可
き
で
：
あ

る

：。

;-
:
:
然

し

從

來

の

多

く

の

內 

容
的
®

會
學
は
.、
確
か
k
.形
式
社
會
學
者
め
非
難
す
る
、如
ぐ
、
.：歷
史
哲
學
的
獨
斷

^
^
:墮
入
る
か-、'
或
：は
百
科
辭
典

.填

な

石

巨

大

な

知

識

：：の

綦

積

に

過

ず

じ

ゴ

、

伺

等

科

學

の

®
.求

す

る

體

系

的

.銃

.

〗

を

有

？

な

か

つ

セ

。

然

名 

こ
、
筆
者
は
マ
ッ
ヘ
ク
ス

•

ァ

ビ

フ

ー

，ど
共

に

、

マ
ル
；キ

シ

ズ

：ム

は

其

の

本

質

に

於

て

社

會

學

^
外

な

ら

す

し

て

.
、
.

而
も
其
の
社
#
學
は
内
容
的
社
會
學
を
從
來
の
缺
陷
か
ら
救
：ひ
出
し

^
も
の
で
.あ
る
t
.ど
を
信
ず
る
,
筆
者
は
旣
k 

『

マ
ッ
ク
ス
、•
ァ
ド
一
ス
l

k於
け
る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
社
會
學
的

^
礎
附
け

』

ど
題
す
る
卒
業
論
文
化
於
て
可
成
群
細 

R
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
ば
其
の
本
質
に
於
て
祀
會
學
代
外
な
ら
ざ
る
己
ビ
を
論
じ
允
フ
そ
し
て
广
今
之
を
再
び
此
處
^
論 

ず
る
余
裕
を
持
だ
な
い
。
唯

*
简
單
に
マ
^
キ
シ
ズ
ム
の
其
礎
を
な
す
唯
物
史
観
は
社
會
諸
親
象
の
有
機
的
、
統
.一
 

的
關
聯
を
明
か
に
す
る
.：乙
w

k依0

て
、
社
會
組
織
®

R其

の

變

革

過

，
程

'の
統
：士
的
把
握
を
可
都
な
ら
し
.め
た
％

の 

'で
あ
ぅ
、.
.，即
ち
內
容
的
社
會
學
の
最
高
峯
k
立
つ
も
の
で
あ
る̂

:ミ
を
指
摘
す
る
^
止
め
：る
。
又
本
塾
.の
加
田
敎
授 

も
：マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
甚
礎
の
上
に
社
會
學
を
建
設
5
れ
.ん
ビ
じ
て
居
る
ャ
；
ン
，へ

.
蓋

し

、
マ

v

ar
シ
ズ
A-
'
は

よ
し
や
事
實

R

於
て
、
現
在
の
社
會
制
度
を
變
革
せ
ん

V」

す

る
激
情
的
、
實
踐
的
關
心 

}c
.
w發
せ
.る
に
せ
よ
、
夫
が
曝
物
歡
觀
吃
戴
礎
を
置
く
以
上
は
、
其
め
理
論
的
本
質
纪
於
て
は
、'.社
會
生
活
一
般
の 

法
則
を
認
嫌
ぜ
ん

ビ

す
る
努
力
«■
A

y

^

看
做
す
可
き
で
^
る
o
何
人
^
知
.る
如
く
.、：.
マ
ダ
ク
ス
は
唯
物
史
觀
の
根
本 

觀
念
S

の
如
く
表
明
し
て
居
る
■

等
生
活
の
社
會
的
生
產
'に
於
て
、
一

定
.

の
、
必

然

的

の

‘、彼
等
の
意

志

よ

办 

骑

立

し

た

：関

係

に

、
：
即

ち

■
等
め
物
質
的
生
産
力
.の
一
定
の
發
展
階
段
に
適
應
ず
る
所
の
生
產
關
係
に
入
ぅ
込
む
も 

の
で
あ

る
。

.

此
等
生
產
關
係
め
總
和
は
社
會
の
經
濟
的
«
造
を
成
す
も
の
で
あ
づ
て
、
も
れ
は
法
制
上
及
び
政
治
上 

の
上
&
建
築
が
據
つ
て
以
つ
て
立
つ
所
：の
、
：又
.一
定
の
社
.富
觀
念
形
態
が
之
：に
適
應
ず
る
所
の
、
：眞
實
の
土
臺
.で
.
 

1
.
0
.
^

衡

質

的

生
：活
の
生
產
方
法
は1

般
に
、
社
會
的
の
.
"政
治
的
0
、
及
.び
精
神
的
今
生
活
過
程
を
條
件
付
け
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七
ニ

る
。-
人
類
の
：意»-
'が
其
の
存
在
を
決
定
ず
.る
の
セ
な
ぐ
：
:'
:寧
か
之
-̂

反
し
て
、ぃ
彼
等
の
it
會
的
存
在
が
其
の
#
識
を 

決
定
す
る
の
で
あ
る
。

』

g

<£
。此
の
唯
物
史
観
の
根
本
«
念
を
_
た
な
，る
：社
.會
學
的
意
味
^
於
て
解
釋
す
る
な
：ら
ば
、 

畢
竟
す
る
に
、
:經
濟
關
.係
を
甚
礎
(£
:
す
る
全
：社
會
組
織
の#
成
ミ
、ノ
全
社
會
現
象
.の
有
機
的
、
.統, 「：

的
把
握
^
を
與 

ベ
、
页
^
辯
證
法
^
於
て
社
會
の
：發
展
法
則
?:
?

P

輿
へ
た
も
の
で
あ
々
、
：即?>
;
社
會
學
^
外
な
ら
^
の
で
あ
る
。
"
故 

0
ァ
ド
ラ
I
は

『
.マ
：

A

ヤ
シ
.ズ

ム

理

解

：
一
へ
の
入
口
は
：
吾

人

が

_單
に
一
つ
の
經
濟
现
論
，
，
.或
は
；、
：全
く
單
な
る
政
黨
の 

敎
琢
?:
.其
.の
內
^
見
出
す
^
非
ず
し
て
、/
寧
ろ
夫
が
社
會
學
S
同

1

な
る
事
幺
認
識
す
る
に
あ
る
。』

§
,
ど
云
a
、
叉 

ヵ
ゥ
ッ
キ
f
も
マ
ル
•キ
、

v
ズ
ム
.は

『

根
本
^
於
て
、
ブ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
見
地
ぬ
出
#

せ
る
»

會
^

關
す
る
科
學
^
外 

.な
ら
ぬ』

卿
.

云̂
つ
て
居
る
°
.

斯
る
マ
火
キ
ズ
ム
の
社
會
學

?:
社
會
科
學
一
：般

、
從
つ
：て
法
律
學
の：.

方
法
原
理
ど
し
て
採
用
す
る
こ
ビ
は
、
厶
體 

何
?:
意
味
す
'る
の
で
あ
ら
ぅ
か

。

旣
R
、

：唯
物
史
觀
は
經
»

關
德
を
甚
礎
.ヒ
す
る
社
會
組
織
^

依
つ
て
、.
社

會

的

：觀 

念
形
態
の
制
約
^
れ
、
條
件
付
け
ら
れ
る
こ
S
を
說
く
；。
_此
の
事
は
、
社
會
的
觀
念
形
態
.た
.る
科
學
、
即
ち
社
會
科 

學
的
認
識
が
一
定
の
經
濟
的
發
展
階
段
^
於
け
る
社
會
組
織
其
も
の

^

依
つ
て
，制
約
さ
れ
る
事
を
意
味
す
る
。

即

ち

、
 

マ
火
ク

ス

の

唯
物
論
は
、
ヵ
シ
ト
の
觀
念
論
の
如
く
、
課
識
の
形
式
、
即
ち
認
識
^
制
約
し
'、
條
件
付
け
る
も
の
を
、
 

主
觀
の
先
驗
的
範
疇
k
求
め
ず
し
て
、
反
對
R
、
主
觀
自
■
の
實
踐
活
動
に
依
つ
て
構
成
さ
れ
た
ど
は
云
へ
、
主
觀 

に
對
し
.て
客
觀
的
^
存
す
：る
«:
會
組
織
其
も
の
は
認
«
の
形
.式
、
制
約
、條
件
を
求
め
る
の
.で
あ
る
o
ァ
.ド
ラ
I
は
、
 

猶
ほ
力
.ブ
ト
主
義
的
殘
滓
を
留
：め.て居
る
.

VJ

は
云
.へ
、
斯
る
方
法
原
理
.ど
し
：て
の
マ
ル
キ

シ

ズ

ム
の

社

會

學

を

.『

椅 

I
f 
活
の
.：T
^
.
t
が
'
;

r 
ゝ
歷
史 

せ
-し
^
、の
.

t

認
識
の
針
.-會
學』

0
1
3-̂
,
: 

S.ON£olog.ie;';CJes. JsrkoJan

f&ns als 

die social—

ilfstorische 

E
>
c
t
e
r
m
r
n
p
t
i
o
r
i

 

ci 
吓
o)
'
:0
0.
.
£3け
泛
1
0
1:
>0:1
1
3)

^

^

0 
名 ^

2
け

て
！ 3

5
る

。

:我
ヶ
マ
ル
キ
ス

.ト
は
最
早
社
會
現
象
，の
認
識
條
件
を
主
觀
の
先
驗
的
形
式
に
求
め
ず
し
て
、
寧

ろ

.
、我
々
の
主
觀 

か
ら
客
®
的
k
存
し
、
：經
濟
關
係
^

*礎
を
置
く
歷
史
上
の
：
一
定
の
社
會
組
織
，其
も
の
を
認
識
條
件
ど
す
る
。
否
な 

斯
る
幸
|識
條
件
の
下
^
於
て
の
み
、
我
々
は
對
象
た
る
箇
々
の
社
會
現
象
を
其
の
現
實
性
R
於
て
把
握
し
得
る
の
で 

あ

る

.0
' 

• 

.

マ
：，
ク
ス
は
斯
る
社
會
學
的
方
法
原
理
を
經
濟
學
に
適
用
し
.て
居
る
。

「

彼
は
徙

k
彼
の
經
濟
學
上
の
一
.

一

主 

著
を『

經
濟
學
批
判』

ど
名
附
げ
は
し
な
が
っ
/2
。
彼
は
之
^
依
っ
て
、

.

1

定
の
.社
#
組
織
、
' 即
ち
市
民
的
生
產
關
係 

な
る
.認
識
條
件
の
下
に
、
箇
々
の
經
濟
現
象
を
批
判
的
ド
認
.識
せ
ん
ヒ
し
た
事
を
意
味
し
た
の
で
あ
6

,°
吾
人
^
し
.
 

て
、
單
k

T
/K
ク
ス
.の
資
本
槪
念
を
想
起
す
れ
ば
、
以
上
の
事
は
明
瞭VJ

な
ら
ぅ
。
.即
ち
、
彼
は
資
本
現
象
を
市
民 

的
生
產
關
係
な
る
，認
識
條
件
の
下
k
把
握
す
る
乙
^

依̂
っ
て
、
資
本
の
.現
在
R
於
け
る
社
會
的
機
能
、
即
ち
搾
取 

機
能
が
明
瞭
れ
た
の
で
あ
る
。

■

.，
筆
者
は
此
の
マ
ダ
キ
，シ
ズ
ム
の
»

會
學
的
方
法
原
理
を
法
律
學
に
適
用
せ
ん
ど
す
る
の
で
あ
る
。
斯
る
試
み
は
從 

來
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
經
濟
學
的
方
而
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
っ
た
爲
め
、'
其
の
背
後
^

追
ひ
や
ら
れ
て
居
っ
た
0

僅
か 

R

古
典
ど
し
て
見
出
し
得
る
も
の
は
、旣
R

引
用
し
た
、w

a
r
l
.

 

R
e
n
n
e
r

の
s
e 

s
o
z
i
a
l
e

へ：Fu
n
k
t
i
o
n

 

d
e
r

 

R
e
c
h
t
s
i
n

丨
 

s
t
i
t
u
t
e

あ
る
に
止
爻
る
。
唯
"

最
近
^

至
っ
て
漸
く
、
露
西
亜
に
於
て
、
此
の
方
面
の
研
究
が
盛
ん
^

な
っ
て
來
れ
。
 

例
べ
ば
、E

.

 

p
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筆
者
味一

定
.の
®
史
上
の
.法
律
規
範
を
其
の
：認
識
條
件
尽
る
'生
産
晒
係
は
甚
礎
を
置
く
.
.

t

定
の
社
會
紺
織
の
卞
^
批 

判
し
、
理
解
じ
ぺ
以
.つ
セ
共
の
規
範
の
背
後
に
隱
れ
た
る
階
級
性
を
暴
露
じ
、
：其
：の
.現
實
の
社
會
的
機
能
.を
把
揠
せ

ん
S
す
る
0
,
:
:
パ：

シ

力

’
ス
も
、『

ャ
ル：

キ
シ
‘

定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
.

文
法
律
形
式
其
も
の
：を
分
折
し
、
1其
の
社
會
學
的
根
柢

5:
'
暴
露
し
、
法
律
上
の
根
本
槪
念
の 

相
對
性
^

歷
史
的
制
約
性
^
を
實
證
ず
る
に
あ

6;
.。：

』

§
:

:

ぜ
_

つ

ぞ

居

る

。
ソ

：

:_A

彼
パ

.シ
：

f
力
. ：

ス
は
上
揭
の
.『

ー
般
的
法
律
理
論
ど
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

』

な
る
著
書
に
於
て
、
法
律
理
論
の
甚
本
槪 

念
を
な
す『

主
體』

0
槪
今
¥
商
品
法
.產
.社
會
な
る
認
識
條
件
の
下
.
.
^
批
判
0
て
居
气『

總
て
、の
法
律
關
係
.は
主

..體

ビ 

主
體
逆
の
關
係
で
あ
る
,0
主
體
は
法
律
理
論
、の
原
子
で
卜
其
の
最
も
觫
純
な
、
：：夫
以
上
分
析
し
雛
き
要
素
で
あ
る
。
：：
 

夫
故
又
祓
々
ば
分
析
を
此
.の
主
體
に
初
め
る
。』

-

を
云
5
:で
展
る
0ン

、
蓋
し
、
從
來
の
.觀
念
論
的
法
微
理
論
は
主
體
の
槪
念
を
何
等
か
の
普
遍
的
理
念
か
ら
發
展
さ
せ
て
居
办
、
即
ち
純

恐
辯
的
方
法
に
據
つ
て
暦
る
。
ブ
ヒ
.タ
'
'

(
p
g
h
t
a
)

 

k於
て
は
、

f

法
律
の
稂
本
槪
念
は
自
由
で
あ
る
？
. ’…

自
由
の

抽
象
的
槪
念
は
何
等
か
^
對
し
て
自
己
を
決
定
す
.る
可
能
性
で
あ
る
。
.—

<

間
は
自
己
を
決
定
す
る
可
能
性
が
彼

^
屬
す
る
が
故
に
、'
即
ち
彼
は
1
箇
の
意
志
を
有
す
る
が
故
^
、
，
權
利
主
體
で
あ.る
。
1
|、气
又
へ
ー
ゲ
ル
R
於
て

.は
、r

人
格
ば
"

一.

般
に
權
利
能
力
?:
含
み
？
，.且
つ
、
抽
象
的
な
、
從

0
ゼ
形
式
的
な
權
利
の
槪
念
：ど
夫
自
體
の
柚
象
的

な
茶
礎
ど
^
作
る
。
夫
故
、
法
律
命
令
は
、.人
格
た
れ
、へ
且
：つ
他
人
を
人
格
亡
し
で
尊
敬

.せ
ょ
：ミ
云
ふ
《

で
あ 

名

。』

18
1
)リ
6
。
所

謂
1'
論

法

學

は

此

：の

へ

槪

念

釵

形

式

：的

方

面

^

^
用

ひ

：；.1
1
啟

る

o
夫

化

取

；っ

て

は

，

主

體

は

法

律

上

の

取

引

に

參

加

す

る

資

格

が

あ

，る.か
、: な

：：S;

が

0
見

，
地

：が

ら

、
一

或

彡

現

象

.
R法
律
上
の
資
格
を
與
 <

 
る
手
段
に
外
な
ら 

な

s
o
,

::

從

V
て
、
：理

論

法

學

は

r

般

R
.、
如
何
な

.る
原

因

：ド

依
0
て

、

生
.物
學

的

個

人
.ミ
^
^

主
體
に
變
つ
た
か
の
'問
題
を
設
定
し
な
：い
。
夫
は
完
全
に
最
初
か
ら
與
へ
ら
れ
.た
形
式i
し
て
の
法
律
上
の
取
引
に 

出
發
す
る
o
. 

■

: 

.

:

之
に
反
し
て
、
.
.マV

キ
ス
ト
的
理
、論
は
.總
て
'の
法
#
形
式
を
腫
史
的
な
も
；の
ど
し
て
觀
察
す
る
。
夫
故
、'.夫
は
何 

等
か
の
法
律
範
疇
を
實
在
た
ら
し
め
^
一
定
の
歷
史
上
の
物
質
的
條
件
を
：明
か
な
：ら
し
め
ん
乙
^
を
課
題W

す
る
。
 

法
，
共
同
態
或
は
法
律
上
の
，主
體
間
の
取
引
の
物
質
的
前
提
は
旣
に
マ
ル
ダ
.ス
；自
身
に
依
つ
て
、
暗
示
的
で
は
あ
る 

が
？『

資
本
論』

第
-ー
卷
に
於
て
、
' 確
說
3
れ
て
居
る
。
然
し
此
の
暗
示
は
、

一
般
的
法
律
理
論
^
關
1̂
る
消
齡
な
る 

著
書
ょ
も

.、■,遙
^
人
間
關
係
の
：法
律
的
要
素
を
理
解
す
る
爲
に
多
く
の
も
の
を
與
へv

居
る
。
マ
ル
ク
ス

JC
於
て 

は
、
主
體
の
形
式
の
分
析
は
直
接
商
品
形
.態
の
分
析
か
^
導
か
れ
る
.。
資
本
主
義
社
會
は
就
中
商
品
所
有
者
の
社
會 

で
あ
る
。.
此
の
事
は
、
'
€產
過
稅
に
於
け
.ろ
人
間
の
社
會
關
係
が
勞
働
生
產
物
な
る
物
的
形
態
を
帶
び
、
且
つ
相
互 

に
恰
も
價
値
の
如
く
に
關
係
$
杏
乙
：ヒ
を
意.亂
す
る
>
商

品

は,1:

箇
の
對
象
で
あ
み
、
'其
の
內
に
於
て
は
、
具
體
的 

多
樣
な
る
有
用
性
は
簞
^
物
的
外
皮
を
帶
び
た
抽
象
的
な
價
値
性
ビ
な
へ
泣
に
其
の
商
品
の
價
値
性
は
他
の
商
品 

ビ

.
|
.
定
の
.
.割
合
に
於
.て
交
換
せ
ら
れ
る
能
カ
^
し
て
現
は
れ
る
。
.
.斯
る
性
質
は
人
間
の
背
後
に
、
彼
等
の
意
志
か
ら 

全
で
獨
立
じ
て
作
用
す
る
或
る
種
の
自
然
法
則
の
.爲
R
、
恰
も
物
其
も
の 

>內
.に
£
存
す
る
も
の
ビ
し
て
現
は
れ
る
。
 

.

.

.

.

.

然
し
、
斯
る
.恰
も
商
品
R
内
在
す
る
價
値
を
交
換
過
程
に
於
て
'實
現
す
る
爲
に
は
、
商
品
所
有
者
の
意
志
活
動
を 

必
要
S
す
る
oハ
即
ち
、
マ\

ク
ス
の
云
ふ
如

t
、『

商
品
.は
み
づ
が
ら
市
場
^
行
0
て
、
ぃ.み
づ
.が
ら
相
互
に
交
換
し
得 

笫
ニ
十
叫
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七
六

る
も
の
で
は
な

j

。
そ
こ
で
我
々
は
，
其
保
護
人
な
.̂
商
品
所
有
者
の
こ
ど
?:
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
6,
商
品
は 

物
で
あ
る
が
ら
、
.人
間
^
對
3
,て
は
柢
抗
カ
.が
欢
：5
:
:::
:0若
し
商
品
：が
從
順
で
な
い̂す
れ
ば
，
人
間
は
之
れ
に
對
し 

て
强
力
を
行
使
*じ
得
る
o一
 

換
言
す
れ
ば
、
'そ
れ
を
所
有
ム
て.し
,
ふ
之
ど
が
出
來
るの

で
あ

る

o 

.
此
等
の
.物
を
商
品 

ど
し
：て相
互
關
係
ぜ
し
め
る
爲
^

は
、：：
商
品
の
傲
護.人
た
'ち
は
.其
意
志
が
此
等
の
物
に
宿
る
所
の
入
^
し
.て
，
相
互 

_
係
す
る
乙
ぜ
，5:
:
要
す
る
。
'即
ち
4
方

の

者

の

間

意

を

以

；つ

て

：の

み

广

侬
つ
て「

の
：み
己
れ
の
商
品
を
讓
渡
し
て
他
人
の
商
品
を
占
有
す
る
^
.至
る
乙
ビ
を
要
す
る
の
で
あ
る
0』

§
ち
 

從0:

て
、
-勞
働
生
產
物
化
物
化
.し
た
生
產
過
程
^
於
け
み
人
間
の
社
會
關
係
が
實
現
3
れ
る
爲
£
は
、
生
産
物
の 

處
现
者
：が
し
.て
の
、
即
ち『

其
：の
意
志
ポ
此
'等
.の

物

け

宿

る

所

：
の

.

』

主

體

.
ヒ

し

セ

の

入

間

の

，
特

殊

な

關

係

?:
必
要
：ど
す 

。る
。
夫
故
、
人
間
は
同
時
：に
勞
働
生
產
物
ピ
し
て

、
.商
品
性
を
帶
び
、
且
.つ
價
値
の
支
持
者
ど
な
る
^
共
に
法
«
上 

.の
主
體
及
び
：權
利
の
支
持
者
ど
％
な
る
。
：
 

_ 
■ 

, 7. 

'

一
從

つ

セ

，

同

時

.に

社
#

生

活

は.
.
1
方

に

於

て.は

、
_

發

的
it
成

立

す

.
る

物

化

し

だ
關

係

の

總

體
.(

價

格

標

準

、

佘 

剩
價
値
率
、.利
潤
率
等
の
全

經
.濟

關

係

は̂;
ぅ
^

あ

る)

R
.
>
:
丨

卜

即

ち

我

々

^-
取
づ
：て
人
間
は
物
以
上
の
何
物
も 

意

味

し

な

い

所

の

關

係

に

、

_

^

文

他

方

^'

於
て

、
，
人

間

が

物

^
,
對

立

し

て

置
か
れ
、

.即
も
主
體
ど
し
て
置
か
れ
る 

.

X

R依
つ
て
、人
間
の
み
が
決
定
的
^
な
.る
所
の
關
係
V
Jic
分
離
す
る
。
後
者
の
關
係
は
疋
に
法
律
關
係
で
あ
る
。

.此

.の1

一.
.つ
の
栽
本
形

.態
は
原

.理

上

相

互

に

區

別

さ

n

る

が

：、

然

し

同

時

に

相

互

に

條

件

咻

け

、

且
つ
：典

^

密

接

な

る

關

係

.に

あ

る

，
も

の

，
で

あ

.る

ァ

生

產

は

某

礎

を

置

ぐ

种

會

關

係

は

伺

時

^
ニ一

:つ
の

不

.合

理

な

形

態

を

雍

は

す

：、

即

ち

商
 

.品

倩

莫

ビ

し

」

て

、'
:-
及
'び

權

利

主

體

、た

る

.人

間

の

能

力

；S
し
？て

：，

の

形

^

 ̂

.

:

恰

も

生

産

物

の

自

然

的

.の

多

様

：衣

'る

有

用

性

が

商

品

'R
於

t
は

.
®
k
價

値

：の

.外
：皮

ミ

し

v

現

は

れ

、

且

っ

具

體

的
 

の
：多
樣
な
る
：人
間
勞
働•か
價
値
の
，創
造
者

V 」

し
て
、
抽
象
的
な
入
間
勞
働
R
ii
ず
る
の
ど
丁
度
同
じ
く
、
具
體
的
の 

多
樣
な
人
間
ミ
物
ど
の
關
係
は
柚
象
的
.な
所
有
者
の
意
志
(1
[>
て

現

は

れ

、
;'
'
且

っ

特

定

の

人

間

を

他

の

人

間

か

ら

區
 

別

す
-5
凡
ゆ
る
具
體
的
特
殊
性
は
人
間
ー
般
即
ち
法
律
上
の
主
體w

し
て
の
人
間
、/

J.

云
ふ
抽
象
に
變
ず
る
。

物
は
經
濟
上
商
品
る
し
て
社
會
關
係
を
物
化
す
る
が
故
^
、
人
間
を
支
配
し
、
.他
方
人
間
は
法
律
上
所
有
權
者
ど
.
 

し
て
の
性
質
に
於
て
、
抽
象
的
な
、
.非
個
人
的
な
、權
利
主
體
K

、
即
ち
社
會
關
係
の
«

產
物
に
吣
#

す
る
•か
故
に
、
物 

を
支
.配
す
る
。

マ-ル
ク
ス
の
言
葉
を
以
っ
て
す
れ
ば
、『

此
等
の
物
を
商
品
S
し
て
相
互
關
.係
せ
し
め
る
爲
R

は

、

商 

品
の
保
議
人
た
ち
は
其
意
志
が
此
等
の
㈣
に
宿
る
所
の
人
^

し

て

相
互
關
係
す

る

こ

i

要
す
る
。

即
ち1
方
の
者 

は
他
方
の
者
の
同
意
を
以
.っ
.て
の
み

、—

換
言
す
れ
ば
各
人
ど
ち
.共
通
の
意
志
行
爲
に
依
っ
て
の
み
己
れS

商
品
を
讓 

渡
し
て
他
入
の
商
品
を
占
有
す
る
^
至
る
て
ビ
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て

_、
商
品
所
有
者
た
る
乙

ヾ

」

を
認
め
な
.
 

け
れ
-ば
な
■?
>
な
い
の
で
あ
る
。』g

.
;

. 

'
經
濟
を
營
ひ
主
體
.は
法
律
上
の
主
體V 」

し
て
珍
しS

贈
物
?:
.受
け
る
。
.即
ち
、
彼
：は
他
の
商
品
所
有
者
間
に
あ
っ
：
 

て
、
彼
を
絕
對
R

A

S平
等
な
ら
し
め
る
所
の
、
法
律
上
彼
^
歸
屬
さ
れ
た
意
志
を
受
け
る
の
.'で
あ
る
。『

凡
て
の
考 

は
自
由
で
あ
ら
ね
ば
な
^
ぬ
し
、
何
人
^
他
人
の
自
由
を
破
っ
て
は
な
ら
ぬ
:0
•
•
て
各
入
は
彼
の
意
志
の
自
由
な
る 

道
具vj

し
て
、
自
己
の
身
體
を
持
っ
。』g 

. 

. 

.

..

之
は
自
然
法
學
者
の
出
發
點
を
な
す
公
理
で
あ

る

。

.此
の
夫
自
體
完
成
せ
る
人
間
人
格
の
理
念
は
全

く

商
品
生
産 

{C
適
應
す
る
も

：

の
で
あ

ぅ

、

商
品
生
產
社
會
に
於
七
は
ノ
生
產
者
は
形
式
上
相
互
に
獨
立
し
て
居
る
の
で
あ
る
バ
凡
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七
八

て
が
自
由
た
る
可
く
、
：又
一
人
の
自
由
が
他
人
の
自3

を
破
壊
せ
ざ
る
可
き
、へ
多
く
の
®

由
な
る
被
造
者
の
同
時
 ̂

存
す
&』

」

法
律
狀
態
は
理
想
化
さ
れ
た
、、
铒
學
的
抽
象
の
天
空
^
置
さ
換
へ
ら
れ
/2
、
：且
つ
卑
0
さ
經
驗
か
ら
自
由 

な
ら
し
め
ら
れ
た
市
場
化
外
な
ら
ず
し
て
、
其
の
市
場
に
於
て
は
獨
立
の
生
產
者
が
出
逢
ふ
の
で
あ
る
。
即
ち
、
多 

く
の
法
律
家
は
權
利
主
體
を
人
格一

般v

しV

、
否
な
；
一
定
め
摩
史
的
社
會
的
條
件
を
無
視
しV

、永
遠
の
範
疇
ヾ」

し 

て
取
极
ふ
？
斯
る
見
：地
：ょ
ク
す
れ
ば
、
權
利
主
體
R
名
：t
ど
は
：理
佳
的
意
志
を
備
.
'へ
'だ
本
質
と
し
て
め
人
間
一
般
に 

特
有
な
.こ
？
で
あ
る
。
現
在
^
於
て
：は
、
權
利
主
體
な
る
：範
疇
は
明
か
に
市
場
に
於
て
行
は
.る
>
交
換
行
爲
か
ら
抽 

象
さ
れ
る
？
蓝
に
、
：此
の
交
換
行
爲
に
於
て
人
間
は
實
際
に
自
己
決
定
な
る
形
式
上
の
自
由
を
鸷
現
す
る
。

斯
く
し
て
、
市
民
的
關
係
が
完
金
に
發
肢

3

れ
な
場
合
に
の
み

、

法
律
は
抽
象
的
性
質
を
帶
び
る
。
總
て
の
人
間 

は
人
間

1

f e
k

、
總
て

.

の
勞
働
は
社
會
的

k

有
用
な
勞
働

1

般
^

、.

總
..

て
の

.

主
.

體
は
抽
象
的
權
利
主
體
ど
な
る
。
同 

,

時
に
又
、.

規
範
は
論
理
上
完
全
な
抽
象
的
な
、

1

般
的
法
規
の
形
式
を
帶

.

び
る
。

'
 

夫
故
、
法
律
上
の
主
體
は
天
空
に 

置
さ
換
ベ
ら
れ
た
、
抽
象
的
な
商
品
所
有
者
で
あ
る
。1

.
;

以
上
は
マ
ル
ク
ス
の
社
會
學
的
方
法
原
理
を
用
：ひ
て〉

、『

形
式
的
な
、
自
已
決
定
的
な
法

#

上
の
主
體』

な
.

る
範
疇 

を

一

定

(

の
生
產
關
係
に
、甚
附
く
社
會
組
織
な
る
認
識
條
件
の
卞

R

批
判
し
、.

斯
く
セ
其
の
現
實
性
を
把
握
し
た
の
で 

あ
る
。

,

:

.

:
 

- 

^
 

;
 

.
 

; 

:

.

.

筆
者
は

1

般
^

此
の
社
會
學
的
方
法
原
理
を
用
ひ
光
、
軍
な
る
成
文
法
規
：に
止
爻
ら
ず
、.

康
ぐ
：，エ.

丨
’
リ
ッ
ヒ
の

所

謂

『

.社

#
刚

體

网

^
於

.て

=
ち

生

ず

る

坐

.さ

た

法

律

』

^
客

觀

的

は

批

刺

し

_
:
、
'
共

：の

趾

會

的

機

能

：ど

现

t
性

ヒ

を

把
 

循

せ

ん

を

す

名

：ヴ

丑

へC
V
、

斯

；る

.：
硏

究

：

の
：.

み

，
が

'眞

會

科

：
學

，
の
.
部̂

門

S
し

て

の

理

論

法

學

.の
：課

；題

,
^
6文
認

め

'る
へ
。

而

し

t、

I

度
歷
史
土
饮
與
'へ
ら
れ
れ
二
定
の
：法
，律
が
其
：の
：現
實
性
，

^
於
：'1
:
:把
揮
さ
れ
る
や
"：

否
衣
：

-V

定
の
法
律
の 

社
，會
的
機
能
が
旣
に
社
畲
の
發
展
奶
對
す
る
有
用
性
を
失
つ
て
ぐ
夫
が
#

a
ド

化

し

て

終

，
ク

'

y

居
る
t

i
:が
認
識
せ 

ら
る
、
.や
、-
必
づ
や
此
の
‘法
律
を
■撤
麕
し
て
、
.:
:K

定
階
段
^
.於
..け
：る
社
會
の
發
展
^
適
應
し
た
法
律
を
設
定
せ
ん
ビ 

す
る
實
踐
的
關
，心
を
刺
戟
す
る
で
あ
ら
ぅ.
.0
:洵
R
ラ
'ッ
ナ
ァ
.ル
が
沄
ふ
⑽
く

、

『

新
時
代
の
黎
明
は
常
^
唯
 

< 從
來
存 

せ
し
現
實
性
其
も
の
ゝ
如
何
な6
し
か
k
就
.て
得
ら
れ
た
.意
識
の
內
に
の
み#
す
る
。

』
g

の
で
あ
る
o 

_.
夫
故
、
法
律 

の
巍
實
性
を
把
握
せ
：ん
在
す

：

る
斯
る
理
論
法
學
は
實
踐K
對
し
て
ー
理
論
的
根
據
を
與
へ、

又
斯
る
料
學
の
み
がマ

,
 

ク
ス
»

»

»

k

M
て
、.
.
.
凡
：ゆ
る
煩
瑣
學
者
的
，槃
雜
の
下
か
ら
自
由
な
ら
し
め
ら
：れ
た
眞
の
.料
學
た
6
得
る
の
：で
あ
名
。 

面
し
て
、
斯
る
：理
論
法
學
の
研
究
の
結
果
刺
戟̂
れ
た
實
踐
的
關
：心
を
滿
す
爲̂

、
社
會
發
展
の
一
定
階
段
^
適
應 

し
た
法
律
の
構
成
欠
研
究
す
る
匕
ど
を
課
題
ビ
す
る
も0:は
.、'班
に
立
法
购
法
學
：die legiilatise 

Rechtswissens
丨 

&
&
>
で
ー.あ
る
0
^
'
'

-

斯
る
研
究
方
法
は
法
律
學
の
ー
部
門
をM

す

證

法

の

.»
究
纪
取
つ
て
、：特
に
必
要
な
の
で
あ
る
。‘
勞
働
階
級
の 

保
護
ミ
發
展
ビ
を
其
の
目
的
e
す
る
勞
働
法
は
、甯
然
ブ
> 
ジ
：
ョ

「

ァ
立
法
の
下̂

於
¥
、.完
全
.衣

成

文

，法

規

.
ビ

し

て

現 

は
れ
雛
'い
。
。
勞
働
法
化
属
ず
可&
多
く
の
.：法

律

規

範

は

：
未

»
成

文

，法

規

在

な
^
ず

:|
,て
、.
w

k,經
濟
的
社
會
團
體
內 

^
自
.ら
生
^
た
：、
：；.生
き
た
法
#
ど
し
て
0
み
存
す
：る
ヴ
故
化#
働
法
:0
研
究
對
象
は
單
ド
成
文
法
规̂
北
ら
ず
、
'廣 

く『

生
き
た
法
律
1を
含
む
の
で
あ
る
.0
更
に
、
假
6

Rブ
：ダ

ジ
ョ
ァ
立
&:
の
下
^
、
-,
勞
働
法
が
成
文
：法
規̂
し
て
.形 

式
上
完
全
な
體
裁
を
.備
ふ
る
k
至
つ
た
S
し
て
も
、
：其
：の
法
規.の
現
實
性
、ぐ
即
ち
其
の
社
會
的
機
能
は
果
し
て
勞
働 

階
級
の
保
護
ミ
發
展
ヒ
を
確
保
す
る
か
否
.か
は
頗
る
疑
は
し
い
。
此
處
に
於
て
か
、
社
會
學
的
方
法
に
據
.つ
て
、
勞

第
二
十
四
卷C

七
六
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働
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八
〇

:

働
法
親
の
社
會
的
機
能
の
認
_

が
重
要
性
釔
帶
.

び
る
。

|

:;'

.'ソ
ノ
 

.

V筆
者
は
.從
來
‘：の
'所
謂
理
論
法
學
の
如
く
、
勞
働
法
規
の
漑
念
的
體
系
化
を
以
り
て
、
單
に裁

！
；

宿
其
他
の
官
夾
成 

は
辯
_
士
の
實
踐
的
關
心
を
滿
す
に
過
ぎ
ざ
る
法
律
技
術
論
な
々
？
看
做
す
。
.寧
ろ
、
眞
に
社
會
科
學
の
一
部
門
S 

し

.

.て
の
珑

論
法
學
拎
る：

の
資
格
を
有
す
る
勞
働
法
：の
研
究
は
：、
：

.勞
働
法
規(

成

：文

法

規

に

限

ら

ず

)

;0
社
會
的
機
能
を 

客
觀
的
に
認
猶
す
名
は
あ
る
々

r r
_る

勞
«
法
の
规
論
的
硏
^
を
筆
^
は『

勞
働
法
原
理』

ど
.名
附
け
る
4
他

方

、，
斯
る 

理
論
的
研
究
の
結
果
惹
起
^
れ
：た
勞
働
法
の
改
造̂
對
す
る
實
踐
的
要
求
を
滿
オ
爲
：の
‘政
策
的
研
究
を
.

『

勞
働
立
法』 

ビ

名
附
け
る
。
約
言
す.れ
ば
、
勞
働
法
の
砑
究
は『

勞
働
法
原
.理』

^『

勞
働
立
法』

^
の一..

一
部
門
^
分
れ
る
o
 

最
後
^
、
勞
働
法
の
硏
究
ど
社
會
政
策
竝
^
エ
業
政
策
ビ
の
關
係
に
一
言
じ
て
、
此
の
論
文
を
終
ら
ぅ
。
從
來
、
 

屢

1
勞
働
法
の
研
究
を
社
會
政
策
或
はH

:

業
政
策
の
一
部
ビ
看
做
じ
、

獨
立
0
研

究

領

域

农

る

；こ

$

を

認

め

攻

か

つ
 

た
。：.然
し
、：以
上
に
述
べ
た
意
味
に
龄
け
る
勞
働
法
研
究
の
ー
部
門
た
る『

勞
働
法
原
理』

.は
理
論
的
研
究
な
る
以
上 

社
會
政
策
或
は
エ
業
政
策
^
本
質
^
於
.て
相
違
す
る
も
の

'で
あ
る
。
若
し
、
兩
者

?:
混
同
す
る
な
ら
ば
、
夫
は
明
か 

に
：理
論
^
政
策
ど
の
本
質
的
相
違
を
無
視
し
た
る
者
で
あ
る
。
而
も
猶
ほ
敢
へ
て
雨
者
の
關
係
を
求
む
る
な
ら
ば
、
 

前
者
は
政
策
^
對
じ
て
刺
戟
材
料

V 」

出
發
澌
ど
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
^

j

云
a
:得
る
。
他
方
、

一
度
勞
働
法
の
研 

.究
が
第一

の
部
門
を
去
つ
.
.て
、
.第
一
一
の
部
門
た
る
政
策
的
硏
究
、
即
ち『

勞
働
立
法』

の
研
究
代
至
つ
て
、
初
め
て
勞 

働
法
の
研
究
は
社
#
政
策
或
は
.工
業
政
策
ど
密
接
な
.關
係
^
齎
.ら
3
れ
.
'る
。
即
ち
、
社
會
政
策
の
'0
的
が
、
奧
井
敎 

.M
の
定
義
さ
れ
12
如
く 
,

甚
：本
社
#
の
決
裂
を
防
ぐ
^
あ
る
ビ

す
れ
.ぼ
.、.

®
は
斯
る
目
的
ょ
f

す

る

社

會

立

法

の
一 

部

ビ

ル
て
：、
：勞

働

階

級

0,
:保
護
孓
發
；展
ミ

.を

目

的

：
ミ

す

：
る

、
勞

.働

：
立

.
法
h

は
；屬
す
：る
、か
も
知
れ
な

.い
。
.
-然

し

、

若

し

其

の

某

本

瓧

會

が

資

本

主

義

.耻

會

.の
夫

：で

.各

■女

、
.斯

.■る
甚

本

.社

會

の

決

裂

を

防

•か

.ん

事

を

社

會

政

策

♦か

目

的

V
」

す

る

衣

ら
 

ば
、
筆
者
の
眷
ん
る
勞
働
立
法
'の
0-
:的
を
.は
.全
<-
相
反
す
る
の
で
务
る
。
ビ
云
ふ

.の
は
、
筆
者
は
勞
働
立
法
の
窮
極

目
的
を
勞
働
立
法
自
體
め
自
己
否
定
^
あ
るVJ

見
る
。
即
ち
勞
働
法
の
理
想
は
勞
働
者
階
級
を
消
•減
せ
し
む
る
に
あ 

る
、；

0

見
る
。
此
；の
意
脒
^
於
て
"
勞
働
立
法
は
歷
史
的
範
疇
^
屬
す
可
^
で
あ
る
。
我
々
は
多
く
の
政
策
學
者
が
自 

己
の
硏
究
對
象
の
歴
史
的
範
疇
を
永
劫
不
^

夺
る
普
遍
的
範
疇

^
掏
摸
替
へ
ん
€
す
る
ブ
,
ジ
ョ
ァ

的
ィ
デ
ォ
口
ギ 

1
か
ら
脫
し
な
け
れ
.：ば
な
ら
ぬ
” 

：

，
：

：

•

.

..
•

他
方
^
於
て
、
勞
働
立
法
は
.エ
業
政
策
ビ
密
接
な
6-
關
係
^
あ
，る
ど
は
云
へ
、
其
の
對
象
^
於
て
多
少
異
な
ら
ざ 

る
を
得
なS. 。

X.
業
政
策
は
本
來一

國
^
於
呔
る
エ
槳
生
遨
カ
の
增
進
を
計
る
を
目
的
ミ
す
る
も
の
で
あ
ら
ぅ
。
而 

し
て
、
若
しI

•定
の
勞
'働
立
.法
が
工
業
生
産
力
を
增
進
せ
し
む
る
結
果
を
齋
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
當
然
工
業
政
策
の 

一
部
に
入
る
可
き
で
ん
ら
ぅ
。
然
'し
乍
ら
、
若
し
勞
働
階
級
の
保
護
ど
發
鹿
ビ
云
ふ
本
來
の
勞
働
立
法
の
目
的
ょ
6 

し
て
、
.或
•
る

勞

働

立

，法’か

勞

働.者

め

：
儒

寒

權
^
感
.め
た
.揚
哙
は
ざ
ぅ
で
あ
ら
ぅ
。
斯
る
場
合
に
於
け
る
勞
働
立
法
は 

ブ
，
ジ
ョ
ァ
の
利
澗
獲
得
を
の
み
目
的
ど
す
る
見
地
ょ
办
し
た
エ
業
生
產
カ
の
增
進
、/

」

は
明
か
^
矛
盾
す
る
^
至
る
^
 

値
；̂
に
一
步
を
讓
つ
.て
、
凡
ゆ
る
勞
働
立
法
が
工
業
生
産
力
の
增
進
を
助
成
す
る
に
し
た
所
で
、
勞
働
立
法
の
對
象 

X
す
名
勞
働
，

v
H
:

業
政
策
.の
對
象
ミ
す
る
勞
働
ゼ
は
其
，の
範
圍
^
於
て
異
な
る
パ
ジ
ぶ
バ
ィ
7
 

f

,

 

h
e

f

•-
が

適

切

：に

宠

義

：し

：
た

如

く

、
：

^
働

法

の

硏

究

對

象.?
:
な
す
勞
働
.は
焉

.
-お
勞
働』

.(pie :ab 

h:s
:

g
i
g
e

>rbeit u, 
&

0 

^
 

Arbeit) | 

で
あ
.

c \、

從 

つ
«
0:
業
政
策
.の
對
象
せ
す
各
エ
業
勞
働
^
01
:
玟
总
ず
ひ
農
業
勞
働
、，
商
業
勞
働
其
他
廣
く
從
屬
性
5:
帶

び

.
た

勞

働 
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八
ニ

1
切
貪
含
む
か
4
で
あ
る
。
唯
ぃ
エ
業
勞
働
が
從
屬
的
勞
働
の
主
要
形
態
た
る
^
北

耸

る

。

斯
ぐ
そ
：、
勞
働
法
の
研 

究
林
社
會
政
策.或
は
エ
業
政
策
ゼ
臭
つ
^
獨
自
の
研
究
領
域
を
有
す
.'る
も
の 

斯
る
勞
働
法
：0
研
究
0
.所

産

、は

、

唯
>
夫
を
：基
礎
？
し
て
行
は
る

 

>勞
働
階
：級
の
木
斷
の
努
力

W

實

踐
s

k:依
つ 

て
の

み

、
，
新

な

；る

勞

働

法

を

創

造

し

得

る
の
で
あ
る

o

»

者

は♦次
.の

ィ

チ

ー

ッ

ン

ダ

の

格

言

を記
し
て
此
の

論

文

を.
 

結

ぶ

。.
J 

.

,,I
m

 

K
a
m
p
f
e

 

wollst 
diidein 

R
e
c
h
t

 

6
n
d
e
n
'u
(5
9
>

ハ1〕
H
e
r
m
a
n
n
w
a
n
t
o
r
o
w
i
c
z
,

 .Rechtswissenschaft 

u
n
d

 Soziologie. 

in.: 

„ V
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n

 

des 

Ersten 

D
e
u
t
s
c
h
s

 SONioI02"en-

:

,

f

 

：v
\

.(

2〕
e* .w.. 

lemsalem, .sozioloe-ie.deswech.ts. 

I Bd...s.:v.

.

.

.

.

. 

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

. 

. 

'
. 

.

.

-

(

3 

V
.
. 

e.wIullch.,;. G
ru
n
d
l
e
g
u
n
g .der'soziologie. 

d
etnR

echtsvvorrede..

:

(

4

v
T
g
l
r
n.
:
b
e
n
d
p

 

I,. Abschnitt 

„ D
e
r

 praktisch 
邝 RechtsIJegrifrv 
へ

V
0
&

)

 ...vgl. ebenda. 

S
V
3
3
'
W
Q
9
,
- 

4
0
«
.
4
0
6
,
.
,
.

.

(

6〕
e
b
s
d
a
,

 

S. 

33..

f
7
v 

e
b
e
n
d
p

 

s
,

 

300
2
.

.
-
-
.
;
一. 
■ . 

-.

- 

,■■
■
.
.:■

• - 

. 

. 

..... 
- 

; 

'

(

8)

ィ gj. 

^
^
d
a-
p g. 

2vn
の
采. 

,

C
9

) 

Karner, yie SONiale Funktion <ier IReclhLtsinstitute；, in : Marxstudien 

Mw<3. 

(

1
V0
0
4

)

此
の
原
本
は
絕
技

K
し
て
、
容
易

..に手

’
K
入
h
簸
い

f

o

t

.幸
に
レ
、-て
1後
‘藤
皆
氏

0
怒
譯
'『

法
’
律&
度
"
特

1:
.所
有
權
3
の
吐

23 22 21 20
リ レ Vj/ w

カ
ル

.ネ
ル
、
同
鲁

■—
•
七
.頁
。

Troeltscb,:weltwir

crchaftlicIles.'Arc

5:v

 Bd. 

S, S. 

2
6
o
.
f
F
.
.

 v
i
e
r
k
s
d
t
,

 

Gesellschaftslehre 
M

>
&
• g. 

M
.

W
i
l
h
e
l
m

 -Sauer. 

L
e
h
r
b
u
c
h

 der 

nechts.und sozialphilosophie. s. 

M5
 
汗

vgl. 

Ivlax 

Adler, 

D
i
e

 

soziologie 

i
m

 

Marxismus. 

in: 

D
i
e

 

Geselischslfrein 

sonderheft 

der 

Gesellschaft zu Karl 

K

p;utsky 

70- 

Geburtstag. 

S. 

9.

Die .staatsauffassung. des. M
a
r
x
i
s
m
u
s
v
i
n
” Marx-studien... 

4

,
bj
d
. s.. I7..IS.. 

,

會
的
拽
版』

(

マ
ル
タ
入
主
蕺
名
箐
1.
'
瞥
第
一
卷
1.
文
開
版)

が
あ
る
の
で

t
之
を
參
照
し
て
置
く
，
同

書M

ハ
頁
。

(

10〕

同

嘗I

七
瓦
。

0

)

同
書
七
四

I

七
五
頁
。
 

.

(

12
.

〕

.問
書
ニ
ニ
六
|
丨
ニ
ニ
七
頁
。

.•

(

13)

同
書
-*

三
ニ——

1

三
三
茛
。

(

4 
ノ 

A
n
t
o
n

 M
e
b
g
e
r
,

c:
:
b
e
r

 die sozialen A
u
f
g
a
b
e
n 

der 

Rechtswissenschaft, 

I 
ロ augurationsrede gehalten a 
日 24. October 

I0O
9
5
.

f
W
i
e
n

 

u. 

Leipzig. 

1
S
9
5
V
S
.

 

5.

(

15) 

Kantorcwicz, 

ebend
a
'
s
.

 

276.

(

16〕

.
 

e
b
s
d
a
.

 

S. 

297.

(

7
. ノ 

vfq
l
.

wgnatz ...Kornfeld, 

soziale. 

Machtverll

psltnisse, 

G
r
u

 
ロ ddige 

.
 eineral.l.geme

s-en. 

L
e
h
r
e

 

v
o
m

 positiven-Rechte-aur 

s
oziologischerosndlage” W

i
e
n

 

1
9
1
-

 

、
8')

 

M
u
d
w
i
g

 G
u
m
p
l

o-wicz, 

Rechtsstaat: u
n
d

 sozialismus. 

ISSI. 

Die 

goziolo

的 ische Staatsidee. 

1892.

0
19)

.

w

£s*
F

m.̂
B 皆
.
s
‘ 

1
5.

5 r
? -
四

卷

(

七
七
一〕

勞
働
法
め
旃
贫
龙
法 

望

披

.

八
三



塑

1

十

四

卷

(

七
七
1
-

#

働
法
6
_
贫
方
法 

.戴
s '
號 

八
四

ve+rhandlungen. 

d
fl
>
s
.<J
l
e
r
t
e
n
.

t;
e
u
t
s
o'
h
n>
p.
s
.o
z
l
o
l
o
g
e
n
t
a
g
c
s
‘
.
.
.

 

•

•

.

 

-
.

(

24

ノ
 

M
a
r
x
.

'-'
zur.'Knti.k<

3er'.politischon 

o
e
k
o
n
o
m
i

«T> ，
s. 

I
I
.

.

(
25
.
V 

■
 

Adler, - Di
e 

Soziologie 
1
3
'
^
p
P
I
i
c
s
. 

s
.
:
p 

V
.

(

26)
'
K
'
w
a
u

5r
k
y
,
 

Die, lustorische Leiwtun

rQ.. v
o
n

 

Karl'Marx.. s
-
“
0
*
’

.

(

27〕
^

'&
货 

verhandl
u
n
g
e
n
.

pues Vierten ..Dstschen soziologentages. 

W
K 一
 Ia9... 

パ..：'

'

(

28〕

w
. 

PP-
5
Cぼ
ず a

n
F

 Allgemeine R
e
c
M
s
l
e
h
r
e

 

u
n
d

 

Marxismus. 

Marxistische 

Bibl

s-thek. 

Bd. 

2
2

 

S
.

o'

.

(

29)

 

^
sOJ
p

g

^

.
:

::

(

30
0

Fuchta, 

Institutions, 

Bd. 

I, Iss, s. 

4
-
9
,

.

(

31〕
Kegel, 

Philosophie des nechts,..

co
o

^

,

(

32
0 

M
a
r
x
,

 D
a
s

 Kapital 

(herausgegeben v
o
n

 E
^
e
l
s
.
)

 

Bd. 

I. 

s. 

50..5I. 

'高
岛
氏
譯(

新
潮
社
版)

『

資
本
論』

笫
ー
'卷
、
七
三
茛 

.

(

33)

 

..S. 
5
0
1
5”

(

34)

 

Fichte, Rechtslehre...Leipzig. I0I2, 
S.. 

1
0
.

£

〕
vgl. 

paschuka

s.s, Allgemeine 

Rechtslehre 
u. 

Marxismus. 

b
e
s
.

私w
a
p
i
t
e
l
:
W
a
r
e

 

u
D
dcnubjekt.

(

36〕
La.sgaljevsystcm 

der .erworbenen 

Rec.hte.

'

(

37
D 

v
g
L
.
H
U
g
o

 Sinzheimer, .Ein Arbeitstarifgesetz. S. 
7,

(

38〕
v
g
l
.
H
.

 

w
i
s
h
eimer, 

Grun
d
z
U
g
e 

des Arbeitsrechts. 

bes. 
2

wapitel. 

L

 

D
i
e

 abhangi

yqe 

Arbeit.

(

39〕

.<5
g
r-
*Rudolf ■

von'Ihering, 

D
e
r
w
a
m
J
D
f

.c
t
p
w 

w
.
0
0
^
^
.

' 

s米

國

印

刷

：業

'勞

.資
、
'團

m

m

概

觀

。

' 

:

>

—

其
肼
互
關
係
其
態
度
及
方
針
等

^

—

::

;»•
 

.

.

.

. 

^
 

.
 

•
 

-
 

•
 

.
 

.
 

•-..

i 

.
 

.
 

.

,

.
 

-

-
 

:
 

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

 

一
 

，

.

*

,

.

•

 

•

-

 

-
 

-

-

.

,

小

'
' 

島
.

-
_

榮

次

ノ

.
'.-

 

ノ
 

'
 

'

-■
:

,

.

.
•;
’
:■
.
パ
 

' 

'
■:
' 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

V 

:目
.

次
-
' 

- 

し
:
.
.
.

*

' 

.

.

、バ
- .
■

1
.

各
勞
働
組
合
間

.の

.關
係
ぺ

.レ
V
 

, 

: ニ：
：各
.屈主組合間の

「

關保；，

入

.

. 

:

:

.

三
.
勞
1

體
間
.の
關
係

:

四

各

勞

i

體
の
態
度
及
方
針 

•

.

丨

：

五
雇
主
及
勞
働
者
の
粗
織
程
度

一
，'

.
■
.
.
'

，.

ょ
，

蜂
^̂
^

::
->
.'
此
4
文
ば
歡
實
拉
职
秕
四
年
十

一
月
號
本
誌
所
載
拙
槁r

細
育
を
中
心
ミ
し
て
見
た
る
.米
國
印
刷
業
に
於
る
勞
资
固
髖
の
沿
革
及
組
織一

. 

'
ニ

米
！
：

勞
餱
運
動
に
關
す
る
報
街

1

斑
I

J

.の
：緻
搞
を
な
す
も
の
'で
あ
る
：。

>

各

勞

働M
合

間

の

：關

係
-

:

次
：'

の
.

五
：
の
：國

際

組

合
^

屬
す
る
紐
育
印
刷
業
諸
勞
働
組
合
は
、
是
等
國
際
組
合
の
組
織
す
る
國
際
印
刷
業
勞
働
組 

<

&

合
同
協
會

.
(

I
n

t
e

m
l

t
i

c
i

l
a

l

 

A
l

l
i

e
d

 

p
r

i
n

t
i

n
g

'
T

r
a

d
e

s

 

< A
s

s
o

c
i

a
t

i
o

n
)

^

屬
し
、
其
支
部

^

る

大

^

育

印

刷

業

勞

第
.

1
1

十
四

.卷

.

(

七
七

.

i
l
'
D

米
_
印
刷
業

-#
資
圓

_
槪
«

.

笫

五

輝

.

八
五


